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は
じ
め
に

　

岡
山
藩
池
田
家
は
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
の
池
田
光
政
の

入
部
以
降
幕
末
に
至
る
ま
で
、
備
前
国
全
域
と
備
中
国
の
一
部
を

領
有
し
た
。
同
家
に
つ
い
て
は
、
池
田
光
政
治
世
期
を
中
心
に
し

な
が
ら
、
光
政
の
「
名
君
」
論
や
家
臣
団
構
造
、
軍
役
や
地
方
支

配
の
実
態
等
に
つ
い
て
、
数
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い

る（
１
）。

し
か
し
、
岡
山
藩
池
田
家
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
光
政
以

前
の
主
従
関
係
の
編
成
過
程
の
検
討
も
必
要
で
は
な
い
か
と
筆
者

は
考
え
て
い
る（

２
）。

　

近
世
初
期
の
大
名
と
家
臣
団
と
の
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
、
福

田
千
鶴
氏
が
、「
御
家
騒
動
」
と
い
う
主
君
と
家
臣
と
の
対
立
状

況
の
分
析
を
通
し
て
、
主
君
と
し
て
の
資
質
や
政
治
的
・
軍
事
的

能
力
の
有
無
が
、
主
君
と
家
臣
と
の
主
従
関
係
を
成
立
さ
せ
る
た

め
の
重
要
な
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

３
）。

　

ま
た
、
池
田
家
に
つ
い
て
は
、
柴
田
一
氏
が
光
政
期
の
六
つ
の

家
老
家
が
有
力
な
家
臣
で
あ
り
、
将
軍
の
目
見
え
を
許
さ
れ
、
大

名
と
同
様
に
証
人
と
し
て
江
戸
に
人
質
を
差
し
出
す
陪
臣
証
人

だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
重
臣
と
近
世
出
頭
人
と
の

対
立
構
図
も
明
ら
か
に
し
て
、
特
に
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
の

池
田
輝
政
死
去
の
際
に
起
き
た
若
原
右
京
亮
退
去
も
、「
御
家
騒

動
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る（

４
）。

　

柴
田
氏
の
労
作
は
、
光
政
以
前
の
池
田
家
の
主
従
関
係
の
編
成

を
考
え
る
上
で
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、『
池
田
家
履
歴

略
記
』（『
略
記
』
と
省
略
）
や
『
備
陽
記
』
等
の
近
世
編
纂
物
や
、

家
臣
の
由
緒
を
記
し
た
「
奉
公
書
」
等
の
寛
永
以
降
に
成
立
し
た

史
料
に
基
づ
い
た
考
察
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
代
史
料
に
よ
る

検
証
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　
　
　
　
　

初
代
徳
島
藩
主
書
状
か
ら
見
え
る
慶
長
～
元
和
期
の
池
田
家
の
構
造
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そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
同
時
代
史
料
に

近
い
も
の
を
用
い

て
、
慶
長
～
元
和
期

の
池
田
家
の
分
析
を

試
み
た
い
。
主
に
使

用
す
る
史
料
は
、
国

文
学
研
究
資
料
館
阿

波
国
蜂
須
賀
家
文
書

『
至
鎮
様
御
代
草
案
』

『
至
鎮
様
御
代
旧
記

帳
』
で
あ
る（

５
）。

本
史

料
は
、
初
代
徳
島
藩

主
蜂
須
賀
至よ

し
し
げ鎮

か
ら

老
中
や
大
名
、
そ
の

家
臣
た
ち
に
出
し
た

書
状
の
草
案
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

　

至
鎮
は
、
蜂
須
賀
正
勝
の
孫
で
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
所
領
を

豊
臣
家
に
返
却
し
剃
髪
し
た
父
蓬ほ

う
あ
ん庵

（
蜂
須
賀
家
政
）
に
代
わ
り
、

徳
川
方
へ
参
加
し
た
。
豊
臣
家
か
ら
徳
川
家
へ
と
権
力
の
中
心
が

切
り
替
わ
る
場
面
を
乗
り
切
っ
た
至
鎮
は
、
大
坂
の
陣
な
ど
で
活

躍
し
、
淡
路
国
を
含
め
た
徳
島
藩
二
五
万
七
〇
〇
〇
石
の
大
名
と

な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
藍
の
栽
培
を
奨
励
す
る
等
の
内
政
の
充
実

に
努
め
、
蜂
須
賀
家
に
よ
る
阿
波
・
淡
路
国
支
配
の
基
礎
を
確
立

し
た
人
物
で
あ
る（

６
）。

至
鎮
姉
が
池
田
輝
政
の
甥
池
田
出
羽
守
由
之

（
７
）

の
妻
に
、
至
鎮
娘
も
池
田
忠
雄
の
妻
と
な
っ
て
お
り
、
池
田
家
と

蜂
須
賀
家
と
は
二
重
の
姻
戚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
（
人
物
関
係
図

参
照
）。
蜂
須
賀
家
は
、
池
田
家
以
外
に
も
、
井
伊
家
や
小
笠
原
家

等
を
含
め
た
大
名
家
や
公
家
と
の
婚
姻
を
重
視
し
て
お
り
、
交
際

の
輪
を
広
げ
て
い
た（

８
）。

　

使
用
す
る
史
料
が
「
草
案
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
宛
先

に
届
け
ら
れ
た
の
か
、
文
章
が
こ
の
通
り
に
書
か
れ
て
い
た
の
か

等
、
す
べ
て
を
一
次
史
料
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
至
鎮
の
視
点
か
ら
と
い
う
こ
と
と
、「
草
案
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
制
約
は
生
じ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
分

析
を
試
み
た（

９
）。

　

以
下
、
至
鎮
か
ら
池
田
家
へ
書
状
が
ま
と
め
て
出
さ
れ
て
い

た
池
田
輝
政
が
死
亡
し
た
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
・
第
一
章
）
と
、

池
田
由
之
が
死
亡
し
た
元
和
四
年
（
一
六
一
八
・
第
二
章
）
に
分
け
て
、

＜人物関係図＞

※（　　　　　）内は，寛永９年以降の立場を示している。

由成池田恒興 之助 由之

輝政 利隆

万 由英

（徳島藩主）

忠雄

（岡山藩家老）

（徳島藩家老）

（岡山藩主）

忠継 忠雄

光政

（鳥取藩主）

蜂須賀正勝 家政 至鎮 忠英

光仲

三保

※（　　　　　）内は，寛永９年以降の立場を示している。

人物関係図
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述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

一　

慶
長
一
八
年
の
至
鎮
書
状
か
ら
見
え
る
池
田
家

　

ま
ず
、
池
田
輝
政
の
死
亡
後
の
動
き
を
、『
当
代
記
』『
駿
府

記
）
（1
（

』
等
を
元
に
確
認
し
て
み
よ
う
（
表
１
）。
慶
長
一
八
年
一
月

二
五
日
に
輝
政
が
死
亡

し
た
後）

（（
（

、
八
月
二
一
日

に
池
田
利
隆
・
忠
継
兄

弟
が
、
駿
府
に
い
た
家

康
へ
返
礼
に
行
く
ま
で

の
間
は
、
家
康
に
よ
る

池
田
家
へ
の
差
配
が
行

わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

家
臣
団
の
再
編
成
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
以
降
に

決
着
し
て
お
り
、
少
な

く
と
も
九
月
末
の
時
点

で
正
式
に
決
ま
り
、
池

田
家
内
外
へ
周
知
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る）

（1
（

。

　

家
臣
団
再

編
が
決
ま
っ

た
後
の
一
〇

月
八
日
に
、

至
鎮
か
ら
池

田
家
中
に
宛

て
て
、
跡
目

相
続
等
に
関

し
て
一
五
通

の
書
状
が
出

さ
れ
た
（
表

２
）。
そ
れ

ら
を
整
理
す

る
と
、利
隆
・

忠
継
・
忠
雄

ら
「
当
主
」

に
宛
て
た
も

の
と
、利
隆
・

忠
継
・
忠
雄

の
「
家
臣
」

月　日 内　　　　　容

1月25日
池田輝政が「俄発病，吐血中風」と伝えられる状況で死亡
する。

1月29日
家康へ輝政が１月24日に危篤になった連絡が入る。直後
に、死亡の連絡も入る。

4月27日
姫路へ派遣されていた村越茂介・安藤対馬守が家康の元
へ帰着し，輝政の治世や若原右京亮・中村主殿助の悪政
を報告される。

6月6日
家康・秀忠によって，播磨は利隆へ，備前は忠継へ与えら
れる。

8月21日 返礼として，駿府に利隆と忠継がそろって訪問する。

〔典拠〕『駿府記』『当代記』より作成。

【表１】　池田輝政死亡後の動きについて

No. 宛 先 人 物 敬称 敬称２ 書止文言 内 容 備 考
1 武蔵守 池田利隆 様 人々中 恐惶謹言 姫路への赴任に対する祝意 当主
2 左衛門督 池田忠継 様 人々中 恐惶謹言 岡山への赴任に対する祝意 当主
3 池　羽州 池田由之 様 恐惶謹言 武蔵守姫路への赴任について 利隆家臣
4 本　勘解由 本須勘解由 様 恐惶謹言 武蔵守姫路への赴任について 利隆家臣
5 荒尾但馬 様 恐々謹言 左衛門督岡山への赴任について 忠継家臣
6 同　志摩守 様 恐々謹言 左衛門督岡山への赴任について 忠継家臣
7 津田将監 様 恐々謹言 左衛門督岡山への赴任について 忠継家臣

8 若　右京 若原右京 さま 恐惶
武蔵守と左衛門督がそれぞれ姫
路・岡山への赴任に対する祝意と
若原の移動先について

利隆家臣

9 中　隼人 中村隼人 さま 恐惶
武蔵守と左衛門督がそれぞれ姫
路・岡山への赴任に対する祝意と
中村の移動先について

利隆家臣

10 宮内少輔 池田忠雄 様 恐惶 先日の馳走に対する謝辞 当主
11 乾　平右 乾平右衛門 さま 恐々 先日の馳走に対する謝辞 忠雄家臣
12 天野四郎右衛門 殿 恐々 先日の馳走に対する謝辞 忠雄家臣
13 土肥権右衛門 殿 恐々 先日の馳走に対する謝辞 忠雄家臣

14 石原市左衛門 さま 恐々
左衛門督と共に岡山に参られる事
への祝意

利隆家臣

15 池　出羽守 池田由之 様 人々中 恐々謹言 美作守病中についての見舞い 利隆家臣

〔典拠〕『至鎮様御代草案　慶長十四〜十八』より，それぞれ掲載順に作成した。

表２　慶長18年10月8日付け蜂須賀至鎮書状一覧

〔典拠〕『駿府記』『当代記』より作成。

表１　池田輝政死亡後の動きについて

〔典拠〕『至鎮様御代草案　慶長十四〜十八』より，それぞれ掲載順に作成した。

表２　慶長 18年 10 月 8日付け蜂須賀至鎮書状一覧
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に
宛
て
た
も
の
、「
そ
の
他
」
の
七
つ
に
区
分
で
き
る
。

　
「
当
主
」
で
あ
る
利
隆
・
忠
継
に
宛
て
た
表
２
―
１
、２
の
う
ち
、

利
隆
宛
の
も
の
に
は
姫
路
へ
の
赴
任
、
忠
継
宛
の
も
の
に
は
岡
山

へ
の
赴
任
に
対
す
る
祝
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
忠
雄
宛

の
書
状
は
一
〇
月
上
旬
に
忠
雄
の
居
城
（
淡
路
国
由
良
城
）
へ
、
至

鎮
が
訪
問
し
た
際
の
謝
辞
と
な
っ
て
い
た
（
表
２
―
10
）。

　

次
に
、
利
隆
・
忠
継
・
忠
雄
の
「
家
臣
」
に
宛
て
た
も
の
で
、

利
隆
家
臣
の
場
合
は
、
表
２
―
３
、４
の
由
之
と
本
須
勘
解
由
が

宛
先
と
な
っ
て
い
た
。

〈
史
料
一
〉

　
　

 

武（
池
田
利
隆
）

蔵
守
様
姫
路
へ
被
成
御
移
候
由
目
出
度
存
、
早
々
以
参
上

御
祝
儀
可
申
上
候
処
、
先
不
取
敢
以
使
者
申
上
候
、
可
然
様

御
取
成
所
仰
候
、
何
様
以
参
重
畳
御
祝
儀
可
申
上
候
、
次
、

二
三
日
已
前
由
良
へ
御
見
舞
申
候
、
御
有
付
之
躰
候
条
、
珍

重
存
事
候
、
猶
此
者
申
含
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　

十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　

池（
池
田
由
之
）

■
羽
州
様

　
　
　
　
　
　
　

本（
本
須
勘
解
由
）

■
勘
解
由
様　
　

別
紙　

同
人

　

文
末
か
ら
、
本
来
は
二
通
出
さ
れ
た
も
の
を
、
後
世
の
編
集
に

よ
り
、
同
文
の
と
こ
ろ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
宛
先
だ
け
を
並
べ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
須
は
、
輝
政
の
小
姓
役
で
一
五
〇
〇

石
を
拝
領
し
て
い
て
、
輝
政
側
近
の
一
人
で
あ
る）

（1
（

。〈
史
料
一
〉

か
ら
は
、
利
隆
の
跡
目
相
続
に
対
す
る
祝
意
と
と
も
に
、
数
日
前

に
淡
路
国
由
良
城
へ
至
鎮
が
訪
問
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

ま
た
、
至
鎮
か
ら
由
之
へ
の
書
状
（
表
２
―
15
）
だ
が
、
公
的
に

出
さ
れ
た
表
２
―
３
（
前
掲
〈
史
料
一
〉）
の
も
の
と
異
な
り
、「
美

作
守
殿）

（1
（

御
所
労
此
頃
い
か
ゝ
無
御
心
元
存
候
」
と
あ
り
、
由
之
弟

元
信
の
病
中
を
案
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
記
事
項
が
な
い

こ
と
か
ら
、
義
兄
由
之
へ
の
私
信
と
考
え
て
良
い
。
ま
た
、
一
〇

月
八
日
に
公
私
二
通
の
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
至
鎮
が

由
之
を
別
格
扱
い
に
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

忠
継
家
臣
の
場
合
に
は
、
表
２
―
５
、６
、７
に
あ
る
よ
う
に
、

荒
尾
但
馬
守
ら
重
臣
四
名
へ
宛
て
て
出
さ
れ
て
い
て
、
利
隆
家
臣

へ
の
書
状
と
大
差
な
い
内
容
の
も
の
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
荒
尾
但
馬
守
・
荒
尾
志
摩
守
に
は
鷹
が
一
羽
ず
つ
贈
ら
れ
て

お
り
、
二
人
は
忠
継
家
臣
の
中
で
も
扱
い
が
異
な
っ
て
い
た
。

　

忠
雄
家
臣
宛
の
書
状
の
内
容
は
、
表
２
―
11
、
12
、
13
に
あ
る

よ
う
に
、
主
に
一
〇
月
上
旬
に
淡
路
国
由
良
城
へ
至
鎮
自
身
が
来

訪
し
た
際
の
お
礼
で
あ
る
。
忠
雄
へ
の
書
状
に
は
謝
辞
だ
け
だ
が

（
表
２
―
10
）、
乾
や
天
野
・
土
肥
へ
は
酒
を
飲
ん
で
大
酔
い
し
た
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こ
と
の
詫
び
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、〈
史
料
一
〉
に
あ
る
よ
う
な

淡
路
と
阿
波
の
連
携
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る）

（1
（

。

　

以
上
、
三
家
の
家
臣
に
出
さ
れ
た
書
状
を
見
て
み
る
と
、
忠
雄

家
臣
と
至
鎮
の
距
離
の
近
さ
が
見
え
て
き
た
。
ま
た
、
忠
継
家
臣

の
中
で
も
荒
尾
氏
二
名
へ
の
扱
い
の
違
い
も
注
目
し
た
い
。

　
「
そ
の
他
」
は
、
表
２
―
８
、９
の
若
原
右
京
と
中
村
隼
人
へ
の

書
状
で
あ
る
。

〈
史
料
二
〉

　
　

 

其
已
後
は
以
書
状
も
不
申
承
無
音
申
候
、
然
は
武

（
池
田
利
隆
）

州
様
・

左（
池
田
忠
継
）

衛
門
督
様
、
姫
路
・
岡
山
へ
被
成
御
移
候
由
、
尤
目
出
度

奉
存
候
、
何
様
緩
々
と
遂
祇
候
、
御
祝
儀
可
申
上
候
条
、
期

其
節
候
、
随
而
貴
様
御
事
如
前
姫
路
ニ
御
住
宅
候
哉
、
又
備

前
へ
御
越
ニ
候
哉
、
無
御
心
元
候
、
雖
無
差
儀
候
為
御
見
舞

令
啓
候
、
若
備
前
な
と
へ
御
引
越
候
ハ
ヽ
、
拙
子
式
相
応
之

御
用
可
蒙
仰
候
、
不
可
存
疎
意
候
、
御
息
大
学
殿
へ
以
別
紙

可
申
候
へ
と
も
同
前
候
之
条
、
可
預
御
心
得
候
、
恐
惶

　
　
　
　

十
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
使
儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

若（
若
原
右
京
亮
）

■
右
京
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　

中（
中
村
隼
人
）

■
隼
人
さ
ま）

（1
（

　

ま
ず
、
輝
政
出
頭
人
の
若
原
右
京
亮
と
中
村
主
殿
助
の
息
子
隼

人
だ
が
、
こ
の
二
人
は
、
利
隆
家
臣
で
も
忠
継
家
臣
で
も
な
い
扱

い
で
、
至
鎮
が
書
状
を
出
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　

若
原
と
中
村
は
、
池
田
輝
政
の
出
頭
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

人
物
で
あ
る
が
、
輝
政
の
死
亡
後
、
池
田
家
か
ら
追
放
さ
れ
て
し

ま
う
。
そ
の
間
の
詳
し
い
経
緯
は
、
こ
れ
ま
で
『
略
記
』
等
か
ら

の
情
報
で
し
か
述
べ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た）

（1
（

。

　
『
駿
府
記
』
に
よ
れ
ば
、
家
康
の
使
者
と
し
て
姫
路
に
派
遣
さ

れ
て
い
た
村
越
茂
助
と
安
藤
対
馬
守
が
、
四
月
二
七
日
に
駿
府
に

帰
還
し
た
際
、
村
越
と
安
藤
か
ら
家
康
に
対
し
て
、
中
村
と
若
原

の
仕
置
き
が
悪
か
っ
た
こ
と
、
中
村
は
病
死
し
て
い
る
た
め
、
若

原
に
対
し
て
罪
を
問
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

そ
の
報
告
を
聞
い
た
家
康
が
、
若
原
に
対
し
て
怒
っ
て
お
り
、
そ

の
際
に
中
村
・
若
原
の
池
田
家
か
ら
の
追
放
は
ほ
ぼ
決
定
し
た
と

考
え
て
良
い
。
実
際
に
は
、
四
月
よ
り
も
随
分
後
に
な
っ
て
、
家

康
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
る
が
、
至
鎮
は
二
人
が
ど
こ
へ
移
動
す
る

の
か
を
気
に
か
け
て
い
る
。
備
前
国
に
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
至
鎮

が
何
ら
か
の
支
援
を
考
え
て
い
る
こ
と
す
ら
記
さ
れ
て
い
る
。
若

原
の
息
子
へ
も
書
状
を
出
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
親
し
い

間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
書
状
だ
け
で
若
原
ら
が
他
の
大
名
か
ら
同
様
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の
評
価
を
受
け
て
い
た
と
考
え
た
り
、
至
鎮
自
身
が
こ
の
よ
う
に

本
心
か
ら
考
え
た
り
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に

検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
書
き
出
し
の
部
分
に
、
最
近
は
書

状
の
や
り
と
り
も
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
添
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
、
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
部
分
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
一
〇
月
頃
に
も
中
村
に
宛

て
た
至
鎮
書
状
が
数
通
あ
る
こ
と
か
ら
、
輝
政
出
頭
人
と
し
て
他

の
大
名
と
直
接
や
り
と
り
を
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い）

（1
（

。
こ

れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
略
記
』
等
の
近
世
編
纂
物
を
無

批
判
に
用
い
て
、
慶
長
～
元
和
期
の
池
田
家
中
を
論
ず
る
こ
と
に

は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
今
後
、
さ
ら
な
る
資
料
収

集
を
行
い
な
が
ら
、
若
原
や
中
村
ら
輝
政
の
出
頭
人
に
対
す
る
評

価
を
再
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
至
鎮
書
状
か
ら
見
た
輝
政
死
亡
直
後
の
池
田
家
は
、
利

隆
・
忠
継
・
忠
雄
ら
三
人
の
「
当
主
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
臣
」

に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
、
由
之
は
利
隆
家
臣
の
中
心
と

し
て
、
ま
た
至
鎮
の
義
兄
と
し
て
音
信
を
蜂
須
賀
家
と
取
り
合
う

関
係
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
え
て
き
た
。由
之
と
至
鎮
と
の
関
係
は
、

次
の
事
例
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。

　

慶
長
一
八
年
一
一
月
一
日
付
け
で
、「
坪
宗
兵
」
が
前
野
久
右

衛
門
を
池
田
家
に
再
度
召
し
抱
え
る
よ
う
に
依
頼
し
た
際
に
、
至

鎮
は
、
利
隆
へ
直
接
理
を
言
う
こ
と
が
難
し
い
が
、「
幸
彼
御
家

老
ニ
池
田
出
羽
守
殿
拙
子
縁
者
故
別
而
申
談
」
ず
る
と
述
べ
て
い

る
）
11
（

。
ま
た
、
同
日
付
で
由
之
に
対
し
て
、
前
野
久
右
衛
門
を
池
田

家
に
以
前
の
通
り
召
し
抱
え
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
利
隆
の
当
主
と
し
て
の
位
置
は
確
か
に
な
っ
て

い
る
が
、
利
隆
へ
の
依
頼
が
難
し
い
場
面
で
も
、
由
之
に
話
を
通

せ
ば
池
田
家
で
理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

利
隆
が
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
死
去
し
た
際
に
も
、
光
政
が
間

違
い
無
く
跡
目
を
継
ぐ
た
め
に
由
之
ら
が
動
い
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
、
祝
意
や
ね
ぎ
ら
い
を
述
べ
た
書
状
を
遣
わ
し
て
い
る）

11
（

。

　

次
の
章
で
は
、
光
政
家
臣
の
中
核
と
し
て
至
鎮
か
ら
認
識
さ
れ

て
い
た
由
之
が
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
死
亡
し
た
時
を
取
り

上
げ
る
。

　
　
　

二　

由
之
死
亡
後
の
至
鎮
書
状
か
ら
見
え
る
池
田
家

　

利
隆
・
光
政
の
も
と
で
池
田
家
を
支
え
て
き
た
由
之
が
、
元
和

四
年
三
月
上
旬
に
不
慮
の
死
を
遂
げ
た）

11
（

。由
之
は
、当
時
九
歳
だ
っ

た
池
田
光
政
の
重
臣
で
、
備
前
国
か
ら
伯
耆
国
・
因
幡
国
に
領
地

替
え
さ
れ
た
光
政
に
と
っ
て
重
要
な
支
え
と
な
っ
て
い
た
。
由
之
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No. 日付 宛 先 内 容 備 考 巻 頁
1 3月12日 池田忠雄 由之死去について。 私力落とす、蓬庵も迷惑 上 9
2 3月14日 堀尾清蔵、水野五左衛門 由之死去について。 上 5、6
3 3月14日 本須勘解由 由之死去について。 上 6、7
4 3月14日 池田鶴松 由之死去について。 上 8
5 3月14日 日置豊前 由之死去について。 池田家メインと認識 上 7、8
6 3月14日 池田主計 由之死去について。 絶語 上 8、9
7 3月16日 荒尾但馬 由之死去について。 上 9、10
8 3月16日 津田将監 由之死去について。 上 10
9 3月16日 渡瀬加賀守 由之死去について。 上 10

10 3月16日
土井利勝、酒井忠世、本多正
純、安藤対馬

由之死去について。 上 12、13

11 3月28日 土井利勝 主計、鶴松の身上のこと。 上 15
12 3月28日 本多正純、酒井忠世、酒井対馬 主計、鶴松の身上のこと。 上 15、16
13 3月28日 寺田与左 主計、鶴松の身上のこと。 上 16、17
14 3月28日 池田主計 由之のことを老中に伝えた旨。 上 18

15 閏3月25日池田鶴松、美作
由之のことが上聞されたことを、津田将監
から聞いたこと。

上 39

16 4月13日 池田鶴松
老中からの返書の写しを送ること、主計は
江戸にいて、上様が懇ろに由之について
語ったということ。

上 56、57

17 4月13日 池田美作
主計が江戸にいて幸いであること、至鎮も
江戸に向かっていること。

上 57、58

18 4月13日
水野五左衛門、塩見次左衛門、
吉田清九郎

主計が江戸にいて幸いであること、至鎮も
江戸に向かっていること。

上 57、58

19 4月20日 池田鶴松
端午の祝儀、本日京都を発ち江戸へ向か
うこと。

上 74、75

20 5月5日 酒井忠世 鯛贈答のお礼。 上 120,121
21 5月5日 安藤対馬 端午の祝儀到来のこと。 上 109

22 5月6日 土井利勝
5日に江戸城で面会したこと、8日に御茶を
下される事への謝意。

上 122,123

23 5月7日 土井利勝
8日に御茶を下されることへの謝意（安藤帯
刀・成瀬隼人も同席）。

上 136

24 5月7日 安藤帯刀 8日に土井利勝との同席への謝意。 上 137
25 5月7日 成瀬隼人 8日に土井利勝との同席への謝意。 上 137,138
26 5月8日 土井利勝 今朝の御茶のお礼。 上 140,141
27 5月10日 津田将監 先刻の訪問と、荒尾但馬守書状への謝 上 152,153
28 5月15日 土井利勝 鯛1折のお礼。 上 164,165
29 5月17日 池田忠雄 近日中へ江戸へ来着のことについて。 上 170

30 5月17日 荒尾但馬
忠雄に供して江戸へ来着のこと、輝澄・政
綱下向のこと。

上 171

31 5月19日 池田忠雄 鯛のお礼。 上 175
32 5月20日 池田忠雄 先ほど面会したことのお礼。 上 181
33 5月20日 池田政綱 先ほど面会したことのお礼。 上 181
34 5月20日 池田輝澄 先ほど面会したことのお礼。 上 182
35 5月24日 土井利勝 鉄炮進上の件。 上 292
36 5月24日 酒井忠世 鮭1本へのお礼。 上 289,290
37 5月25日 長坂三郎左衛門 池田主計殿身上について、宮内と話す。 上 294
38 5月26日 池田政綱、輝澄 自分の腫れ物について。 上 302,303
39 5月27日 安藤対馬、井上主計 徳島酒大樽と御茶湯炭1箱進上について。 上 312
40 5月27日 酒井忠世 徳島酒大樽と御茶湯炭1箱進上について。 上 313
41 5月27日 本多正純 徳島酒大樽と御茶湯炭1箱進上について。 上 311
42 5月29日 長坂三郎左衛門 自分の腫れ物について。 上 324
43 6月1日 本多正純 見舞いに対するお礼。 上 329
44 6月1日 荒尾但馬 昨日の忠雄のお見舞いのお礼。 上 329,330
45 6月1日 池田政綱 馬・太刀代等へのお礼。 上 335
46 6月1日 池田輝澄 馬・太刀代等へのお礼。 上 335,336
47 6月1日 池田忠雄 お見舞いの書状へのお礼。 上 336,337
48 6月2日 安藤対馬 お見舞いの品へのお礼。 上 341
49 6月4日 酒井忠世 お見舞いの書状へのお礼。 上 352,353
50 6月6日 池田忠雄 先ほど面会したことのお礼。 上 225
51 6月7日 安藤対馬 お見舞いの品へのお礼。 上 367

52 6月7日 長坂三郎左衛門
池田主計のことが、いまだ落着していない
こと。

上 368-370

53 6月12日 池田忠雄 至鎮の腫れ物に対する見舞いのお礼。 上 230
54 6月16日 酒井忠世 お見舞いの品へのお礼。 上 409,410
55 6月17日 池田忠雄 6/24に会うことについて。 上 236

56 6月17日 寺田与左
池田主計の跡目相続について、土井利勝
が念頭に入れてくれていることを、至鎮が
喜んでいること。

柘植半左衛門が代筆 上 411,412

57 6月19日 池田忠雄
6/24に会うことについてと小笠原壱岐守の
同席について。

上 415

58 6月20日 荒尾但馬 贈答の品へのお礼。 上 417,418

59 6月22日 土井利勝
6/25～7/1の間に、本多・安藤らと来臨して
欲しい、委細は柘植から口上申し上げる。

上 422,423

60 6月22日 土井利勝 来臨してくださることへのお礼。 上 427,428
61 6月23日 丹羽長重 忠雄への訪問について。 上 435
62 6月23日 池田忠雄 丹羽五郎左と24日に尋ねる旨。 上 436

表３　池田由之死去に伴う蜂須賀至鎮書状一覧表３　池田由之死去に伴う蜂須賀至鎮書状一覧
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63 6月23日 池田忠雄 明朝の訪問について。 上 436,437
64 6月24日 池田忠雄 お茶と道具の拝覧への感謝。 上 241,242
65 6月26日 池田光政 腫れ物見舞いへのお礼 上 441
66 6月26日 池田光政 お見舞いへのお礼。 上 441
67 6月28日 長坂三郎左衛門 主計のことは、まだ決まらず。 下 14、15
68 6月29日 池田忠雄 蓬庵からの手紙を渡す。 下 16
69 6月29日 池田光政 近況連絡。 下 30、31

70 7月2日 長坂三郎左衛門
主計跡目に関する書状を老中へ渡すこと
について。

先度ニ如申上、池主計殿之儀ニ
付、急度御年寄衆へ御状被進可然
奉存候

下 27、28

71 7月2日 小倉忠右 先日以降宮内殿への不参についてのお詫 上 251

72 7月2日 丹羽長重
丹羽娘煩いへのお見舞いと、宮内も心配し
ていることについて

上 251,252

73 7月2日 池田忠雄 丹羽への訪問延期について 上 254,255
74 7月2日 池田忠雄 丹羽五郎左との4日の面会について。 上 252,253
75 7月2日 丹羽長重 4日の訪問について。 下 22、23
76 7月3日 池田鶴松 主計の扱いについて。 鶴松から池田美作へ伝える 下 32
77 7月4日 池田忠雄妻 書状へのお礼。 下 36、37
78 7月7日 酒井忠世 贈答の品へのお礼。 下 43
79 7月8日 長坂三郎左衛門 何ら変化がない。 下 48、49
80 7月11日 池田忠雄 雅楽に一緒に面会することについて。 下 55
81 7月13日 荒尾但馬 面会について。 下 59
82 7月13日 小倉忠右 伊達美作のこと。 上 256,257
83 7月15日 池田輝澄 書状へのお礼。 下 63、64
84 7月15日 池田政綱 書状へのお礼。 下 64
85 7月15日 長坂三郎左衛門 忠雄を同道して、酒井忠世へ依頼。 下 65、66
86 7月16日 安藤対馬 贈答の品へのお礼。 下 67
87 7月19日 酒井忠世、安藤対馬、酒井備後 囲茶の依頼と土井とのことについて。 下 79、80
88 7月20日 長坂三郎左衛門 御内書が出されるということについて。 腫れ物が治ったことについて 下 81
89 7月15日 蓬庵 腫れ物が治ったことについての御内書写 下 86
90 7月21日 松平美作守 何かの打ち合わせについて。 下 88
91 7月21日 松平美作守 面会のお礼。 下 90
92 7月21日 近藤用政 因幡に行く前に面談したいこと。 上 262
93 7月23日 土井利勝 屋敷拝領のお礼。 下 97、98
94 7月23日 安藤対馬 明日面会について。 下 99
95 7月23日 酒井忠世 明日面会について。 下 103
96 7月24日 酒井忠世 24日の来臨のお礼。 上 264
97 7月24日 安藤対馬 24日の来臨のお礼。 上 264
98 7月24日 土井利勝 24日の来臨のお礼。 上 264,265
99 7月24日 池田忠雄 できればご来臨願いたいこと。 上 265

100 7月25日 池田忠雄 忠雄の来臨について。 下 111
101 7月25日 長坂三郎左衛門 近況連絡。 下 112
102 7月27日 松平左近 7/26に忠雄に会ったことについて。 下 129,130

103 8月4日 長坂三郎左衛門
池田主計のことは油断できない、蓬庵から
も雅楽・大炊へ呼びかけてほしい。

下 171-173

104 8月7日 本多正純 贈答の品へのお礼。 下 186
105 8月7日 池田輝澄 柿の贈答について。 下 187,188
106 8月12日 長坂三郎左衛門 池田主計のことは、不明。 下 202
107 8月13日 土井利勝 茶湯箱2つと鯛100匹。 下 210

108 8月13日 溝口五右衛門
白樽への礼。由之跡目のことについて、協
力してくれたことについての謝辞。

下 211,212

109 8月13日 本多正純 徳島より取り寄せた板の贈呈について。 下 207

110 8月14日
土井利勝、本多正純、酒井忠
世、安藤対馬

蓬庵から池田主計のことを依頼。 ※当史料の日付のみ到来日を示す 下 218,219

111 8月17日 伊達忠宗 忠雄と共に招待されたことへのお礼。 下 229
112 8月18日 池田忠雄 8/21か22の囲茶の誘い。 下 230
113 8月18日 稲田八郎右衛門 近況連絡。 蓬庵へ 下 231

114 8月21日 長坂三郎左衛門
池田主計に関する蓬庵書状に対して、返
事が来る旨を土井より聞いたこと。

下 249-251

115 8月22日 土井利勝 書状へのお礼。 下 171-173
116 8月23日 池田忠雄 今月晦日へ来臨についてのお礼。 下 264,265

117 8月24日 池田忠雄
松平重直の来訪が28日夜になったことに
ついて。

下 266,267

118 8月25日 池田忠雄 昨日の来訪のお礼。 下 305,306
119 8月25日 長坂三郎左衛門 酒井らから返報。 下 267,268
120 8月26日 酒井忠世 贈答の品へのお礼。 下 272,273
121 8月27日 松平重直 贈答の品へのお礼。 下 277,278
122 8月28日 松平重直 来訪へのお礼。 下 281
123 8月29日 本多正純 贈答の品へのお礼。 下 281
124 8月29日 池田忠雄 明後日の来訪について。 下 282

125 8月30日 土井利勝
贈答の品へのお礼。来月上旬の来訪の要
請。

下 286,287

126 9月1日 池田忠雄 昨日の面会のお礼。 下 290
127 9月3日 土井利勝 昨日のご来臨のお礼。 下 336,337
128 9月4日 池田忠雄 重陽祝儀のお礼。 下 342,343
129 9月5日 土井利勝 重陽祝儀のお礼。 下 344
130 9月5日 酒井忠世 重陽祝儀のお礼。 下 344
131 9月7日 池田光政 重陽祝儀のお礼。 下 348
132 9月8日 池田忠雄 招待へのお礼。 下 349,350
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の
死
亡
は
、
至
鎮
に
非
常
な
衝
撃
を
与
え
、
三
月
一
二
日
に
池
田

忠
雄
へ
宛
て
て
、「
池
羽
州
仕
合
誠
不
慮
之
儀
可
申
上
様
も
無
御

座
候
」
と
突
然
の
訃
報
に
接
し
た
驚
き
を
表
現
し
、「
蓬
庵
迷
惑

仕
義
、
私
力
落
」
と
至
鎮
や
至
鎮
の
父
蓬
庵
が
落
胆
し
て
い
る
こ

と
を
伝
え
て
い
る
（
表
３
―
１
）。「
御
使
札
参
拝
見
」
と
あ
り
、
由

之
の
死
亡
直
後
に
忠
雄
か
ら
至
鎮
に
使
者
が
立
て
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
。

　

こ
の
日
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
九
月
中
旬
に
由
之
長
男
の
主
計

（
後
の
池
田
由
成
）
の
跡
目
相
続
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
、
把
握
で
き

る
限
り
で
は
直
接
的
・
間
接
的
に
関
係
す
る
書
状
が
一
六
二
通
確

認
で
き
た
（
表
３
）。
四
月
下
旬
か
ら
江
戸
に
い
た
至
鎮
は
、
老
中

土
井
利
勝
や
酒
井
忠
世
ら
に
も
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
る
。

　

由
之
の
死
亡
直
後
に
あ
た
る
三
月
一
四
日
に
は
、
主
計
や
由
之

次
男
鶴
松
（
後
の
池
田
由
英

）
11
（

）
等
に
宛
て
て
五
通
の
書
状
が
出
さ
れ

て
い
る
（
表
３
―
２
～
６
）。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
由
之
の
不
慮

の
死
を
悼
む
と
共
に
、
主
計
や
鶴
松
の
今
後
を
頼
み
入
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
光
政
家
臣
の
唯
一
の
柱
石
と
な
っ

た
日
置
忠
治
に
は
、「
偏
奉
頼
候
」
と
他
に
は
な
い
文
言
が
加
わ
っ

た
上
に
、
光
政
へ
も
至
鎮
の
考
え
を
伝
え
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い

る
。

133 9月8日 安藤対馬 重陽祝儀のお礼。 下 350
134 9月9日 荒尾但馬 先刻の訪問のお礼。 下 353
135 9月12日 長坂三郎左衛門 尼崎出入りについて。 下 361-363
136 9月13日 酒井忠世 贈答品への添え状。 下 369
137 9月14日 本多正純 来訪のお礼と再度面会したい旨。 下 372
138 9月14日 長坂三郎左衛門 主計が由之の跡をうけたこと。 忠雄・荒尾但馬も動いた 下 374
139 9月14日 池田美作守、池田鶴松 主計が由之の跡をうけたこと。 下 374
140 9月15日 酒井忠世 主計跡目のお礼。 下 377
141 9月15日 長坂三郎左衛門 主計が由之の跡をうけたこと。 下 381,382
142 9月16日 日置豊前 主計が由之の跡をうけたことのお礼。 下 385
143 9月18日 土井利勝 贈答品へのお礼。 下 387,388
144 9月20日 池田主計頭 無事の帰国と跡目相続の祝意。 下 394
145 9月20日 池田美作、鶴松 主計跡目相続の祝意。 下 395
146 9月20日 日置豊前 主計跡目相続の祝意。 日置からの指南を求める 下 395
147 9月21日 池田輝興、池田政綱 贈答品への添え状。 下 410
148 9月22日 酒井忠世 ご厚情のお礼。 下 309
149 9月23日 荒尾内匠 贈答品への添え状。 下 413
150 9月29日 池田忠雄 9/28の来訪へのお礼。 下 423

151 10月1日 荒尾但馬
先日の来訪のお礼と、明日忠雄とともの来
訪を待っていることについて。

下 424,425

152 10月1日 土井利勝、酒井忠世、本多正純 徳島からの肴の添え状。 下 425

153 10月1日 池田輝興、池田政綱
明日の来駕の為に来訪した事へのお礼
と、来駕を待っている旨について。

下 425,426

154 10月1日 長坂三郎左衛門 近況連絡。 下 426
155 10月3日 池田忠雄 ご来臨のお礼。 下 315
156 10月3日 池田輝興 ご来臨のお礼。 下 315,316
157 10月3日 池田政綱 ご来臨のお礼。 下 316

158 10月4日 土井利勝
8～12日の間に囲茶をしたい旨（酒井忠
世、安藤対馬も）。

下 432

159 10月4日 土井利勝
8～12日の間に囲茶をしたい旨（酒井忠
世、安藤対馬も）。

下 433

160 10月6日 土井利勝 9日朝に来訪されることについて。 下 437
161 10月6日 酒井忠世、安藤対馬 9日朝に来訪されることについて。 下 437,438
162 10月6日 本多正純 贈答品へのお礼。 下 438

〔典拠〕『至鎮様御代草案　元和四　　上・下』より作成。〔典拠〕『至鎮様御代草案　元和四　　上・下』より作成。
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忠
治
へ
の
一
通
は
、
伯
耆
国
・
因
幡
国
の
池
田
家
を
、
由
之
や

忠
治
ら
重
臣
が
差
配
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

ま
た
、
由
之
の
跡
目
が
、
単
な
る
重
臣
の
跡
目
相
続
と
は
異
な
る

こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

　

三
月
一
六
日
に
、至
鎮
は
次
の
書
状
を
老
中
に
出
し
て
い
る
（
表

３
―
10
）。

〈
史
料
三
〉

　
　

 

態
以
飛
札
申
上
候
、
然
は
池
田
出
羽
守
不
慮
之
仕
合
御
座
候

て
相
果
申
候
、
連
々
被
懸
御
目
候
条
、
不
便
ニ
可
被
思
召
と

奉
存
候
、
私
迷
惑
之
段
可
被
成
御
推
量
候
、
指
義
に
て
無
御

座
候
得
共
、
如
此
御
座
候
、
恐
惶

　
　
　
　

三
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　

土
井
大（

利
勝
）炊

様

　
　
　
　
　
　

酒
井
う（

忠
世
）た

様

　
　
　
　
　
　

本
多
上（

正
純
）野

様

　
　
　
　
　
　

安
藤
対（

重
信
）馬

様

　

文
面
は
短
い
が
、他
家
の
重
臣
で
あ
る
由
之
の
死
去
に
つ
い
て
、

老
中
に
連
絡
し
て
お
り
、
最
初
か
ら
至
鎮
が
由
之
の
後
継
問
題
を

重
視
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。〈
史
料
三
〉
の
一
二
日

後
に
、
土
井
と
酒
井
以
下
三
名
宛
に
次
の
書
状
が
出
さ
れ
た
（
表

３
―
11
、
12
）。

〈
史
料
四
〉

　
　

 

態
以
使
者
申
上
候
、
然
は
先
書
に
も
如
得
御
意
、
池
田
出
羽

守
不
慮
ニ
相
果
被
申
候
、
息
主
計
・
鶴
松
未
若
年
ニ
御
座
候

故
、
計
方
も
無
御
座
躰
可
被
成
御
推
量
候
、
私
別
而
迷
惑
不

過
之
候
、
出
羽
守
ニ
連
々
被
懸
御
目
候
条
、
彼
兄
弟
之
者
身

上
之
義
御
引
立
被
成
候
ハ
ヽ
、
於
蓬
庵
・
私
可
忝
候
、
偏
奉

頼
外
無
他
存
候
、
出
羽
私
縁
類
之
義
御
存
知
之
御
事
ニ
候
条
、

不
顧
思
惟
如
此
御
座
候
、
委
曲
寺
田
殿
迄
申
達
候
、
恐
惶

　
　
　

三
月
廿
八
日

　
　
　
　

土
井
大
炊
様

　
　
　
　
　
　
　

人
々
中

　
〈
史
料
四
〉
に
は
池
田
主
計
と
鶴
松
の
二
人
が
若
年
の
た
め
、

ど
の
よ
う
に
跡
目
依
頼
を
し
て
い
け
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
の

で
、「
出
羽
私
縁
類
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
場
も
顧
み
ず
跡
目

相
続
の
依
頼
を
し
た
と
書
か
れ
て
あ
る
。
文
中
の
寺
田
殿
は
、
土

井
家
重
臣
寺
田
与
左
衛
門
で
、
寺
田
宛
書
状
に
も
〈
史
料
四
〉
と

ほ
ぼ
同
義
の
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
（
表
３
―
13
）。
こ
れ
以
降
、

由
之
跡
目
に
関
す
る
取
次
は
、
土
井
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

鶴
松
宛
て
閏
三
月
二
五
日
、
四
月
一
三
日
書
状
（
表
３
―
15
、
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16
）
に
よ
り
、
由
之
の
死
去
が
将
軍
秀
忠
の
耳
に
入
っ
た
こ
と
や
、

江
戸
に
到
着
し
た
主
計
に
対
し
て
秀
忠
か
ら
懇
ろ
な
弔
い
の
言
葉

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

四
月
下
旬
に
江
戸
へ
下
向
し
た
至
鎮
は
、
五
月
八
日
の
土
井
利

勝
と
の
面
会
を
手
始
め
に
、
土
井
や
酒
井
へ
の
進
物
献
上
を
行
っ

て
い
る
。五
月
下
旬
か
ら
至
鎮
自
身
に
腫
れ
物
が
で
き
た
模
様
で
、

書
状
に
よ
る
依
頼
は
一
時
中
断
す
る
が
、
見
舞
い
に
訪
れ
た
老
中

に
対
し
、
至
鎮
の
跡
目
相
続
の
依
頼
は
続
く
。
六
月
七
日
の
蓬
庵

付
き
家
臣
長
坂
三
郎
左
衛
門
宛
書
状
に
は
、「
先
度
申
上
候
池
主

計
殿
之
義
い
ま
た
何
と
も
不
致
落
着
候
、
被　

仰
出
様
も
御
座
候

ハ
ヽ
、
急
度
可
申
上
候
」
と
書
き
記
し
て
あ
る
（
表
３
―
52
）。

　

六
月
中
旬
以
降
、
体
調
が
良
く
な
っ
た
至
鎮
は
、
池
田
忠
雄
と

頻
繁
に
面
談
し
た
り
、
七
月
一
一
日
に
は
同
道
し
て
酒
井
と
会
っ

た
り
し
て
い
る
。
当
時
、
一
四
歳
の
忠
雄
が
池
田
家
惣
領
で
あ
っ

た
が
、
実
際
に
は
至
鎮
や
蓬
庵
、
そ
し
て
書
状
に
は
度
々
は
出
て

こ
な
い
が
荒
尾
但
馬
守
ら
と
連
携
し
て
い
た
。

　

七
月
二
四
日
に
も
土
井
、
安
藤
、
酒
井
と
茶
会
を
催
し
て
い
る

が
、そ
の
際
に
も
跡
目
相
続
決
定
の
連
絡
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

至
鎮
は
、
自
分
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
父

蓬
庵
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
書
状
を
八
月
四
日
に
送
っ
た
（
表

３
―
103
）。

〈
史
料
五
〉

　
　
　
（
前
略
）

　
　

一 

池
田
主
計
殿
義
未
何
と
も
被
仰
出
無
御
座
候
、
度
々
如
申

上
私
義
聊
不
存
油
断
候
、
先
書
ニ
も
言
上
候
貴
公
様
よ
り

雅
楽
殿
・
大
炊
殿
へ
御
状
被
進
可
然
存
候
、
御
両
殿
も
別

而
貴
様
被
入
御
心
様
ニ
内
々
思
召
義
ニ
候
条
、
弥
急
度
御

状
可
被
進
候
、
奉
待
候

　
　
　
（
後
略
）

　

老
中
か
ら
好
意
的
な
対
応
が
あ
り
な
が
ら
も
、
跡
目
相
続
の
決

着
を
迎
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
至
鎮
は
、
自
分
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
る
と
思
い
、
蓬
庵
か
ら
老
中
た
ち
へ
書
状
を
出
す

よ
う
に
進
言
し
て
い
る
。

　

蓬
庵
か
ら
は
、
七
月
一
六
日
付
け
で
、
老
中
に
対
し
て
次
の
書

状
が
出
さ
れ
た
（
表
３
―
110
）。

〈
史
料
六
〉

　
　

付
箋

　
　

蓬
庵
様
御
書

　
　
　

 
御
用
繁
中
へ
得
尊
意
儀
雖
無
御
心
元
奉
存
候
、
如
此
御
座

候
、
仍
池
田
主
計
殿
義
別
而
御
懇
之
被
加
御
詞
外
聞
実
儀
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忝
仕
合
ニ
御
座
候
条
、
愚
老
方
よ
り
御
礼
申
上
候
へ
と
御

度
々
申
越
候
、
其
身
儀
は
不
及
申
上
、
於
私
父
子
忝
奉
存

候
、
何
も
阿
波
守
可
得
貴
意
候
、
恐
惶

　
　
　

七
月
十
六
日　
　
　

蓬
庵

　
　

蓬
庵
様　
　
　
　
　

土
井
大
炊
様

　
　

御
状
之
写　
　
　
　

本
多
上
野
様

　
　

八
月
十
四
日
ニ　
　

酒
井
雅
楽
様

　
　

江
戸
へ
参　
　
　
　

安
藤
対
馬
様

〈
傍
線
は
筆
者
が
便
宜
上
付
し
た
〉

　

傍
線
部
の
部
分
は
、
本
来
の
書
状
で
は
書
か
れ
ず
、『
草
案
・

元
和
』
を
編
集
す
る
際
に
追
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。〈
史
料
六
〉

は
、
八
月
一
四
日
に
江
戸
に
届
い
た
老
中
宛
の
蓬
庵
書
状
の
写
し

で
あ
る
。
蓬
庵
は
、
①
池
田
主
計
跡
目
相
続
に
対
す
る
老
中
ら
の

好
意
的
な
対
応
へ
の
謝
辞
、
②
至
鎮
か
ら
老
中
に
対
し
て
礼
を
述

べ
る
よ
う
度
々
申
し
越
し
て
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　
〈
史
料
六
〉
か
ら
は
、〈
史
料
五
〉
以
前
に
、
至
鎮
か
ら
蓬
庵
に

対
し
て
老
中
へ
の
働
き
か
け
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
蓬
庵
・
至
鎮
親
子
は
、
緊
密
に
連
携
を
取
り
な

が
ら
、
主
計
跡
目
相
続
の
運
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
蜂
須
賀
家
の
後
押
し
も
あ
っ
て
か
、
八
月
二
一
日

付
け
の
長
坂
宛
書
状
に
は
、
阿
波
国
で
の
大
水
被
害
に
関
す
る
帳

面
を
幕
府
に
提
出
す
る
際
に
、
土
井
か
ら
返
事
が
あ
る
旨
が
記
さ

れ
て
い
る）

11
（

。
八
月
二
五
日
付
け
の
長
坂
宛
書
状
か
ら
も
、
老
中
か

ら
蓬
庵
へ
の
返
書
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
至
鎮
が
考
え
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る）

11
（

。

　

跡
目
の
正
式
決
定
は
、
九
月
一
三
日
で
あ
っ
た
（
表
３
―
136
）。

〈
史
料
七
〉

　
　

付
箋

　
　

蓬
庵
様
江

　
　
　

 

尚
々
荒
尾
但
馬
別
而
肝
煎
被
申
候
条
、
是
又
御
状
可
被
遣

候
、

　
　

 

急
度
言
上
仕
候
、
然
は
池
田
主
計
殿
羽
州
跡
職
無
相
違
被
仰

付
旨
昨
日
被
仰
出
、
今
日
被
致
御
目
見
即
御
暇
被
遣
候
、
剰

御
馬
な
と
拝
領
に
て
無
残
所
仕
合
ニ
御
座
候
、
於
様
子
は
可

被
思
召
御
心
安
候
、
此
由
宮
内
殿
別
而
御
肝
煎
被
成
候
、
御

礼
状
被
進
可
然
奉
存
候
、
大
炊
殿
・
雅
楽
殿
色
々
御
取
成
之

由
ニ
候
条
、
急
度
御
使
者
に
て
御
礼
状
被
進
可
然
候
、
五
三

日
中
ニ
主
計
殿
可
在
御
帰
国
由
ニ
候
、
猶
々
御
年
寄
衆
へ
御

礼
之
義
早
々
可
然
奉
存
候
、
次
、
定
而
其
元
よ
り
伯
州
へ
御

飛
脚
に
て
も
可
被
遣
候
条
、
此
状
被
遣
可
被
下
候
、
猶
重
而
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可
申
上
候
、
恐
々

　
　
　

九
月
十
四
日

　
　
　
　

長
坂
三
郎
左
衛
門
殿〈

傍
線
は
筆
者
が
便
宜
上
付
し
た
〉

　
〈
史
料
六
〉
と
同
じ
く
、『
草
案
・
元
和
』
を
編
集
す
る
際
に
、

こ
の
書
状
が
長
坂
宛
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
蓬
庵
に
向
け
て
送

ら
れ
た
こ
と
を
追
記
し
て
い
る
。
尚
々
書
き
に
あ
る
よ
う
に
、
至

鎮
は
、
池
田
忠
雄
重
臣
の
荒
尾
但
馬
守
の
働
き
も
、
主
計
跡
目
相

続
に
つ
な
が
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

　

同
じ
九
月
一
四
日
に
、
鶴
松
と
由
之
弟
・
美
作
守
に
書
状
が
出

さ
れ
、
主
計
が
跡
目
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
、「
各

御
大
慶
察
入
候
、
拙
者
迄
同
前
之
御
事
」
と
、
念
願
の
跡
目
相
続

を
喜
ん
で
い
る
（
表
３
―
139
）。

　

同
日
に
酒
井
か
ら
至
鎮
に
も
書
状
が
届
き
、
翌
一
五
日
に
、
次

の
よ
う
に
酒
井
へ
対
し
て
礼
を
述
べ
て
い
る
（
表
３
―
140
）。

〈
史
料
八
〉

　
　

 

貴
墨
忝
致
拝
見
候
、
如
来
命
池
田
主
計
殿
仕
合
能
御
礼
被
申

上
候
段
、
於
私
式
忝
次
第
ニ
御
座
候
、
昨
日
為
御
礼
致
伺
公

候
得
共
、
就
御
他
出
不
遂
面
上
候
、
何
様
重
而
期
参
拝
之
時

存
候
、
恐
惶

　
　
　

九
月
十
五
日

　
　
　
　

酒
井
雅
楽
様

　
　
　
　
　
　
　
　

貴
報

　

九
月
一
六
日
に
は
、
前
日
に
来
訪
し
た
日
置
忠
治
に
宛
て
て
、

〈
史
料
九
〉
の
よ
う
に
、
主
計
へ
の
「
御
懇
情
」
に
謝
意
を
示
す

と
と
も
に
、
番
大
膳
ら
に
も
祝
意
を
示
し
て
い
る
（
表
３
―
142
）。

〈
史
料
九
〉

　
　
　

 

尚
々
此
中
は
参
候
て
可
申
承
を
非
其
儀
、
所
存
之
外
候
、

何
も
御
逗
留
中
期
面
上
候
、

　
　

 

今
夕
は
御
閙
敷
候
ハ
ん
処
、
御
出
別
而
忝
候
、
此
中
主
計
儀

ニ
付
而
御
懇
情
共
御
礼
不
得
申
候
、
尤
参
候
て
申
承
度
候
つ

れ
と
も
、
結
句
御
取
込
候
半
と
存
、
非
其
儀
候
、
周
防
殿
・

大
膳
殿
へ
も
可
預
御
心
得
候
、
明
日
ハ
可
為
御
滞
留
之
由
候

間
、
不
計
参
候
て
可
申
承
候
、
委
曲
此
者
可
申
候
、
恐
惶

　
　
　
　

九
月
十
六
日　
　
　
　

御
自
筆

　
　
　
　
　

日　

豊
州
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
宿
所

　

そ
の
後
、
九
月
二
〇
日
に
主
計
、
美
作
・
鶴
松
、
忠
治
に
宛
て

て
三
通
の
書
状
が
出
さ
れ
た
（
表
３
―
144
～
146
）。
そ
こ
に
は
、
今

回
の
跡
目
相
続
へ
の
祝
意
が
改
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
忠
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治
宛
の
書
状
に
は
「
尚
々
主
計
方
万
端
御
心
添
候
て
御
指
南
頼
申

候
、
其
段
不
及
申
候
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
忠
治
に
よ
る
主
計
の

指
導
が
依
頼
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
由
之
の
死
去
に
際
し
て
、
至
鎮
は
池

田
忠
雄
と
協
力
し
な
が
ら
度
々
老
中
へ
の
働
き
か
け
を
行
い
、
最

終
的
な
局
面
で
は
父
蓬
庵
の
力
も
借
り
な
が
ら
、
由
之
の
跡
目
を

主
計
に
継
が
せ
た
。
義
兄
の
死
に
接
し
た
至
鎮
が
、
他
家
の
重
臣

の
相
続
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
池
田
家
重
臣
か
ら
も

頼
り
に
さ
れ
、
至
鎮
の
存
在
は
池
田
家
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら

な
い
存
在
だ
っ
た
。

　
　
　

ま
と
め
に
か
え
て

　

以
上
、
蜂
須
賀
至
鎮
書
状
か
ら
見
え
た
池
田
家
の
実
態
に
つ
い

て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

　

第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
池
田
家
は
利
隆
・
忠
継
・

忠
雄
の
三
人
の
「
当
主
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
臣
」
に
分
か
れ

て
至
鎮
か
ら
も
把
握
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
輝
政
・
利
隆
の
重
臣

で
あ
っ
た
池
田
由
之
は
、
主
君
利
隆
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
至
鎮

と
直
接
個
人
的
な
関
係
を
築
い
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
至
鎮
が
池
田
忠
雄
や
光
政
重

臣
の
日
置
忠
治
ら
と
連
携
し
て
老
中
に
働
き
か
け
、
由
之
跡
目
が

池
田
主
計
へ
と
相
続
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
実
態
か
ら
、慶
長
～
元
和
期
の
池
田
家
に
お
い
て
は
、

将
軍
へ
の
目
見
え
を
許
さ
れ
た
重
臣
ら
が
、
当
主
た
ち
を
支
え
て

い
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
ま
た
、
慶
長
一
八
年
の
輝
政
の
死
亡

以
後
、
若
く
し
て
当
主
が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
親
戚
で
あ
る
大

名
が
補
佐
す
る
こ
と
で
、
池
田
家
の
維
持
を
図
っ
て
い
た
一
端
も

見
え
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
光
政
の
治
世
期
と
は
異
な
り
、
当
主

の
専
制
的
な
姿
は
見
い
だ
せ
な
い
。
池
田
家
の
運
営
が
、
当
主
の

も
と
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
寛
永
期
以
降
の
池
田
光

政
の
治
世
以
降
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
用
い
た
史
料
は
、純
然
た
る
一
次
史
料
で
は
な
い
た
め
、

書
状
の
成
立
や
保
管
状
況
や
そ
の
書
札
礼
等
を
十
分
に
筆
者
が
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
蜂
須
賀
家
か
ら
の
み
の
分
析
で

あ
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
註

（
１ 
）
岡
山
藩
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
岡
山
藩
や
池
田
光
政
を
対
象

と
し
た
谷
口
澄
夫
の
一
連
の
成
果
『
池
田
光
政
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
一
）、『
岡
山
藩
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
）、『
岡
山
藩
政
史
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の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
六
四
）
や
、
光
政
「
名
君
論
」
に
関
し
て
考

察
を
加
え
た
深
谷
克
己
「
明
君
創
造
と
藩
屏
国
家
」（
一
～
三
、
早
稲
田

大
学
大
学
院『
文
学
研
究
科
紀
要
』四
〇
～
四
二
、一
九
九
四
～
九
六
）等
、

多
数
の
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
は
岡

山
藩
研
究
会
か
ら
、
岡
山
藩
権
力
と
藩
領
域
に
住
む
様
々
な
人
々
の
活

動
に
関
す
る
研
究
成
果
と
し
て
『
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
〇
）、『
藩
世
界
と
近
世
社
会
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
）
が
出

た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
に
は
、
倉
地
克
直
『
池
田
光
政
』（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
）、
上
原
兼
善
『「
名
君
」
の
支
配
論
理
と
藩
社
会
』（
清
文
堂
）

が
刊
行
さ
れ
た
。

（
２ 

）
内
池
英
樹
「
慶
長
～
寛
永
期
に
お
け
る
大
名
権
力
に
よ
る
地
方
支
配
に

つ
い
て
」（『
岡
山
地
方
史
研
究
』
一
二
五
、二
〇
一
一
）。
鳥
取
県
立
博
物

館
所
蔵
鳥
取
藩
政
資
料
の
家
臣
由
緒
書
で
あ
る
『
家
譜
』
を
分
析
し
、
次

の
三
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

（　

① 

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
誕
生
し
た
忠
雄
家
臣
団
は
、
備
前
衆
（
元

忠
継
家
臣
団
）
と
淡
路
衆
（
元
忠
雄
家
臣
団
）
の
二
グ
ル
ー
プ
か
ら
構

成
さ
れ
た
。

（　

② 

備
前
衆
・
淡
路
衆
が
相
給
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
慶
長

一
八
年
以
来
、備
前
衆
の
知
行
地
入
れ
替
え
は
ほ
ぼ
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

（　

③ 

淡
路
衆
は
、
備
前
国
へ
の
移
動
の
際
に
、
一
律
二
割
の
加
増
を
受
け
て

い
た
。

（
３
）
福
田
千
鶴
『
御
家
騒
動
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
）。

（
４ 

）
柴
田
一
『
岡
山
藩
郡
代　

津
田
永
忠
』（
山
陽
新
聞
社
、一
九
九
〇
）
第

一
章
第
二
節
「
池
田
家
臣
団
の
構
造
」（
三
〇
～
七
三
頁
）。

（
５ 

）
国
文
学
研
究
資
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
五
年

（
一
七
五
五
）
及
び
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
頃
に
大
規
模
な
謄
写
と
整

理
が
行
わ
れ
、
近
世
初
期
の
物
の
多
く
は
、
そ
の
時
点
で
写
さ
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

（
５ 

）
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
西
田
猛
氏
が
翻
刻
・
刊
行
し
た
『
至
鎮
様

御
代
草
案
慶
長
一
四
～
一
八
』（
二
〇
〇
七
、
以
下
『
草
案
・
慶
長
』）、『
至

鎮
様
御
代
旧
記
帳　

元
和
二
』（
二
〇
〇
八
）、『
至
鎮
様
御
代
草
案
元
和

四　

上
・
下
巻
』（
二
〇
〇
九
、
以
下
『
草
案
・
元
和
』）
を
用
い
た
。
い

ず
れ
も
、
上
半
分
に
書
状
の
図
版
、
下
半
分
に
翻
刻
を
掲
載
し
て
お
り
、

適
宜
上
半
分
の
図
版
を
見
な
が
ら
修
正
を
行
っ
て
い
る
。

（
５ 

）
な
お
、
岡
山
藩
研
究
会
が
二
〇
〇
六
年
以
降
同
書
を
翻
刻
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
物
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
見
て
い
な
い
の
で
、

同
研
究
会
に
よ
る
成
果
に
つ
い
て
は
未
見
の
状
態
で
本
稿
を
書
い
て
い
る

こ
と
を
御
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

（
６ 

）
根
津
寿
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
武
将
と
し
て
の
功
績
が
注
目
さ
れ
る
至
鎮
だ

が
、
和
歌
や
茶
・
花
等
の
諸
芸
に
通
じ
る
一
方
で
、
家
臣
た
ち
と
の
関
係

も
気
さ
く
で
飾
ら
ず
、
合
理
的
な
思
考
を
持
つ
人
物
だ
っ
た
と
さ
れ
る

（『
蜂
須
賀
三
代　

正
勝
・
家
政
・
至
鎮
』
徳
島
城
博
物
館
、
二
〇
一
〇
）。

（
７ 

）
慶
長
～
元
和
期
の
池
田
家
重
臣
だ
っ
た
池
田
出
羽
守
由
之
は
、
池
田
恒

興
長
男
之
助
の
長
男
と
し
て
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
生
ま
れ
た
。

小
牧
長
久
手
の
戦
い
で
の
父
の
戦
死
後
は
、
叔
父
池
田
輝
政
の
元
で
重
臣

と
な
り
、
利
隆
、
光
政
と
三
代
に
わ
た
っ
て
仕
え
、
天
城
池
田
家
の
祖
と

な
っ
た
。

（
８ 

）
根
津
寿
夫
「
阿
波
蜂
須
賀
家
の
交
際
」（『
香
川
史
学
』
第
三
七
号
、

二
〇
一
〇
）。

（
９ 
）
桑
田
忠
親
氏
は
、豊
臣
秀
吉
の
自
筆
書
状
を
丹
念
に
読
み
取
る
こ
と
で
、

秀
吉
や
周
囲
の
人
々
の
心
性
を
鮮
や
か
に
描
い
た
。
本
稿
の
作
成
に
あ

た
っ
て
、
桑
田
氏
の
『
太
閤
の
手
紙
』（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五
九
）

等
の
成
果
に
学
ん
だ
。

（
10 
）『
当
代
記
』『
駿
府
記
』
に
つ
い
て
は
、『
当
代
記　

駿
府
記
』（
続
群
書
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類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
六
）
を
使
用
し
た
。

（
11 
）『
駿
府
記
』
に
よ
れ
ば
、
一
月
二
九
日
に
使
者
が
到
着
し
て
、
一
月

二
四
日
に
危
篤
、
翌
二
五
日
に
死
亡
し
た
こ
と
を
家
康
に
伝
え
た
こ
と
が

わ
か
る
。

（
12 
）
次
田
元
文
「
池
田
利
隆
の
家
臣
団
編
成
に
つ
い
て
」（『
岡
山
地
方
史
研

究
』
一
〇
五
、二
〇
〇
五
）。

（
13 
）
岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
『
播
州
侍
帳
』（K

W
281/16

）
を
参
照
。

（
14 
）
池
田
由
之
弟
。
一
時
期
秀
吉
の
家
臣
と
な
っ
て
お
り
、
後
に
岡
山
藩
番

頭
に
な
る
。
元
信
が
秀
吉
馬
廻
で
あ
り
、
至
鎮
自
身
も
秀
吉
家
臣
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
以
前
よ
り
二
人
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
う
る
。

（
15 
）　　
　

 

尚
々
先
日
は
貴
殿
御
馳
走
共
不
得
申
候
、
御
息
新
介
殿
へ
も
此

由
申
度
候
、
以
上

（
15
）　　

 

態
以
使
者
申
上
候
、
先
日
は
為
御
見
舞
遂
祇
候
候
処
、
誠
御
馳
走

共
不
得
申
候
、
殊
御
道
具
拝
受
申
候
、
重
畳
忝
存
候
、
万
端
可
然

様
ニ
御
取
成
頼
申
候
、
就
中
召
連
候
若
輩
之
者
御
座
敷
へ
被
召
出
、

剰
御
脇
指
拝
領
仕
段
冥
加
恐
敷
忝
存
候
、
是
又
御
礼
被
仰
上
可
給

候
、
権

（
土
肥
権
右
衛
門
）

右
殿
・
四（

天
野
四
郎
右
衛
門
）

郎
右
殿
以
書
状
申
候
へ
と
も
、
猶
々
可
預
御
心

得
候
、
其
外
い
つ
れ
へ
も
未
申
通
候
条
無
其
儀
候
、
一
々
御
言
伝

頼
入
候
、
委
曲
此
者
申
含
候
、
恐
々

（
15
）　　
　

十
月
八
日　
　
　
　
　
　

同
人

（
15
）　　
　
　

乾（
乾
平
右
衛
門
）

■
平
右
さ
ま

（
15
）　　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る

『
草
案
・
慶
長
』
二
〇
七
頁
。

（
15
）　　

 

態
令
申
候
、仍
先
度
は
参
上
候
処
、色
々
御
馳
走
共
過
分
至
極
存
候
、

大
御
酒
被
下
酔
候
故
、
罷
帰
節
は
然
々
御
礼
を
さ
へ
不
申
候
つ
る

哉
、
非
本
意
存
候
、
雖
無
差
儀
候
為
御
礼
申
上
候
、
委
曲
平
右
衛

門
殿
へ
申
入
候
へ
と
も
、
猶
以
可
預
御
取
成
候
、
其
元
御
隣
所
ニ

罷
在
候
条
、
此
辺
御
用
之
義
も
候
ハ
ヽ
無
御
隔
心
可
蒙
仰
候
、
返
々

先
日
は
い
つ
れ
も
様
ニ
御
馳
走
過
分
存
候
、
具
段
口
上
ニ
申
含
候
、

恐
々

（
15
）　　
　

十
月
八
日

（
15
）　　
　
　

天
野
四
郎
右
衛
門
殿 　

別
紙
同
人

（
15
）　　
　
　

土
肥
権
右
衛
門
殿　
　

御
子
息
へ
御
心
得
頼
申
候

『
草
案
・
慶
長
』
二
〇
八
頁
。

（
16 
）
池
田
輝
政
出
頭
人
の
一
人
で
あ
る
中
村
主
殿
助
正
勝
の
息
子
。『
略
記
』

に
よ
れ
ば
、
大
坂
の
陣
の
最
中
に
一
度
池
田
家
か
ら
退
去
し
、
榊
原
家
に

仕
官
し
た
が
、
酒
井
雅
楽
頭
の
取
り
次
ぎ
で
、
元
和
二
年
に
池
田
家
に
復

帰
し
た
。
な
お
、
父
中
村
主
殿
助
は
、
慶
長
一
八
年
三
月
二
四
日
に
姫
路

で
死
去
し
て
い
た
（
享
年
四
九
歳
）。

（
17
）
前
掲
註
（
４
）
柴
田
一
『
岡
山
藩
郡
代　

津
田
永
忠
』。 

（
18
）『
当
代
記　

駿
府
記
』
二
四
二
頁
。

（
19 
）
慶
長
一
四
年
一
〇
月
一
三
日
付
け
の
蜂
須
賀
家
所
有
の
安
宅
船
を
岩
屋

城
へ
回
航
す
る
こ
と
や
（
五
九
頁
）、
慶
長
一
五
年
一
〇
月
一
七
日
付
け

の
駿
府
の
火
事
に
関
す
る
こ
と
（
一
〇
八
頁
）
等
、
数
通
の
書
状
が
『
草

案
・
慶
長
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
20 
）
坪
宗
兵
宛
至
鎮
書
状
『
草
案
・
慶
長
』
二
二
六
頁
。

（
21 
）『
草
案
・
慶
長
』
二
二
七
頁
。

（
22
）『
至
鎮
様
御
代
旧
記
帳　

元
和
二
』
一
九
三
頁
。

（
23
）『
藤
戸
町
誌
』（
藤
戸
町
史
蹟
保
存
会
、
一
九
七
八
）
五
八
頁
。

（
24 
）
本
文
中
で
は
鶴
松
と
し
て
登
場
し
た
由
之
次
男
は
、
元
和
五
年

（
一
六
一
九
）
に
元
服
し
て
池
田
由
英
と
名
乗
り
、
寛
永
三
年
に
米
子
か

ら
岡
山
の
池
田
忠
雄
に
呼
び
出
さ
れ
、
母
の
出
身
で
あ
る
蜂
須
賀
家
に
趣

い
た
。　
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（
24
） 　

近
世
後
期
の
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
、
中
山
義
純
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
『
阿
淡
藩
翰
譜
』
に
は
、
そ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
牛
田
義
文
訳
注
『
阿
淡
藩
翰
譜
〈
二
〉』

二
〇
〇
一
）。

（
15
） 　　

 
寛
永
三
年
、
舞
子
米
子
よ
り
備
前
岡
山
へ
召
さ
れ
、
松
平
宮
内
少

輔
忠
雄
殿
、
御
前
に
て
、「
蓬
庵
公
よ
り
将
軍
家
の
上
聞
に
達
し
、

阿
州
へ
招
か
せ
給
ふ
由
、
申
し
越
さ
れ
候
間
、
早
々
、
阿
州
へ
参

り
候
よ
ふ
」
仰
せ
聞
か
せ
ら
れ
、
迎
へ
と
し
て
、
高
木
善
次
郎
、

く
だ
さ
れ
、
阿
波
国
へ
到
着
す
。

『
阿
淡
藩
翰
譜
』
一
五
八
頁
。

（
24 
） 　

蜂
須
賀
家
に
お
い
て
も
、
由
之
死
去
の
際
に
活
躍
し
た
至
鎮
が
元
和

六
年
に
三
五
歳
で
死
去
し
、
忠
英
が
若
く
し
て
藩
主
と
な
っ
た
。
阿
波

に
移
動
し
た
由
英
は
、
二
年
後
に
五
〇
〇
〇
石
を
拝
領
し
重
臣
・
蜂
須

賀
山
城
守
玄
寅
と
な
り
、
忠
英
が
四
二
歳
で
死
去
し
た
後
も
、
蜂
須
賀

光
隆
を
支
え
た
。

（
24 
） 　

本
稿
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
蜂
須
賀
玄
寅
に
つ
い
て
、『
池
田
光
政

日
記
』
の
明
暦
二
年
九
月
二
二
日
条
と
明
暦
二
年
一
一
月
一
日
に
次
の

よ
う
な
動
向
が
記
さ
れ
て
い
た
。

（
24 
） 〈
明
暦
二
年
九
月
二
二
日
〉

（
24 
） 　　

一
出
羽
書
付
、
先
日
両
老
中
ヲ
以
申
候
、
返
事
仕
遣
候
事
、

（
24 
） 　　
　

 

一 

せ
か
れ
五（

池
田
由
有
）

郎
兵
へ
、
か（

井
伊
直
孝
）

も
ん
殿
へ
頼
、
阿
州
へ
出
シ
申
度

候
、
若
不
成
候
ハ
ヽ
、
か
も
ん
殿
ニ
被
召
置
被
下
候
様
ニ
と
、

将（
牧
野
将
監
）

監
殿
・
を（

岸
織
部
）

り
へ
殿
・
半（

坪
内
定
次
）

三
郎
殿
ヲ
以
申
度
候
由
、

（
24 
） 　　
　
　
　

 

右
尤
ニ
候
、
さ
い
か
く
可
仕
由
申
事
、

（
24 
） 〈
明
暦
二
年
一
一
月
一
日
〉　

（
24 
） 　　

一 

出
羽
子
五
郎
兵
へ
、
阿
波
殿
へ
出
度
由
申
候
へ
共
、
山
城
暇
之

義
申
出
候
故
不
相
成
由
、
出
羽
申
候

（
24 
） 　

蜂
須
賀
家
重
臣
に
な
っ
た
玄
寅
は
、
自
身
の
跡
を
、
兄
池
田
由
成
の

子
ど
も
に
継
が
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
蜂
須

賀
家
姻
戚
の
井
伊
直
孝
が
取
り
次
ぎ
、
光
政
も
認
め
て
い
た
。

（
25
）　　
　
（
前
略
）

（
24 
） 　　

一 

右
之
帳
目
録
持
参
候
使
ニ
、
池
主
計
殿
之
義
被
仰
、
大
炊
殿
・

対
馬
殿
・
上
野
殿
・
雅
楽
殿
へ
御
状
被
遣
候
、
即
相
届
申
候
、

大
炊
殿
御
返
事
給
候
条
只
今
進
候
、
相
残
分
未
給
候
条
、
跡
よ

り
取
候
て
可
進
候

（
24 
） 　　
　
（
後
略
）

『
草
案
・
元
和
』
下
巻
二
四
九
～
二
五
一
頁
。

（
26
）『
草
案
・
元
和
』
下
巻
二
六
七
、二
六
八
頁
。

〔
付�

記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
四
月
の
岡
山
地
方
史
研
究
会
例
会
で
の
報
告

内
容
を
元
に
、
執
筆
し
た
。
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た

だ
い
た
こ
と
を
、
記
し
て
謝
し
た
い
。

（
う
ち
い
け　

ひ
で
き
）
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一　

は
じ
め
に

　

安
田
屋
新
蔵
は
江
戸
後
期
に
、
現
在
の
岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
を

中
心
に
活
動
し
た
石
工
で
あ
る
。
倉
敷
市
教
育
委
員
会
が
平
成

一
四
年
度
に
実
施
し
た
石
造
物
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
が
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

１
）。

そ
の
後
も
備
中
狛
犬
探
検
隊（

２
）が

「
謎
の

石
工
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
、
地
元
で
話
題
と
な
っ
た
り
も
し
て

い
る
。
実
際
、石
造
物
に
刻
ま
れ
た
銘
と
若
干
の
史
料
の
他
に
は
、

安
田
屋
新
蔵
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
以
前
、
尾
道
石
工
の
備
中
南
部
へ
の
影
響
を
検

討
し
た
際（

３
）に

、
安
田
屋
新
蔵
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
が
、
そ
れ
以

後
に
岡
山
県
全
域
お
よ
び
広
島
県
の
備
後
地
域
の
狛
犬
を
調
査
し

た
結
果
、
資
料
が
若
干
増
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
は
安
田
屋

新
蔵
と
そ
の
狛
犬
に
つ
い
て
少
な
い
資
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

二　

狛　

犬

　

安
田
屋
新
蔵
銘
の
石
造
物
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
か
ら
嘉

永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
二
八
年
間
に
手
水
石
一
件
と
狛
犬
六
対
の

計
七
件
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）。
ま
た
、
文
献
資
料
に
お
い

て
も
玉
島
の
戸
島
神
社
で
神
輿
蔵
の
建
設
に
係
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る（

４
）。

こ
の
ほ
か
に
広
島
県
福
山
市
神
辺
町
の
中
条
八
幡
神

社
に
奉
納
さ
れ
た
狛
犬
も
、
安
田
屋
新
蔵
に
極
め
て
近
し
い
石
工

が
制
作
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
検
討
対
象
に

含
め
る（

５
）。

　

で
は
、
狛
犬
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
狛
犬
の
材
質
は
全
て
砂

岩
製
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
和
泉
砂
岩
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て

台
座
は
地
元
で
多
く
産
出
す
る
花
崗
岩
を
用
い
て
い
る
。
形
式
と

　
　
　
　
　

玉
島
石
工　

安
田
屋
新
蔵
と
そ
の
狛
犬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤　

原　

好　

二
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番号 石造物種別 所　在　地 制作年代
材　質

石　工　銘
本体 台座

1 手水石
倉敷市玉島柏島 文政 3 年

花崗岩 石工 安田屋新蔵
観音堂 1820

2 狛犬
福山市神辺町中条 天保 6 年

砂岩 花崗岩 細工人 備中玉嶌［ ］町［ ］屋 ［ ］郎
八幡神社 1835

3 狛犬
倉敷市玉島八島 天保 9 年

砂岩 花崗岩 細工人 仲買町 安田屋 新蔵
最上稲荷神社 1838

4 狛犬
倉敷市連島町西之浦 天保 11 年

砂岩 花崗岩 細工人 玉島 仲買町 安田屋 新蔵
厳島神社 1840

5 狛犬
倉敷市連島町連島 天保 12 年

砂岩 花崗岩 細工人 玉嶋 中買町 安田屋 新蔵
天津神社 1841

6 狛犬
浅口市鴨方町本庄 弘化 2 年

砂岩 花崗岩 細工人 玉島湊 中買町 安田屋 新蔵
大歳天神社 1845

7 狛犬
高梁市備中町布瀬 弘化 4 年

砂岩 花崗岩 石工 備中玉嶋 中買町 安田屋 新蔵
八幡神社 1847

8 狛犬
倉敷市玉島柏島 嘉永元年

砂岩 花崗岩 細工人 仲買町 安田屋 新蔵
柏島神社 1848

表１　「安田屋新蔵」銘の石造物

　写真２
　福山市神辺町中条
　八幡神社

　写真１
　倉敷市玉島柏島
　観音堂

表１　「安田屋新蔵」銘の石造物

写真１
倉敷市玉島柏島
観音堂

写真２
福山市神辺町中条
八幡神社
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写真３
倉敷市玉島八島
最上稲荷神社

写真４
倉敷市連島町西之浦
厳島神社

写真５
倉敷市連島町連島
天津神社
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写真６
浅口市鴨方町本庄
大歳天神社

写真７
高梁市備中町布瀬
八幡神社

写真８
倉敷市玉島柏島
柏島神社
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し
て
は
玉
乗
形
・
座
形
と
子
獅
子
を
つ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
細

部
を
観
察
す
る
と
天
保
六
年
か
ら
弘
化
二
年
ま
で
の
五
対
と
弘
化

四
年
・
嘉
永
元
年
の
二
対
と
で
は
明
ら
か
に
作
風
が
異
な
っ
て
い

る
の
が
わ
か
る
。
前
者
を
Ⅰ
期
、後
者
を
Ⅱ
期
と
し
て
詳
述
す
る
。

　

Ⅰ
期
の
狛
犬
（
写
真
２
～
６
）
の
共

通
項
と
し
て
は
、
頭
部
、
と
く
に
そ

の
顔か

お
か
た
ち形

が
あ
げ
ら
れ
る
。
比
較
的
大

き
な
頭
部
に
、
大
き
な
球
状
の
眼
と

そ
の
間
に
山
字
形
の
団
子
鼻
が
配
さ

れ
る
。
口
は
大
き
く
横
方
向
に
拡
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
尾
の
形
状
も
天
津

神
社
の
狛
犬
を
例
外
と
す
る
と
共
通

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
尾
を
後
方

か
ら
見
る
と
巻
毛
を
配
し
た
基
部
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
上
に
立
ち
上
が
る

部
分
（
立
上
部
）
は
六
房
に
分
か
れ
、

中
央
の
大
き
め
の
一
房
（
主
房
）
を
中

心
に
後
方
に
一
房
、
左
右
に
各
二
房

が
囲
む
構
成
と
な
っ
て
い
る（

６
）。

天
津

神
社
を
除
け
ば
、
そ
の
他
の
Ⅰ
期
の

各
狛
犬
の
尾
の
相
違
は
、

基
部
が
簡
略
化
さ
れ
た

り
、
基
部
の
巻
毛
と
前
垂

房
の
構
成
が
変
化
す
る
と

い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
範
囲
内
で
あ
り
、
立
上

部
の
構
成
は
共
通
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
Ⅰ
期
は
さ
ら
に

細
分
が
可
能
で
あ
る
（
表

２
）。
中
条
八
幡
神
社
・
最

上
稲
荷
神
社
・
厳
島
神
社

の
狛
犬
は
、
玉
乗
形
で
、

箱
座（

７
）に

牡
丹
装
飾
が
あ
る

こ
と
、
阿
吽
と
も
に
角
が
無
い
な
ど
の
共
通
点
が
あ
る
。
続
く
天

津
神
社
・
大
歳
天
神
社
の
狛
犬
に
は
、
子
獅
子
を
連
れ
、
箱
座
の

牡
丹
装
飾
が
消
滅
し
、
阿
形
に
角
が
あ
る
と
い
っ
た
共
通
点
が
あ

る
。
前
三
者
を
Ⅰ
‐
期
、
後
二
者
を
Ⅰ
‐
２
期
と
す
る
。
Ⅰ
‐
１

期
の
狛
犬
は
形
態
的
に
は
同
時
期
の
尾
道
型
狛
犬
に
類
似
し
て
い

る
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
連
島
町
の
矢

5

る
。
天
津
神
社
を
除
け
ば
、

そ
の
他
の
Ⅰ
期
の
各
狛
犬

の
尾
の
相
違
は
、
基
部
が

簡
略
化
さ
れ
た
り
、
基
部

の
巻
毛
と
前
垂
房
の
構
成

が
変
化
す
る
と
い
っ
た
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲
内

で
あ
り
、
立
上
部
の
構
成

は
共
通
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
Ⅰ
期
は
さ
ら
に

細
分
が
可
能
で
あ
る
（
表

２
）。
中
条
八
幡
神
社
・

最
上
稲
荷
神
社
・
厳
島
神

社
の
狛
犬
は
、
玉
乗
形
で
、

箱
座
に
牡
丹
装
飾
が
あ
る
こ
と
、
阿
吽
と
も
に
角
が
無
い
な
ど
の

共
通
点
が
あ
る
。
続
く
天
津
神
社
・
大
歳
天
神
社
の
狛
犬
に
は
、

子
獅
子
を
連
れ
、
箱
座
の
牡
丹
装
飾
が
消
滅
し
、
阿
形
に
角
が
あ

る
と
い
っ
た
共
通
点
が
あ
る
。
前
三
者
を
Ⅰ
�
１
期
、
後
二
者
を

Ⅰ
�
２
期
と
す
る
。
Ⅰ
�
１
期
の
狛
犬
は
形
態
的
に
は
同
時
期
の

尾
道
型
狛
犬
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
あ
る
い
は
天
保
四
年

る
の
が
わ
か
る
。
前
者
を
Ⅰ
期
、
後
者

を
Ⅱ
期
と
し
て
詳
述
す
る
。

　
Ⅰ
期
の
狛
犬
（
写
真
２
～
６
）
の
共

通
項
と
し
て
は
、
頭
部
、
と
く
に
そ
の

顔か
お
か
た
ち
形
が
あ
げ
ら
れ
る
。
比
較
的
大
き
な

頭
部
に
、
大
き
な
球
状
の
眼
と
そ
の
間

に
山
字
形
の
団
子
鼻
が
配
さ
れ
る
。
口

は
大
き
く
横
方
向
に
拡
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
尾
の
形
状
も
天
津
神
社
の
狛
犬

を
例
外
と
す
る
と
共
通
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
尾
を
後
方
か
ら
見
る
と
巻
毛

を
配
し
た
基
部
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
上

に
立
ち
上
が
る
部
分
（
立
上
部
）
は
六

房
に
分
か
れ
、
中
央
の
大
き
め
の
一
房

（
主
尾
）
を
中
心
に
後
方
に
一
房
、
左

右
に
各
二
房
が
囲
む
構
成
と
な
っ
て
い

　写真９　尾の形状比較
　　大歳天神社阿形（左）と連島町矢柄 八幡神社（右）

番号 所　在　地 制作年代 形式
角

耳
性別 牡丹

装飾 銘位置 時期
阿 吽 阿 吽

2 中条八幡神社 天保 6 年 玉 不明 − 不明 雄 − ○ 箱座
Ⅰ -13 最上稲荷神社 天保 9 年 玉 − − 垂 雄 − ○ 台座

4 厳島神社 天保 11 年 玉 − − 流 − − ○ 台座
5 天津神社 天保 12 年 子 ○ − 立 − − − 箱座

Ⅰ -2
6 大歳天神社 弘化 2 年 子 ○ − 流 − − − 箱座
7 布瀬八幡神社 弘化 4 年 座 − − 垂 雄 − − 台座

Ⅱ
8 柏島神社 嘉永元年 玉 − − 垂 雄 − − 台座

台
座
は
地
元
で
多
く
産
出
す
る
花
崗
岩
を
用
い
て
い
る
。
形
式
と

し
て
は
玉
乗
形
・
座
形
と
子
獅
子
を
つ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
細

部
を
観
察
す
る
と
天
保
六
年
か
ら
弘
化
二
年
ま
で
の
五
対
と
弘
化

四
年
・
嘉
永
元
年
の
二
対
と
で
は
明
ら
か
に
作
風
が
異
な
っ
て
い

　表２　安田屋新蔵銘狛犬の細部

（
６
）（

７
）

表２　安田屋新蔵銘狛犬の細部

写真９　尾の形状比較
大歳天神社阿形（左）と連島町矢柄 八幡神社（右）
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柄
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
「
尾
道
住 

川
嵜
友
八 

道
直
作
」
銘

の
狛
犬
が
手
本
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
尾
の
形
状
は
ほ

ぼ
同
じ
構
成
で
あ
る
（
写
真
９
）。

　

Ⅰ
‐
２
期
の
狛
犬
二
対
は
、
顔
形
以
外
の
共
通
項
が
少
な
い
。

天
津
神
社
の
狛
犬
は
耳
が
立
ち
上
が
り
、
座
形
を
基
本
と
し
て
子

獅
子
を
連
れ
て
い
る
。
尾
の
形
状
は
全
く
異
な
り
、
左
右
に
分
か

れ
る
巻
毛
を
基
部
と
し
て
、
直
毛
・
巻
毛
・
直
毛
の
順
に
拡
が
る

こ
と
な
く
上
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
大
歳
天
神
社
の
狛
犬
は
、

尾
が
Ⅰ
‐
１
期
と
同
形
に
も
ど
る
。
玉
乗
形
を
基
本
形
と
し
、
最

上
稲
荷
神
社
や
厳
島
神
社
の
狛
犬
の
玉
を
子
獅
子
・
牡
丹
に
取
り

替
え
た
よ
う
な
形
状
で
あ
る
。
両
者
共
に
阿
形
に
角
が
あ
り
、
箱

座
の
牡
丹
装
飾
が
無
く
な
っ
て
い
る
の
も
Ⅰ
‐
１
期
と
の
相
違
点

で
あ
る
。

　

Ⅱ
期
の
狛
犬
は
、
耳
が
大
き
く
後
方
に
垂
れ
、
眼
は
扁
平
な

ア
ー
モ
ン
ド
形
、
鼻
面
が
前
に
つ
き
出
し
、
口
が
後
方
に
向
か
っ

て
大
き
く
さ
け
る
よ
う
な
顔
形
で
あ
る
。阿
吽
と
も
に
角
は
無
い
。

ま
た
、
箱
座
に
牡
丹
装
飾
も
施
さ
れ
な
い
。
高
梁
市
備
中
町
布
瀬

の
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
狛
犬
（
写
真
７
）
は
座
形
で
、
尾
は

臀
部
か
ら
上
に
向
か
っ
て
立
ち
上
が
り
、
背
部
に
被
さ
る
よ
う
に

し
て
体
の
左
右
に
垂
れ
か
か
る
。
地
元
の
柏
島
神
社
に
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
に
奉
納
さ
れ
た
狛
犬
（
写
真
８
）
は
玉
乗
形
で
、
尾
は

大
き
な
塊
状
に
ま
と
ま
っ
て
臀
部
に
載
っ
て
お
り
、
Ⅰ
期
の
玉
乗

形
の
尾
の
よ
う
な
シ
ャ
ー
プ
さ
は
見
ら
れ
ず
、
後
面
下
半
部
に
小

振
り
な
巻
毛
が
多
数
彫
り
出
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
形
式
・
尾
の

形
状
な
ど
に
違
い
は
あ
る
が
、
顔
形
は
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
顔

形
は
ま
た
、
香
川
県
の
西
部
に
多
く
分
布
す
る
狛
犬
と
そ
っ
く
り

で
あ
る
。
写
真
10
は
笠
岡
市
白
石
島
の
四
社
神
社
に
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
に
奉
納
さ
れ
た
「
タ
ド
ツ 

石
工 

和
泉
屋 

常
吉
」
銘

の
狛
犬
で
あ
る
。
顔
形
が
布
瀬
八
幡
神
社
お
よ
び
柏
島
神
社
の
も

の
と
類
似
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
と
く
に
布
瀬
八
幡
神
社
の
狛

犬
は
尾
の
形
状
ま
で
そ
っ
く
り
で
、
石
工
銘
の
存
在
と
柏
島
神
社

の
狛
犬
が
無
け
れ
ば
、
讃
岐
か
ら
の
搬
入
品
と
考
え
て
し
ま
い
そ

う
で
あ
る
。

写真 10
笠岡市白石島
四社神社
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以
上
の
よ
う
に
、
安
田
屋
新
蔵
銘
の
石
造
物
を
見

て
き
た
が
、
手
水
石
・
神
輿
蔵
は
と
も
か
く
、
七
対

の
狛
犬
は
時
期
を
お
っ
て
形
態
が
変
化
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る（

８
）。

あ
え
て
言
う
な
ら
、
初
期
の
玉
乗

形
狛
犬
の
時
期
（
Ⅰ
‐
１
期
）、
そ
し
て
中
期
の
子
持

狛
犬
の
時
期
（
Ⅰ
‐
２
期
）、
さ
ら
に
後
期
の
西
讃
型

狛
犬（

９
）の

影
響
を
受
け
た
時
期
（
Ⅱ
期
）
で
あ
ろ
う
か
。

安
田
屋
新
蔵
に
と
っ
て
は
、
初
期
は
尾
道
石
工
の
影

響
を
受
け
て
玉
乗
り
の
モ
チ
ー
フ
を
導
入
し
な
が
ら

も
、
顔
形
は
独
自
色
を
出
し
て
狛
犬
を
制
作
し
た
時

期
、
中
期
は
玉
乗
形
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
た
試
行

錯
誤
の
時
期
、
後
期
は
讃
岐
の
影
響
を
受
け
、
新
た

な
作
風
で
狛
犬
を
制
作
し
た
時
期
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

た
だ
、
や
は
り
大
き
な
画
期
は
西
讃
型
狛
犬
の
影

響
を
受
け
た
後
期
で
あ
ろ
う
。
備
中
の
狛
犬
が
尾
道

石
工
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
述

べ
た（

３
）。

今
回
は
新
た
に
讃
岐
の
影
響
を
受
け
た
事
例

が
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
玉
島
港
と
対
岸
の
讃

岐 
多
度
津
と
は
明
治
期
ま
で
連
絡
船
で
盛
ん
に
往

7

　
以
上
の
よ
う
に
、
安
田
屋
新
蔵
銘
の
石
造
物
を
見

て
き
た
が
、
手
水
石
・
神
輿
蔵
は
と
も
か
く
、
七
対

の
狛
犬
は
時
期
を
お
っ
て
形
態
が
変
化
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
あ
え
て
言
う
な
ら
、
初
期
の
玉
乗
形

狛
犬
の
時
期
（
Ⅰ
�
１
期
）、
そ
し
て
中
期
の
子
持
狛

犬
の
時
期
（
Ⅰ
�
２
期
）、
さ
ら
に
後
期
の
西
讃
型
狛

犬
の
影
響
を
受
け
た
時
期
（
Ⅱ
期
）
で
あ
ろ
う
か
。

安
田
屋
新
蔵
に
と
っ
て
は
、
初
期
は
尾
道
石
工
の
影

響
を
受
け
て
玉
乗
り
の
モ
チ
ー
フ
を
導
入
し
な
が
ら

も
、
顔
形
は
独
自
色
を
出
し
て
狛
犬
を
制
作
し
た
時

期
、
中
期
は
玉
乗
形
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
た
試
行

錯
誤
の
時
期
、
後
期
は
讃
岐
の
影
響
を
受
け
、
新
た

な
作
風
で
狛
犬
を
制
作
し
た
時
期
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
た
だ
、
や
は
り
大
き
な
画
期
は
西
讃
型
狛
犬
の
影

響
を
受
け
た
後
期
で
あ
ろ
う
。
備
中
の
狛
犬
が
尾
道

石
工
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。
今
回
は
新
た
に
讃
岐
の
影
響
を
受
け
た
事
例

が
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
玉
島
港
と
対
岸
の
讃

岐 

多
度
津
と
は
明
治
期
ま
で
連
絡
船
で
盛
ん
に
往
来

図１　安田屋新蔵銘の狛犬分布（番号は表１に対応）

（
８
）

（
９
）（

３
）

２
３

４
５

７

６

８

台座銘

箱座銘

備後

備前

備中

玉島

成 羽 川

高 梁 
川

小 田 
川 倉敷

笠岡

児島
福山

井原

総社

図１　安田屋新蔵銘の狛犬分布
（番号は表１に対応）
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来
し
て
い
た
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る）

（1
（

。
そ
う
し
た
結
び
つ
き
の

中
で
、
安
田
屋
新
蔵
の
狛
犬
は
西
讃
型
狛
犬
の
影
響
を
受
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
備
中
南
部
の
石
造
物
を
検
討
す
る
際
、
尾
道
か
ら

の
影
響
ば
か
り
で
な
く
、
讃
岐
地
域
と
の
関
係
も
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
事
例
で
あ
る
。

　
　
　

三　

石
工
銘

　

次
に
石
工
銘
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
肩
書
を
「
石
工
」
と
す
る
も
の
と
「
細
工
人
」
と
す
る
も

の
が
あ
る
。「
石
工
」
と
す
る
も
の
は
観
音
堂
の
手
水
石
と
備
中

町
布
瀬
の
八
幡
神
社
の
狛
犬
の
二
例
だ
け
で
あ
る
。
使
い
分
け
の

理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
石

工
」
は
「
石
切
」「
石
積
」「
細
工
人
」
の
総
称
で
あ
る）

（（
（

。
安
田
屋

新
蔵
は
あ
え
て
「
細
工
人
」
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
狛
犬
な
ど
の

彫
刻
作
品
を
主
に
制
作
し
た
こ
と
へ
の
矜
持
を
示
し
た
も
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

銘
で
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
居
住
地
の
表
現
で
あ
る
。

図
１
は
安
田
屋
新
蔵
銘
の
狛
犬
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
１
と
あ
わ
せ
て
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。
安
田
屋
新
蔵
の
居
住
地

で
あ
る
玉
島
仲
買
町
（
現
在
の
玉
島
阿
賀
崎
）
か
ら
、
三
〇
〇
ｍ
程

南
に
離
れ
た
観
音
堂
（
玉
島
柏
島
）
に
奉
納
さ
れ
た
手
水
石
に
は
、

「
安
田
屋
新
蔵
」
の
よ
う
に
屋
号
と
名
前
し
か
刻
ま
れ
て
い
な
い
。

少
し
距
離
が
離
れ
た
柏
島
神
社
（
玉
島
柏
島
）
と
最
上
稲
荷
神
社

（
玉
島
八
島
）
の
狛
犬
で
は
、
屋
号
の
前
に
「
仲
買
町
」
が
加
わ
る
。

さ
ら
に
玉
島
か
ら
離
れ
た
倉
敷
市
連
島
町
の
厳
島
神
社
と
天
津
神

社
、
そ
し
て
浅
口
市
鴨
方
町
の
大
歳
天
神
社
で
は
、「
仲
買
町
」

の
前
に
「
玉
島
」
が
加
わ
る
。
最
後
に
玉
島
か
ら
最
も
離
れ
た
高

梁
市
備
中
町
布
瀬
の
八
幡
神
社
と
広
島
県
福
山
市
神
辺
町
中
条
の

八
幡
神
社
で
は
、「
備
中
」
の
文
字
が
加
え
ら
れ
る）

（1
（

。
当
た
り
前

の
こ
と
だ
が
、
居
住
地
か
ら
遠
く
な
る
ほ
ど
、
記
載
さ
れ
る
内
容

が
増
え
て
い
く
。
こ
れ
は
尾
道
石
工
銘
の
狛
犬
と
比
較
し
た
際
、

興
味
深
い
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
調
査
し
た
尾
道
石
工
銘
の

狛
犬
は
三
〇
〇
対
以
上
に
及
ぶ
が
、居
住
地
で
あ
る「
尾
道
」に「
備

後
」
が
冠
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
「
尾
道
」
の
後
に
町
名
が
刻

ま
れ
る
も
の
は
ご
く
少
数
で
あ
る）

（1
（

。
瀬
戸
内
の
商
業
都
市
と
し
て

玉
島
以
上
に
発
展
し
て
い
た
尾
道
の
知
名
度
、
そ
し
て
石
造
物
生

産
地
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
て
い
た
尾
道
石
工
の
石
造
物

生
産
量
は
圧
倒
的
で
、そ
の
広
が
り
も
尾
道
を
中
心
に
東
は
備
中
、

西
は
周
防
に
ま
で
及
ぶ
。「
尾
道
」
と
の
み
刻
め
ば
全
国
に
通
用

し
た
尾
道
石
工
に
対
し
、
知
名
度
に
劣
る
地
方
都
市
の
在
地
石
工
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が
遠
隔
地
に
い
く
ほ
ど
自
ら
の
出
自
を
詳
し
く
示
し
て
存
在
を
ア

ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
必
然
で
あ
る
。

　

最
後
に
狛
犬
の
石
工
銘
の
刻
ま
れ
た
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。
台
座
に
刻
ま
れ
た
も
の
が
四
例
、
箱
座
に
刻
ま
れ
た
も

の
が
三
例
で
あ
る
（
表
２
）。
以
前
、
倉
敷
石
工
太
吉
の
狛
犬
を
検

討
し
た
際
に
、
石
工
銘
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
、
太
吉
に
限
っ

て
言
え
ば
台
座
銘
の
場
合
は
本
体
を
別
の
石
工
が
作
成
し
た
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

（1
（

。
で
は
安
田
屋
新
蔵
の
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

　

再
度
、
図
１
の
分
布
を
見
て
み
よ
う
。
最
も
遠
隔
地
に
あ
る
備

中
町
布
瀬
八
幡
神
社
を
例
外
と
す
れ
ば
、
台
座
に
石
工
銘
が
刻
ま

れ
た
狛
犬
が
玉
島
近
辺
に
集
中
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
や
や
話

は
飛
躍
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
台
座
に
石
工
銘
の
あ
る
狛
犬
は

安
田
屋
新
蔵
自
身
が
狛
犬
本
体
の
制
作
だ
け
で
な
く
、
台
座
も
制

作
し
設
置
ま
で
行
っ
た
こ
と
を
示
し
、
本
体
の
箱
座
に
銘
の
刻
ま

れ
た
狛
犬
は
本
体
の
み
安
田
屋
新
蔵
の
制
作
で
、
台
座
は
神
社
の

所
在
す
る
地
元
の
石
工
が
制
作
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
台
座
に
相
違
点
は
無
い
の
か
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

台
座
に
石
工
銘
を
刻
ま
れ
た
狛
犬
の
主
台
座

）
（1
（

は
、
す
べ
て
長
方
体

に
加
工
さ
れ
た
台
座
を
用
い
て
い
る
。
段
構
成
は
布
瀬
八
幡
神
社

の
も
の
が
や
は
り
例
外
的
に
主
台
座
の
み
の
一
段
で
あ
る
以
外

は
、
す
べ
て
三
段
構
成
で
あ
る
。
主
文
に
は
「
奉
献
」「
奉
上
」

の
二
通
り
が
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
な
か
で
最
上
稲
荷
神
社
の
も
の

と
柏
島
神
社
の
も
の
は
明
ら
か
に
同
一
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る）

（1
（

。「
奉
」
の
起
筆
の
形
状
・
横
画
二
本
目
ま
で
と
三
本
目
の

比
率
、右
は
ら
い
の
収
筆
、右
は
ら
い
と
左
は
ら
い
の
接
点
、「
献
」

の
そ
り
の
形
状
、「
犬
」
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
観
音
堂
と
厳
島
神
社
に
つ
い
て
も
「
奉
」
に
つ
い
て
み

る
と
、
起
筆
の
形
状
・
横
画
二
本
目
ま
で
と
三
本
目
の
比
率
、
右

は
ら
い
の
収
筆
、
右
は
ら
い
と
左
は
ら
い
の
接
点
な
ど
に
共
通
点

が
認
め
ら
れ
る
。
布
瀬
八
幡
神
社
に
つ
い
て
は
書
体
が
異
な
っ
て

い
る
の
で
比
較
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　

一
方
、
本
体
の
箱
座
に
石
工
銘
を
刻
ん
だ
中
条
八
幡
神
社
と
天

津
神
社
で
は
、
や
は
り
長
方
体
に
加
工
さ
れ
た
台
座
で
、
段
構
成

は
三
段
で
は
あ
る
が
、
主
台
座
の
角
に
沿
っ
て
筋
彫
が
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
大
歳
天
神
社
の
台
座
は
、
自

然
石
の
一
部
を
枠
取
り
し
、
銘
を
刻
ん
で
台
座
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
台
座
は
、
現
在
の
浅
口
市
域
に
よ
く
み
ら
れ
る
形
式
で

あ
る
。
ま
た
、
狛
犬
本
体
と
の
間
に
受
台
や
盤
を
挿
入
す
る
点
も
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図２　主文の字形

箱座銘

中条八幡神社（1835）

天津神社（1841）

大歳天神社（1845）

観音堂（1820）

最上稲荷神社（1838）

厳島神社（1840）

布瀬八幡神社（1847）

柏島神社（1848）

台座銘他
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異
な
っ
て
い
る
。

　

箱
座
に
銘
の
刻
ま
れ
た
狛
犬
の
台
座
の
主
文
の
字
形
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
中
条
八
幡
神
社
の
狛
犬
は
安
田
屋
新
蔵
銘
で
は
な
い

の
で
直
接
比
較
で
き
な
い
が
、参
考
ま
で
に
詳
述
す
る
。ま
ず「
奉
」

の
字
体
が
他
と
異
な
り
、
横
画
二
本
目
が
横
画
三
本
目
に
交
差
す

る
縦
画
二
本
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
右
は
ら
い
と
左
は
ら
い
の
接

点
も
横
画
三
本
目
に
重
な
っ
て
い
る
。「
献
」
に
つ
い
て
も
、
そ

り
が
下
に
長
く
お
り
て
そ
の
収
筆
は
上
に
跳
ね
上
が
り
気
味
で
あ

る
点
や
、「
犬
」
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、「
、」
の
位
置
な
ど
に
相

違
点
が
認
め
ら
れ
る
。
天
津
神
社
で
は
、起
筆
が
丸
っ
ぽ
く
、「
奉
」

の
は
ら
い
の
収
筆
が
わ
ず
か
に
上
に
上
が
る
点
、
右
は
ら
い
と
左

は
ら
い
の
接
点
は
横
画
三
本
目
に
重
な
る
点
な
ど
、
台
座
銘
の
狛

犬
台
座
の
字
形
と
異
な
る
部
分
が
多
い
。
大
歳
天
神
社
は
小
さ
く

刻
ま
れ
た
文
字
な
の
で
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。「
奉
」
の
右
は

ら
い
と
左
は
ら
い
の
接
点
が
横
画
二
本
目
で
あ
る
こ
と
は
台
座
銘

の
狛
犬
の
「
奉
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、
起
筆
が
鋭
い
な
ど
の
相

違
点
も
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
台
座
銘
の
狛
犬
に
つ
い
て
は
主
台
座
が
筋
彫

の
な
い
長
方
体
で
あ
り
、主
文
の
字
形
に
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
箱
座
銘
の
狛
犬
に
つ
い
て
は
主
文
の
字
形
に
共
通
点
が
無

く
、
主
台
座
に
筋
彫
が
あ
っ
た
り
、
地
域
的
な
特
徴
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
り
と
台
座
銘
の
狛
犬
の
台
座
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て

い
る
。
奉
納
さ
れ
た
神
社
と
新
蔵
の
居
住
地
と
の
遠
近
を
重
ね
て

考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
相
関
関
係

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
布
瀬
八
幡
神
社
の
よ
う
な

例
外
も
あ
る
の
だ
が
、
批
判
を
お
そ
れ
ず
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
居
住
地
を
中
心
に
、
銘
を
台
座
に
刻

ん
だ
狛
犬
が
分
布
す
る
範
囲
は
、
安
田
屋
新
蔵
自
身
の
商
圏
、
つ

ま
り
「
な
わ
ば
り
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
狛
犬
本
体
及
び
台
座
一

式
を
安
田
屋
新
蔵
が
制
作
し
て
、
銘
は
台
座
に
刻
む
。
一
方
、
銘

を
箱
座
に
刻
む
の
は
、
別
の
石
工
の
「
な
わ
ば
り
」
の
神
社
に
安

田
屋
新
蔵
作
の
狛
犬
が
奉
納
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
狛
犬
本
体
は

安
田
屋
新
蔵
が
制
作
し
て
、
銘
は
箱
座
に
刻
む
。
そ
の
土
地
の
石

工
は
台
座
制
作
な
ど
に
関
与
し
て
利
益
の
分
配
に
預
か
っ
た
り
、

面
子
を
保
っ
た
り
す
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
段
階
で
は
ま
だ
ま
だ
可
能
性
の
提
示
に
と
ど
ま
る
が
、
近
世
後

期
に
お
け
る
石
工
同
士
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
事
例
と

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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四　

お
わ
り
に

　

安
田
屋
新
蔵
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
今
後
新
た
な
資
料
が
発
見

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
石
造
物
か
ら
は
当

時
の
石
工
に
つ
い
て
知
る
幾
ば
く
か
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
。

ま
ず
、
安
田
屋
新
蔵
銘
狛
犬
の
形
態
の
変
遷
か
ら
、
備
中
南
部
の

石
工
は
尾
道
の
石
工
・
石
造
物
の
影
響
を
受
け
た
ば
か
り
で
は
な

く
、
讃
岐
の
石
工
・
石
造
物
か
ら
の
影
響
も
受
け
て
い
た
こ
と
も

考
慮
す
べ
き
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次
に
台
座
銘
と
箱
座

銘
の
相
違
か
ら
は
、
石
造
物
の
販
売
形
態
・
石
工
同
士
の
関
係
に

迫
れ
る
可
能
性
が
提
示
で
き
た
。
居
住
地
に
近
い
自
ら
の
商
圏
で

は
狛
犬
の
台
座
に
銘
を
刻
み
、
そ
こ
か
ら
離
れ
た
他
の
石
工
の
商

圏
に
狛
犬
を
販
売
す
る
場
合
は
箱
座
に
銘
を
刻
み
、
台
座
は
奉
納

地
の
石
工
が
制
作
す
る
と
い
う
形
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
尾
道
石

工
銘
の
狛
犬
に
も
存
在
す
る
。
や
は
り
、
尾
道
か
ら
や
や
離
れ
た

地
に
箱
座
銘
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

　

註
（
１ 

）
福
本 

明
「
第
４
章
第
２
節 

石
工
銘
の
あ
る
石
造
物
に
つ
い
て
」『
倉
敷

市
文
化
財
総
合
調
査
報
告 

第
３
集
―
連
島
地
区
及
び
玉
島
港
周
辺
の
石

造
物
―
』
倉
敷
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
五
。

（
２
）
備
中
地
域
を
中
心
に
狛
犬
を
研
究
し
て
い
る
民
間
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

（
３ 

）
藤
原
好
二
「
備
中
南
部
に
お
け
る
石
製
宮
獅
子
―
尾
道
石
工
の
影
響
を

中
心
に
―
」『
倉
敷
の
歴
史
』
第
一
七
号 

二
〇
〇
七
。

（
４ 

）
倉
敷
市
史
研
究
会
『
新
修
倉
敷
市
史 

第
十
巻 

史
料 

近
世
（
下
）』
倉
敷

市　

一
九
九
七
。　

（
４ 　

浅
口
郡
乙
島
村
の
庄
屋
を
務
め
た
守
屋
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
の
な
か
に

『
乙
島
村
養
父
母
宮
神
輿
諸
入
用
帳
』
が
あ
る
。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

に
戸
島
神
社
の
氏
子
が
神
輿
を
調
達
し
た
際
の
入
用
帳
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
「
石
工 

新
蔵
」
の
名
が
認
め
ら
れ
る
。
戸
島
神
社
で
は
神
輿
の
調
達

に
合
わ
せ
て
神
輿
蔵
を
建
築
し
て
お
り
、
そ
の
普
請
に
「
新
蔵
」
が
係

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
是
者
、
蔵
戸
前
掛
石
代
并
手
間
賃
と
も
」
と

し
て
九
六
匁
が「
石
工 

新
蔵
」に
支
払
わ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
石
工 

新
蔵
」
は
年
代
的
に
み
て
も
、
安
田
屋
新
蔵
と
考
え
て
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
５ 

）こ
の
狛
犬
に
は「
細
工
人 

備
中
玉
嶌　

 ［　

］町 　
［　

］屋　
［　

］郎
」

と
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
形
態
的
に
も
安
田
屋
新
蔵
銘
狛
犬
と
の
類
似
性

が
認
め
ら
れ
、
同
じ
備
中
玉
島
に
居
住
す
る
安
田
屋
新
蔵
と
極
め
て
近
し

い
石
工
の
制
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
期
に
活
動
し
た
玉
島
中
買

町
の
石
工
と
し
て
は
白
神
亀
三
郎
が
い
る
が
、屋
号
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
施
主
は
「
森
多
仲
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

に
玉
島
の
観
音
堂
に
寄
進
さ
れ
た
安
田
屋
新
蔵
銘
の
手
水
石
の
施
主
と
同

じ
で
あ
る
。
備
中
国
外
に
は
る
ば
る
運
ば
れ
た
理
由
は
施
主
の
関
係
か
ら

で
あ
ろ
う
。

（
６
）
尾
の
細
部
名
称
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
模
式
図
参
照
の
こ
と
。

（
７ 

）
本
稿
で
は
、
狛
犬
の
脚
あ
る
い
は
臀
部
直
下
に
一
体
で
彫
り
出
さ
れ
る

直
方
体
の
部
分
に
つ
い
て
「
箱
座
」
の
用
語
を
用
い
る
。
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（
８ 

）
註
（
３
）
文
献
を
執
筆
し
た
段
階
で
は
、
時
期
を
お
っ
て
の
形
態
変
化

ま
で
は
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

（
９ 
）
藤
原
好
二
「
彦
崎
石
工 

山
本
兼
松
と
そ
の
狛
犬
」『
岡
山
市
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
４
号　

二
〇
一
二
。

（
10 
）
森
脇
正
之
『
玉
島
風
土
記
』
岡
山
文
庫
一
六
九　

日
本
文
教
出
版
株
式

会
社　

一
九
九
四
。

（
11 
）「
石
切
」
は
主
に
採
石
、「
石
積
」
は
石
垣
構
築
、「
細
工
人
」
は
鳥
居

や
灯
籠
・
狛
犬
な
ど
の
彫
刻
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
12 
）
高
梁
市
備
中
町
布
瀬
の
八
幡
神
社
は
備
中
国
内
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
備
中
」
の
記
載
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

（
13 
）
石
工
銘
に
「
備
後
尾
道
」
と
刻
ま
れ
た
狛
犬
は
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
し

た
尾
道
石
工
銘
狛
犬
三
二
〇
対
の
う
ち
四
対
の
み
で
あ
る
。新
潟
県
一
例
、

岡
山
県
三
例
で
あ
る
。

（
14 
）
藤
原
好
二
「
狛
犬
石
工
銘
に
関
す
る
考
察
」『
倉
敷
の
歴
史
』
第
一
八

号 

二
〇
〇
八
。

（
15 
）
本
稿
で
は
「
台
座
」
の
う
ち
、「
奉
献
」「
奉
寄
進
」
な
ど
の
主
文
が
刻

ま
れ
た
も
の
を
「
主
台
座
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
16 
）
石
造
物
に
刻
ま
れ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
石
工
の
親
方
の
下
に
文
字
彫

専
門
の
職
人
が
い
た
り
、
地
方
の
名
士
や
能
書
家
が
揮
毫
し
た
場
合
も
あ

る
た
め
、
必
ず
し
も
銘
の
石
工
の
筆
跡
と
は
限
ら
な
い
。

（
ふ
じ
わ
ら　

こ
う
じ　

倉
敷
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
任
）

13

近
し
い
石
工
の
制
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
期
に
活
動
し
た
玉
島

中
買
町
の
石
工
と
し
て
は
白
神
亀
三
郎
が
い
る
が
、
屋
号
な
ど
は
不
明
で

あ
る
。
ま
た
、施
主
は
「
森
多
仲
」
と
あ
り
、こ
れ
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

に
玉
島
の
観
音
堂
に
寄
進
さ
れ
た
安
田
屋
新
蔵
銘
の
手
水
石
の
施
主
と
同

じ
で
あ
る
。
備
中
国
外
に
は
る
ば
る
運
ば
れ
た
理
由
は
施
主
の
関
係
か
ら

で
あ
ろ
う
。

（
６
）　
尾
の
細
部
名
称
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
模
式
図
参
照
の
こ
と
。

（
７
）　
本
稿
で
は
、
狛
犬
の
脚
あ
る
い
は
臀
部
直
下
に
一
体
で
彫
り
出
さ

れ
る
直
方
体
の
部
分
に
つ
い
て
「
箱
座
」
の
用
語
を
用
い
る
。

（
８
）　
註
（
３
）
文
献
を
執
筆
し
た
段
階
で
は
、
時
期
を
お
っ
て
の
形
態

変
化
ま
で
は
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

（
９
）　
藤
原
好
二
「
彦
崎
石
工 

山
本
兼
松
と
そ
の
狛
犬
」『
岡
山
市
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
４
号
　
二
〇
一
二
。

（
10
）　
森
脇
正
之
『
玉
島
風
土
記
』
岡
山
文
庫
一
六
九
　
日
本
文
教
出
版

株
式
会
社
　
一
九
九
四
。

（
11
）　「
石
切
」
は
主
に
採
石
、「
石
積
」
は
石
垣
構
築
、「
細
工
人
」
は
鳥

居
や
灯
籠
・
狛
犬
な
ど
の
彫
刻
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
12
）
高
梁
市
備
中
町
布
瀬
の
八
幡
神
社
は
備
中
国
内
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
備
中
」
の
記
載
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

（
13
）
石
工
銘
に
「
備
後
尾
道
」
と
刻
ま
れ
た
狛
犬
は
、
こ
れ
ま
で
に
調
査

し
た
尾
道
石
工
銘
狛
犬
三
二
〇
対
の
う
ち
四
対
の
み
で
あ
る
。
新
潟
県
一

例
、
岡
山
県
三
例
で
あ
る
。

立
上
部

基
部

主尾

尾の模式図

巻毛

前垂房

（
14
）　
藤
原
好
二
「
狛
犬
石
工
銘
に
関
す
る
考
察
」『
倉
敷
の
歴
史
』
第

一
八
号 

二
〇
〇
八
。

（
15
）　
本
稿
で
は
「
台
座
」
の
う
ち
、「
奉
献
」「
奉
寄
進
」
な
ど
の
主
文

が
刻
ま
れ
た
も
の
を
「
主
台
座
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
16
）　
石
造
物
に
刻
ま
れ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
石
工
の
親
方
の
下
に
文

字
彫
専
門
の
職
人
が
い
た
り
、
地
方
の
名
士
や
能
書
家
が
揮
毫
し
た
場
合

も
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
銘
の
石
工
の
筆
跡
と
は
限
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　（
ふ
じ
わ
ら 

こ
う
じ
　
倉
敷
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
任
）

尾の模式図

主房
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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
倉
敷
市
域
に
伝
承
し
た
竹
内
流
武
術
の
実
態

を
体
系
的
に
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
市

町
村
史
・
奉
納
額
・
墓
碑
銘
等
の
資
料
を
検
討
し
て
、
市
域
の
竹

内
流
の
伝
承
系
統
と
そ
の
時
間
的
・
空
間
的
分
布
を
明
確
化
し
、

併
せ
て
竹
内
流
家
元
の
門
人
帳
（
以
下
家
元
門
人
帳
）
の
分
析
を
実

施
し
て
市
域
の
竹
内
流
と
竹
内
流
家
元
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

　

竹
内
流
は
日
本
柔
術
の
源
流
と
さ
れ
、
近
世
～
現
代
に
か
け
て

多
数
の
分
流
・
支
流
が
存
在
し
、
市
域
で
も
多
く
の
修
行
者
が
活

動
し
た
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
の
状
況
は
整
理
・

検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
市
域
の
竹
内
流
に
は
、
現
在
イ
ギ
リ

ス
・
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
等
に
支
部
を
有
す
る
系
統
が
あ
り
、
文

化
・
観
光
資
源
の
一
つ
と
し
て
今
後
活
用
で
き
る
余
地
も
あ
る
と

考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
効
果
的
な
活
用
に
は
通
時
的
実
態
の
検
討

は
不
可
欠
だ
ろ
う
。
本
稿
は
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
竹
内
流
が
属
す
る
「
古
武
道
」
は
、「
サ
ム
ラ
イ

の
武
術
」
で
あ
る
と
の
認
識
が
現
在
の
修
行
者
間
で
支
配
的
で

あ
る
。「
古
武
道
」
の
ル
ー
ツ
は
幕
藩
制
下
の
武
術
流
派
に
遡
る

が
、
先
学
の
優
れ
た
研
究
は
、
幕
藩
制
下
に
お
い
て
、
民
衆
を
担

い
手
と
す
る
武
術
流
派
が
多
数
存
在
し
た
こ
と
を
明
確
化
し
て
き

た（
１
）。

ま
た
、
例
え
ば
社
会
主
義
運
動
の
先
駆
者
で
あ
る
片
山
潜

（
一
八
五
九
～
一
九
三
三
：
現
久
米
南
町
出
身
）
が
、
そ
の
自
伝
で
彼
の

曾
祖
父
や
彼
自
身
が
学
ん
だ
一
佐
流
柔
術
に
触
れ
て
百
姓
に
お
け

る
柔
術
の
必
要
性
を
力
説
し
た
よ
う
に（

２
）、

明
治
以
降
に
あ
っ
て
も

武
術
流
派
は
民
衆
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
模
様
で

あ
る
。
下
級
武
士
に
お
い
て
武
術
流
派
と
身
分
制
度
と
の
間
に
密

接
な
関
係
が
存
在
し
た
こ
と（

３
）を

考
慮
す
る
と
、
民
衆
の
武
芸
と
し

　
　
　
　
　

倉
敷
市
域
に
お
け
る
武
術
流
派
竹
内
流
の
系
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足　

立　

賢　

二
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て
著
名
な
竹
内
流
の
検
討
は
、「
古
武
道
」
＝
「
サ
ム
ラ
イ
の
武
術
」

と
い
う
短
絡
的
な
現
在
の
支
配
的
概
念
を
再
検
討
し
、
併
せ
て
民

衆
に
お
け
る
武
術
流
派
と
身
分
制
度
を
研
究
す
る
上
で
も
重
要
な

資
料
に
な
り
う
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
は
「
美
作
国
建
国
一
三
〇
〇

年
」
に
当
た
る
と
さ
れ
る
。
竹
内
流
は
美
作
を
代
表
す
る
武
術
流

派
で
あ
り
、
本
稿
の
検
討
は
、
美
作
と
倉
敷
の
民
衆
レ
ベ
ル
に
お

け
る
交
流
の
基
礎
資
料
を
も
提
供
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

二　

文
献
上
の
倉
敷
市
域
の
竹
内
流

　

倉
敷
市
域
及
び
そ
の
周
辺
の
竹
内
流
に
関
し
て
、
最
初
に
ま
と

ま
っ
た
記
述
を
な
し
た
の
は
、
金
光
弥
一
兵
衛
で
あ
る（

４
）。

金
光
の

記
載
か
ら
は
、
倉
敷
市
周
辺
で
は
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
当
時

生
坂
・
連
島
・
児
島
赤
崎
、
ま
た
早
島
町
に
竹
内
流
の
指
導
者
・

継
承
者
が
健
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の

系
譜
的
関
係
を
把
握
で
き
る
。
以
降
、
金
光
の
記
述
を
踏
ま
え
た

言
及
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
、
竹
内
流
宗
家
・
相
伝
家
を
中
心
と

す
る
「
竹
内
流
編
纂
委
員
会
」
に
よ
り
竹
内
流
が
包
括
的
に
記
述

さ
れ
、
金
光
の
記
述
を
補
足
・
修
正
し
た（

５
）。

一
方
、
市
域
の
市
町

村
誌
・
郷
土
史
家
の
論
考
に
お
い
て
、
前
記
二
書
を
補
う
記
載
も

多
い
が（

６
）、

そ
れ
ら
は
い
ま
だ
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
実
態
の
明
確

化
に
は
こ
れ
ら
の
体
系
的
な
把
握
が
必
要
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
を
現
在
と
し
、
竹
内
流
創

設
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
の
市
域
の
状
況
を
検
討
す
る
。
な
お
、

本
稿
で
用
い
る
「
指
導
者
」
と
は
、
門
人
取
立
て
を
な
す
継
承
者

を
意
味
す
る
。
ま
た
、「
竹
内
流
家
元
」
と
は
竹
内
流
一
門
の
う

ち
現
岡
山
市
北
区
建
部
町
角
石
谷
に
本
拠
を
構
え
る
宗
家
（
藤
一

郎
家
）・
相
伝
家
（
藤
十
郎
家
）
両
者
を
指
す（

７
）。

本
稿
で
は
「
民
衆
」

と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
漠
然
と
「（
非
武
士
（
非
士
族
）
の
）
一
般

の
人
々
」
を
想
定
し
て
使
用
し
て
い
る
。
後
日
再
考
し
た
い
。

　
　
　

三　

市
域
で
実
践
さ
れ
た
竹
内
流
の
伝
承
系
統

一
．
竹
内
流
各
系
統
の
時
間
的
・
空
間
的
分
布
状
況

　

諸
資
料
を
参
考
に
、市
域
の
竹
内
流
指
導
者
の
系
譜
を
整
理
し
、

推
定
さ
れ
る
相
伝
関
係
を
明
確
化
す
る
と
、
市
域
の
竹
内
流
は
、

Ａ
：
竹
内
清
太
夫
と
関
係
す
る
系
統

Ｂ
：
江
戸
で
活
動
し
た
指
導
者
を
系
譜
に
も
つ
系
統

Ｃ
：
備
前
岡
山
の
指
導
者
を
経
て
流
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
系
統

Ｄ
：
市
域
に
伝
承
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
詳
細
不
明
な
系
統

の
四
つ
に
区
分
で
き
る
。
以
下
、こ
れ
ら
を
整
理
し
て
記
述
す
る
。
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Ａ
：
竹
内
清
太
夫
と
関
係
す
る
系
統

　

市
域
の
竹
内
流
指
導
者
の
大
部
分
が
所
属
し
、
従
来
か
ら
「
備

中
竹
内
流
」
と
総
称
さ
れ
て
き
た
系
統
で
あ
る（

８
）。

こ
の
系
統
は
四

代
を
竹
内
清

太
夫
と
し

て
、
初
代
～

九
代
ま
で
共

通
の
系
譜
を

持
つ
が
（
表

１
）、
十
代

以
降
分
流
し
て
市
域
の
各
地
で
実
践
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査

か
ら
は
、
次
の
４
つ
に
分
か
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
（
表
２
）。

①
旧
船
穂
村
の
指
導
者
か
ら
旧
西
阿
知
村
の
指
導
者
を
経
て
、
連

島
東
部
（
茂
浦
地
区
）
周
辺
で
実
践
さ
れ
た
系
統
（
Ａ
―
１
系
統
）

②
旧
船
穂
村
の
指
導
者
か
ら
旧
生
坂
村
の
指
導
者
に
伝
わ
り
、
生

坂
・
浅
原
周
辺
で
実
践
さ
れ
た
系
統
（
Ａ
―
２
系
統
）

③
連
島
西
部
（
腕
地
区
）
の
指
導
者
か
ら
旧
中
洲
村
の
指
導
者
を

経
て
、
主
に
旧
児
島
郡
西
部
（
塩
生
・
赤
崎
）
周
辺
で
実
践
さ
れ
、

現
在
復
興
が
図
ら
れ
て
い
る
系
統
（
Ａ
―
３
系
統
）

黒瀬角太郎目黒重三郎

室山栄三郎常見貞五郎

目黒郷志

帯高日新館
岡大古武道部
京都聴風館

四十瀬聴雲館
イギリス・
アメリカ・
カナダほか

明政

明範

山本忠義

三宅清七郎

森谷善介 森源介

小野善作 高島仁大夫

 常明

久春 勝政

竹内綱一

＝ 高木利忠次

白神治郎兵衛難波伊右衛門 難波市左衛門 三宅新蔵 梶田富吉 山崎久治

小野梅次郎阿部文兵衛 渡辺利忠次

春澄

正直信久

久就

中山和夫

船浅次郎 洲脇源吉

栗坂恕平
光畑一二
原栄二
など

正取

取真利次信輝

利直信義 道明 正行

幽心斎

高木仁大夫＝

林与五郎三宅松吉和田霜太郎
水粉福松

など

原岩太

吉孝

忍術 重氏

久行

安信

正盛

貝原弥惣治難波伊右衛門

久行

久信

信正

明次

板谷光蔵 井谷岩三

渡辺修策

表表２２ 備備中中竹竹内内流流系系統統図図（（第第10代代以以降降））

ＡＡ－－４４系系統統ＡＡ－－３３系系統統

山川康一

孝明

ＡＡ－－１１系系統統 ＡＡ－－２２系系統統

初代：竹内中務大輔久盛

二代：竹内常陸介久勝

三代：竹内加賀介久吉

四代：竹内清太夫正次

五代：山本数右衛門久儀

六代：清水吉右衛門清信

七代：吉田茂一清房

八代：石河宗介仲直

九代：三宅清七郎常明

表表１１ 共共通通系系譜譜表１　共通系譜

表２　備中竹内流系統図（第10代以降）
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④
連
島
西
部
（
腕
地
区
）
の
指
導
者
か
ら
旧
高
須
賀
村
の
指
導
者

を
経
て
、
帯
高
・
早
島
町
周
辺
で
実
践
さ
れ
、
現
在
は
海
外
に
も

進
出
し
て
い
る
系
統
（
Ａ
―
４
系
統
）

（
一
）
Ａ
―
１
系
統
（
船
穂
～
西
阿
知
～
連
島
東
部
（
茂
浦
地
区
）

周
辺
の
系
統
）

　

こ
の
系
統
は
、
森
谷
善
介
（
詳
細
不
明
）
を
十
代
と
す
る
。
旧

船
穂
村
の
小
野
善
作
（
詳
細
不
明
）、
旧
西
阿
知
村
の
阿
部
文
兵
衛

（
一
七
七
二
～
一
八
四
二
）
が
継
承
し
た
の
ち（

９
）、

難
波
伊
右
衛
門
信

久
（
一
七
九
〇
～
一
八
四
三
）
の
代
か
ら
連
島
東
部
（
茂
浦
地
区
）
に

進
出
し
た
ら
し
い
。
彼
の
門
人
取
り
立
て
開
始
は
、
文
政
一
三
年

（
一
八
三
〇
）
と
さ
れ）

（1
（

、
こ
の
後
三
名
の
指
導
者
（
難
波
市
左
衛
門
忍

術
（
？
～
一
八
七
九
）・
難
波
伊
右
衛
門
信
義
（
一
八
二
八
～
一
八
九
五
）・

和
田
霜
太
郎
（
一
八
六
三
～
一
九
四
〇
））
を
茂
浦
地
区
で
確
認
で
き

る
。
そ
の
後
活
動
の
中
心
は
連
島
西
之
浦
地
区
に
移
り
、
三
名
の

指
導
者
（
三
宅
松
吉
（
一
八
六
八
～
一
九
五
二
）・
船
浅
次
郎
（
一
九
〇
二

～
一
九
七
三
）・
渡
辺
修
策
（
？
～
二
〇
〇
四
））
の
実
践
が
な
さ
れ
た
後
、

現
在
は
連
島
鶴
ノ
浦
の
指
導
者
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

こ
の
系
統
は
約
一
八
〇
年
に
渡
り
連
島
の
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
難
波
伊
右
衛
門
信
義
を
指
導
者
と
す
る
系
統
は
、

こ
れ
ま
で
備
中
竹
内
流
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
、
宗
家
十
代

藤
一
郎
久
雄
（
一
八
二
一
～
一
八
七
六
）
か
ら
分
岐
し
た
「
備
中
連

島
竹
内
流
」
の
名
称
で
紹
介
さ
れ
て
き
た）

（（
（

。
昭
和
の
指
導
者
で
あ

る
船
浅
次
郎
が
記
し
た
相
伝
系
図
に
も
竹
内
清
太
夫
～
難
波
市
左

衛
門
に
至
る
備
中
竹
内
流
の
指
導
者
名
は
排
除
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

一
方
、
伊
右
衛
門
信
義
の
墓
碑
銘
に
は
、
備
中
竹
内
流
の
系
譜

に
繋
が
る
こ
と
と
、
作
州
で
竹
内
流
直
系
第
十
一
代
杉
山
逸
八
郎

源
為
延

）
（1
（

か
ら
学
ん
だ
こ
と
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
連
島
箆
取
神

社
に
あ
る
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
と
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）

の
同
系
統
の
奉
納
額
に
お
い
て
も
備
中
竹
内
流
三
宅
清
太
夫
の
名

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
系
統
が
備
中
竹
内
流
の
系
譜
に
繋

が
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
一
連
の
系
譜
と

し
た
。
家
元
門
人
帳
で
こ
の
系
統
の
関
係
者
名
多
数
を
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら）

（1
（

、
家
元
と
の
密
接
な
関
係
が
、
結
果
と
し
て
宗
家
直

流
へ
の
吸
収
を
導
い
た
可
能
性
を
本
稿
で
は
指
摘
し
て
お
く
。

（
二
）
Ａ
―
２
系
統
（
船
穂
～
生
坂
の
系
統
）

　

こ
の
系
統
は
、
十
一
代
を
Ａ
―
１
系
統
と
同
じ
旧
船
穂
村
の
小

野
善
作
と
す
る
。
小
野
梅
次
郎
（
詳
細
不
明
）、
旧
船
穂
村
又
串
の
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白
神
治
郎
兵
衛
の
順
に
継
承
が
な
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
こ
の
系
統
は
船

穂
地
域
で
代
を
重
ね
た
可
能
性
が
高
い
。

　

生
坂
地
区
へ
の
進
出
が
確
実
な
の
は
林
与
五
郎
（
十
五
代
）
か

ら
で
あ
る
。
林
の
系
統
に
連
な
る
黒
瀬
角
太
郎
の
履
歴
書

）
（1
（

に
よ
れ

ば
、
黒
瀬
は
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
生
坂
の
竹
内
流
に
入
門
し

た
ら
し
い
。
こ
の
系
統
は
生
坂
・
浅
原
地
区
に
多
く
の
継
承
者
を

生
み
な
が
ら
最
終
的
に
山
川
康
一（
一
九
一
一
～
一
九
九
二
）が
継
承
・

指
導
し
た）

（1
（

。
山
川
は
戦
後
講
道
館
柔
道
六
段
と
し
て
専
ら
柔
道
を

指
導
し
て
お
り
、
こ
の
系
統
は
山
川
の
逝
去
を
も
っ
て
失
伝
し
た

模
様
で
あ
る
。
以
上
か
ら
は
、
一
八
八
〇
年
代
～
一
九
九
〇
年
代

ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
、
生
坂
周
辺
で
こ
の
系
統
が
伝
承
さ
れ
た

こ
と
を
想
定
で
き
る
。

　

な
お
、
山
川
の
師
で
あ
る
目
黒
郷
志
は
十
一
代
宗
家
門
人
と
さ

れ
る
が）

（1
（

、
家
元
門
人
帳
に
こ
の
系
統
の
指
導
者
名
は
な
い
。

（
三
）
Ａ
―
３
系
統
（
連
島
西
部
～
中
洲
～
児
島
郡
西
部
（
塩
生
・

赤
崎
）
の
系
統
）

　

こ
の
系
統
は
、
森
源
介
（
詳
細
不
明
）
を
十
代
と
す
る
。
十
一
代

高
島
仁
太
夫
の
詳
し
い
資
料
は
な
い
が
、
Ａ
―
４
系
統
の
指
導
者

高
木
仁
太
夫
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
後
渡
辺
利
忠

治
・
梶
田
富
吉
の
順
に
継
承
さ
れ
た
。
両
者
は
共
に
旧
連
島
村
腕

地
区
の
人
で
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
家
元
門
人
帳
に
記
名
し
て

い
る
か
ら）

（1
（

、
少
な
く
と
も
一
八
四
〇
年
代
後
半
に
は
連
島
西
部
に

こ
の
系
統
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
推
測
で
き
る
。

　

次
代
の
板
谷
光
蔵
（
一
八
二
一
～
一
九
〇
一
）
は
旧
中
洲
村
中
島

の
人
で
、
竹
内
流
の
ほ
か
真
影
流
を
学
び
、
の
ち
両
派
を
合
し
て

新
流
を
創
立
、
後
年
は
真
貫
流
の
名
で
児
島
郡
を
中
心
に
門
弟
を

育
成
し
た）

11
（

。
板
谷
が
い
つ
頃
ま
で
竹
内
流
を
名
乗
っ
た
か
は
不
明

だ
が
、
板
谷
が
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
発
行
し
た
伝
書
に
は

既
に
真
貫
流
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
お
り）

1（
（

、
真
貫
流
の
創
立
は

一
八
六
〇
年
代
後
半
及
び
そ
れ
以
前
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う

で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
各
師
範
家
の
伝
書
資
料
に
よ
れ
ば
、

板
谷
の
門
人
ら
は「
竹
内
流
腰
廻
並
真
影
流（
連
島
・
児
島
赤
崎
）」「
新

影
流
（
連
島
）」「
真
貫
流
（
灘
崎
町
）」「
新
貫
流
（
児
島
琴
浦
）」
と

称
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
竹
内
流
腰
廻
並
真
影
流
（
略
称
竹
内
真

影
流
）」
を
検
討
す
る）

11
（

。

　

竹
内
流
腰
廻
並
真
影
流
を
称
し
た
と
確
認
で
き
る
の
は
、
板
谷

の
門
人
の
柚
木
亀
三
郎
（
詳
細
不
明
）
を
指
導
者
と
す
る
系
統
と
、

旧
本
荘
村
の
原
岩
太
（
詳
細
不
明
）
を
指
導
者
と
す
る
系
統
と
が
あ

る
。
柚
木
の
系
統
は
、
明
治
末
年
頃
連
島
村
の
三
宅
伍
三
郎
に
引
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き
継
が
れ
た
が
、
そ
の
後
の
伝
承
は
確
認
で
き
ず
、
昭
和
初
頭
ま

で
に
失
伝
し
た
模
様
で
あ
る
。
原
の
系
統
は
、
児
島
赤
崎
の
洲
脇

源
吉
に
引
き
継
が
れ
、
同
赤
崎
の
山
本
忠
義
が
こ
れ
を
継
承
し
、

現
在
筆
者
が
復
興
を
図
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
は
、
こ
の
系
統
は

一
八
四
〇
年
代
後
半
に
連
島
西
部
を
出
発
し
旧
児
島
郡
を
西
回
り

で
南
下
し
た
こ
と
を
把
握
で
き
、
現
在
に
至
る
約
一
七
〇
年
間
市

域
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。
な
お
、
家
元
門

人
帳
で
は
、
こ
の
系
統
の
指
導
者
四
名

）
11
（

を
確
認
で
き
る
。

（
四
）
Ａ
―
４
系
統
（
連
島
西
部
～
高
須
賀
～
帯
高
・
都
窪
郡
早

島
町
の
系
統
）

　

こ
の
系
統
は
、
Ａ
―
３
系
統
と
同
じ
く
森
源
介
（
詳
細
不
明
）
を

十
代
と
す
る
。
高
木
利
忠
治
（
十
二
代
）
に
つ
い
て
は
、「
養
子
に

行
き
渡
辺
か
ら
高
木
と
な
っ
た
」
と
の
伝
承
が
あ
り
、
十
二
代
ま

で
は
Ａ
―
３
系
統
と
系
譜
上
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
系
統
が
連
島
を
出
た
の
は
、
山
崎
久
治
（
一
八
四
〇
～

一
九
一
九
）
か
ら
で
あ
る
。
山
崎
は
旧
豊
洲
村
高
須
賀
の
人
で
、

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
多
く
の
門
人
を
育
て
た）

11
（

。
山
崎
の
門

人
で
指
導
者
と
し
て
把
握
で
き
る
の
は
、
井
谷
岩
三
（
一
八
六
四

～
？
）
を
十
四
代
と
す
る
早
島
町
の
系
統
と
、竹
内
綱
一
（
一
八
八
〇

～
一
九
六
二
）
を
十
四
代
と
す
る
倉
敷
市
帯
高
の
系
統
で
あ
る
。

　

井
谷
は
早
島
町
金
田
の
人
で
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
頃
か

ら
早
島
町
を
中
心
に
門
人
を
育
て
た）

11
（

。
こ
の
系
統
は
、
早
島
町
の

原
栄
二
（
一
九
〇
四
～
？
）・
光
畑
一
二
（
一
九
〇
一
～
？
）・
栗
坂
恕

平
（
一
九
〇
七
～
？
）
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
彼
ら
は
講
道
館
柔
道

を
指
導
し
、
竹
内
流
の
後
継
者
は
い
な
い
模
様
で
あ
る
。

　

竹
内
綱
一
（
十
四
代
）
は
帯
高
の
人
で
、
戦
後
岡
山
大
学
古
武

道
部
師
範
と
し
て
中
山
和
夫（
十
五
代
）ら
多
く
の
後
進
を
育
て
た
。

中
山
は
岡
山
大
学
古
武
道
部
で
指
導
す
る
と
共
に
、
帯
高
に
日
新

館
道
場
を
構
え
、
竹
内
流
宗
家
・
相
伝
家
、
ま
た
連
島
の
船
浅
次

郎
と
交
誼
を
結
び
つ
つ
、
流
儀
の
継
承
と
指
導
に
尽
力
し
た）

11
（

。
こ

の
系
統
か
ら
は
多
く
の
指
導
者
が
誕
生
し
、
現
在
倉
敷
・
岡
山
の

ほ
か
、
京
都
・
東
京
・
兵
庫
・
愛
媛
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・

カ
ナ
ダ
な
ど
で
も
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
以
上
か
ら
は
、
こ
の

系
統
は
一
八
四
〇
年
代
後
半
に
連
島
西
部
を
出
発
し
、
活
動
地
域

を
東
へ
移
し
な
が
ら
、
現
在
に
至
る
約
一
七
〇
年
間
市
域
で
伝
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
な
お
、
家
元
門
人
帳
に
見
え

る
こ
の
系
統
の
指
導
者
は
、
高
木
（
渡
辺
）
一
名
で
あ
る
。

Ｂ
：
江
戸
で
活
動
し
た
指
導
者
を
系
譜
に
も
つ
系
統
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連
島
・
西
之
浦
箆
取
神
社
に
、
竹
内
流
の
奉
納
額
が
存
在
す
る

と
の
金
光
の
記
載

が
あ
り）

11
（

、
市
域
で

実
践
さ
れ
た
可

能
性
を
有
す
る
系

統
で
あ
る
。
系
譜

（
表
３
）
を
検
討
す

れ
ば
、
五
～
九
代

は
江
戸
で
活
躍
し
た
指
導
者
と
考
え
ら
れ）

11
（

、
長
く
江
戸
で
実
践
さ

れ
た
系
統
で
あ
る
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
九
代
の
吉
里
呑
敵
斎

）
11
（

を

発
行
人
と
す
る
増
田
間
助
宛
て
の
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
発
給
の

「
印
可
状
」・「
竹
内
流
小
太
刀
入
身
勝
負
大
意
」
が
高
梁
市
に
存

在
し
て
お
り）

1（
（

、
増
田
忠
次
と
増
田
間
助
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が

あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
文
政
年
間
（
一
八
二
〇
年
代
）
以
降
に
こ

の
系
統
が
江
戸
か
ら
現
在
の
高
梁
市
域
へ
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
あ

ろ
う
。
次
代
の
赤
木
六
太
夫
は
詳
細
不
明
で
あ
り
、
こ
の
系
統
の

倉
敷
市
域
へ
の
進
出
は
白
神
伊
輔
（
一
八
三
二
～
一
九
一
三
）
を
嚆

矢
と
す
る
模
様
で
あ
る
。
白
神
は
旧
中
洲
村
中
島
の
人
で
、
八
流

（
起
倒
流
・
不
遷
流
・
直
心
影
流
・
竹
内
流
・
神
道
無
念
流
・
清
心
流
・
平
心

流
・
関
口
流
）
の
免
許
を
得
て
、
中
島
に
練
武
館
道
場
を
開
き
、
兼

学
流
と
称
し
て
千
六
百
余
人
に
及
ぶ
門
人
を
指
導
し
、
後
年
大
日

本
武
徳
会
教
師
と
し
て
も
活
躍
し
た）

11
（

。
白
神
に
関
す
る
右
記
以
上

の
情
報
は
な
い
が）

11
（

、
門
下
で
竹
内
流
を
継
承
し
た
事
例
は
今
ま
で

の
と
こ
ろ
確
認
で
き
ず
、
こ
の
系
統
の
市
域
で
の
実
践
は
、
限
定

的
だ
っ
た
と
思
料
す
る
。

Ｃ
：
備
前
岡
山
の
指
導
者
を
経
て
流
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
系
統

（
一
）
Ｃ
―
１
系
統
（
天
城
の
竹
内
流
）

　

備
前
岡
山
藩
池
田
家
分
家
天
城
屋
敷
の
指
南
役
と
し
て
、
片
岡

藤
二
が
記
載
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
天
城
地
域
で
実
践
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
系
統
で
あ
る
。
片
岡
藤
二
は
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
生

ま
れ
で
、
岡
山
藩
士
の
安
田
千
之
助
に
竹
内
流
を
学
ん
だ
。
片
岡

の
道
場
は
現
在
の
岡
山
市
上
石
井
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
片

岡
父
子
の
墓
碑
は
現
在
の
岡
山
市
北
区
三
門
の
妙
林
寺
に
存
在
す

る
ら
し
い）

11
（

。
片
岡
の
門
人
は
県
南
部
に
広
範
に
分
布
し
た
可
能
性

が
あ
る
が）

11
（

、
倉
敷
市
域
の
門
人
は
現
在
ま
で
確
認
で
き
ず
、
天
城

屋
敷
で
の
竹
内
流
に
関
す
る
資
料
も
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
か

ら
、
倉
敷
市
域
で
の
実
態
は
不
明
で
、
実
践
が
な
さ
れ
た
と
し
て

も
極
め
て
限
定
的
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

五代：竹内藤一郎久政

六代：竹内藤九郎久蔵

七代：竹内藤癸斎久陳

八代：竹内藤八郎久直

九代：吉里呑敵斎信武

十代：増田忠次

十一代：赤木六太夫永定

十二代：白神伊輔正則

表表３３ ＢＢ系系統統系系譜譜表３　Ｂ系統系譜
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（
二
）
Ｃ
―
２
系
統
（
武
内
重
吉
の
「
竹
内
起
倒
流
」）

　
『
武
芸
流
派
大
事
典
』
に
、
武
内
重
吉
（
一
八
四
八
～
一
八
九
七
）

を
祖
と
す
る
「
竹
内
起
倒
流
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
武
内
重
吉

は
旧
葦
高
村
の
人
、
旧
笹
沖
村
の
起
倒
流
高
尾
右
平
治
（
一
八
三
二

～
一
九
一
六
）
の
門
下
と
し
て
著
名
で
、
倉
敷
市
域
に
多
数
の
門
人

を
有
し
て
お
り）

11
（

、
こ
の
系
統
の
竹
内
流
も
市
域
で
実
践
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
検
討
す
る
。

　

武
内
の
竹
内
流
の
師
は
片
岡
祐
之
介
と
さ
れ
、
片
岡
は
備
前
池

田
藩
が
西
中
山
下
に
建
て
た
藩
學
（
旧
岡
山
藩
学
）
内
に
建
て
た
道

場
武
揚
館
の
副
督
事
だ
っ
た
ら
し
い
が）

11
（

、
ど
の
系
統
の
竹
内
流
に

属
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
な
い
。
金
光
は
、
備
前
岡
山

藩
に
関
係
し
た
竹
内
流
を
習
得
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る）

1（
（

。
こ

の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
先
述
し
た
Ｃ
―
１
系
統
の
竹
内
流
の
可

能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
武
内
が
学
ん
だ
竹
内
流
の
系
統
を
継
承

し
た
門
人
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
例
え

ば
武
内
の
門
人
で
も
あ
る
黒
瀬
角
太
郎
が
習
得
し
た
竹
内
流
も
備

中
竹
内
流
（
Ａ
―
２
系
統
）
だ
か
ら）

11
（

、
こ
の
系
統
は
武
内
一
代
限
り

の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
従
っ
て
、
倉
敷
市
域
で
の
実
践

は
極
め
て
限
定
的
だ
っ
た
と
考
え
る
。

Ｄ
：
詳
細
不
明
な
系
統
（
小
野
田
坂
太
郎
の
「
竹
内
起
倒
流
」）

　

と
こ
ろ
で
、
前
項
と
同
じ
「
竹
内
起
倒
流
」
と
い
う
名
称
の
流

派
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
武
内
の
起
倒
流
の

兄
弟
弟
子
で
あ
る
小
野
田
坂
太
郎
（
詳
細
不
明
）
を
開
祖
と
す
る

流
派
で
あ
る
。
小
野
田
は
高
尾
右
平
治
に
起
倒
流
を
六
年
間
学

び
、
竹
内
流
、
ま
た
浪
人
よ
り
真
妙
流
を
学
ん
だ
。
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
に
岡
山
市
岡
町
の
枝
川
沿
い
に
明
武
館
を
設
立
、
岡

山
県
・
香
川
県
・
兵
庫
県
な
ど
合
計
二
四
カ
所
に
支
部
道
場
を
設

け
、
明
治
期
を
中
心
と
し
て
約
七
〇
〇
〇
人
の
門
人
を
抱
え
た
と

さ
れ
る）

11
（

が
、
現
在
の
倉
敷
市
域
に
支
部
道
場
が
存
在
し
た
と
の
資

料
は
な
い
。
小
野
田
の
竹
内
流
の
師
は
宗
家
十
一
代
藤
一
郎
久
則

と
さ
れ）

11
（

、
家
元
門
人
帳
に
は
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
「
備
前

国
御
野
郡
兼
田
村　

小
野
田
坂
太
郎
」
と
の
記
載
が
あ
る
が）

11
（

、
竹

内
惟
和
の
名
が
記
さ
れ
た
免
許
を
得
た
と
の
記
述
も
存
在
す
る）

11
（

。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
市
域
の
門
人
も
確
認
で
き
な
い
の
で
、
市
域

で
実
践
さ
れ
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
思
料
す
る
。

　

以
上
Ａ
～
Ｄ
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
倉
敷
市
域
で
確
実

に
実
践
さ
れ
た
の
は
、
Ａ
系
統
す
な
わ
ち
備
中
竹
内
流
と
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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二
．
家
元
門
人
帳
に
お
け
る
市
域
出
身
者
の
分
布
状
況

　

目
録
以
上
の
門
人
名
が
記
載
さ
れ
た
文
化
年
間
（
一
八
一
〇
年
頃
）

以
降
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
に
至
る
家
元
門
人
帳

）
11
（

に
は
、
倉
敷

市
域
の
門
人
名
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
門

人
帳
を
用
い
て
市
域
に
比
定
で
き
る
門
人
の
時
間
的
・
空
間
的
分

布
を
概
観
・
検
討
す
る）

11
（

。

（
一
）
時
間
的
分
布
状
況

　

門
人
帳
に
記
さ
れ
た
二
八
九
一
人
分
の
う
ち
、
倉
敷
市
域
出
身

者
に
比
定
で
き
る
門
人
名
を
抽
出
す
る
と
、
初
出
を
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）
と
し
、
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
ま
で
の
一
五
〇
年

間
に
、
合
計
七
五
人
を
抽
出
で
き
る
（
表
４
）。

　

時
間
的
に
は
、
約
一
〇
～
一
五
年
程
度
の
間
隔
を
あ
け
て
門
人

が
見
ら
れ
る
江
戸
後
期

と
、
連
続
し
て
門
人
が

見
ら
れ
る
明
治
中
期
に

区
分
で
き
る
。
大
正
・

昭
和
期
は
ほ
と
ん
ど
記

載
が
な
い
。
こ
こ
か
ら

は
、
江
戸
後
期
・
明
治

期
に
お
け
る
継
続
的
な

交
流
の
存
在
と
、大
正
・

昭
和
期
に
お
け
る
低
調

な
交
流
と
を
伺
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
二
）
空
間
的
分
布
状

況
　

門
人
の
空
間
的
分
布

状
況
を
示
し
た
の
が
表
５
で
あ
る
。

　

江
戸
後
期
で
は
、
東
西
高
梁
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
の
門
人
が
大

多
数
を
占
め
、
中
で
も
連
島
に
集
中
す
る
。
東
高
梁
川
以
東
は
少

な
い
。
一
方
、
明
治
中
期
は
様
相
が
複
雑
で
あ
る
。
明
治
二
一
年

年 （ 西暦 ） 人数

文政 8年（ 1825 ） １１

天保13年（ 1842 ） ２２

天保14年（ 1843 ） １１

嘉永 2年（ 1849 ） ６６

安政 7年（ 1860 ） １１

明治21年（ 1888 ） ２２１１

明治26年（ 1893 ） １１

明治28年（ 1895 ） １１

明治29年（ 1896 ） １１４４

明治30年（ 1897 ） １１７７

明治31年（ 1898 ） １１

明治33年（ 1900 ） ２２

明治37年（ 1904 ） ４４

明治38年（ 1905 ） １１

明治39年（ 1906 ） １１

昭和50年（ 1975 ） １１

合計 ７７５５

表表４４ 市市域域出出身身門門人人数数表４　市域出身門人数

河内 連島 窪屋郡 都宇郡 児島郡 浅口郡 吉備郡
江戸後期 １１ ７７ ３３

明治21年 （ 1888 ） ２２１１
明治26年 （ 1893 ） １１
明治28年 （ 1895 ） １１
明治29年 （ 1896 ） ２２ １１ １１１１
明治30年 （ 1897 ） １１５５ １１ １１
明治31年 （ 1898 ） １１
明治33年 （ 1900 ） ２２
明治37年 （ 1904 ） １１ ３３

明治38年 （ 1905 ） １１

明治39年 （ 1906 ） １１

年
東高梁川以東 西高梁川以西地域 東西高梁川の間

表表５５ 市市域域出出身身門門人人のの分分布布状状況況（連島より北を河内とした）

表５　市域出身門人の分布状況（連島より北を河内とした）
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（
一
八
八
八
）
で
は
、
連
島
に
多
く
の
門
人
が
存
在
す
る
が
、
明
治

二
九
年
（
一
八
九
六
）
で
は
、
大
多
数
が
児
島
郡
に
集
中
す
る
。
翌

明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
再
び
連
島
地
域
に
門
人
が
集
中
し
た
の

ち
、
西
高
梁
川
以
西
の
玉
島
・
真
備
方
面
、
東
高
梁
川
以
東
の
万

寿
、
中
庄
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
東
西
高
梁
川
に

囲
ま
れ
た
地
域
か
ら
、
市
域
の
竹
内
流
勢
力
が
徐
々
に
拡
大
し
て

い
く
状
況
を
想
定
で
き
る
。

（
三
）
門
人
の
詳
細

　

門
人
帳
に
記
名
さ
れ
た
市
域
出
身
者
七
五
人
の
う
ち
、
そ
の
詳

細
が
わ
か
る
例
は
少
な
い
。
し
か
し
、

①
江
戸
後
期
の
一
一
人
の
う
ち
、
五
人
が
備
中
竹
内
流
指
導
者
と

し
て
比
定
で
き
る
こ
と

②
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
の
二
一
人
は
、
Ａ
―
１
系
統
門
人
と

し
て
比
定
で
き
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と）

11
（

③
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
の
一
四
人
の
う
ち
、
一
三
人
は
Ａ
―

３
系
統
関
係
者
と
し
て
比
定
で
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と）

1（
（

④
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
の
一
七
人
の
う
ち
、
一
一
人
は
Ａ
―

１
系
統
門
人
と
し
て
比
定
で
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と

の
四
点
を
考
慮
す
る
と
、
七
五
人
中
少
な
く
と
も
五
〇
人
を
備
中

竹
内
流
関
係
者
と
想
定
で
き
る
か
ら
、
竹
内
流
家
元
と
備
中
竹
内

流
関
係
者
と
の
密
接
な
交
流
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　
　
　

四　

考
察

　

第
二
章
と
第
三
章
の
分
析
結
果
か
ら
、
Ａ
系
統
即
ち
備
中
竹
内

流
が
活
動
地
域
を
転
々
と
し
つ
つ
も
一
貫
し
て
盛
ん
に
実
践
さ

れ
、
竹
内
流
家
元
と
交
流
を
な
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
以

下
で
は
備
中
竹
内
流
を
軸
と
し
て
、
市
域
へ
の
竹
内
流
進
出
の
時

期
と
市
域
で
実
践
さ
れ
た
竹
内
流
の
特
徴
と
を
検
討
し
、
併
せ
て

市
域
の
竹
内
流
指
導
者
と
竹
内
流
家
元
と
の
関
係
を
考
え
る
。

一
．
倉
敷
市
域
へ
の
竹
内
流
進
出
の
時
期

　

竹
内
加
賀
之
介
（
三
代
）
が
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
に
六
九

歳
で
没
し
た
と
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
そ
の
門
人
と
さ
れ
る
竹
内
清
太
夫

を
備
中
生
坂
藩
指
南
役
と
す
る
記
述

）
11
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
市
域
へ
の

進
出
を
一
六
〇
〇
年
代
後
半
と
比
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。し
か
し
、

こ
の
記
述
が
依
拠
し
た
と
推
測
さ
れ
る
金
光
の
記
述
に
お
い
て
生

坂
藩
指
南
役
と
し
て
記
載
さ
れ
る
の
は
幕
末
～
明
治
期
に
活
躍
し

た
林
与
五
郎
（
Ａ
―
２
系
統
）
の
み
で
あ
る
こ
と）

11
（

を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
時
期
設
定
に
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
生
坂
藩
に
関
す
る
先
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学
の
論
考

）
11
（

を
考
慮
し
つ
つ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

市
域
で
の
活
動
時
期
を
把
握
で
き
る
指
導
者
は
、
Ａ
―
１
系
統

の
阿
部
文
兵
衛
（
一
七
七
二
～
一
八
四
二
）
で
あ
る
。
阿
部
の
修
行

時
期
を
二
〇
歳
代
～
三
〇
歳
代
の
頃
と
仮
定
す
れ
ば
、
寛
政
年
間

（
一
七
九
〇
年
代
）
に
は
市
域
（
船
穂
地
域
）
に
こ
の
伝
承
が
存
在
し

た
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
従
っ
て
、
竹
内
流
は
一
七
九
〇
年
代
頃

ま
で
に
は
市
域
へ
進
出
し
、
以
後
少
な
く
と
も
二
〇
〇
年
以
上
に

渡
り
市
域
で
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

二
．
市
域
で
実
践
さ
れ
る
竹
内
流
の
特
徴

　

活
動
の
担
い
手
で
あ
る
市
域
の
竹
内
流
指
導
者
を
検
討
す
る

と
、
指
導
者
の
近
親
者
が
継
続
し
て
（
世
襲
し
て
）
指
導
者
に
な
る

こ
と
は
ご
く
稀
で
あ
っ
た
。
世
代
を
経
る
ご
と
に
系
統
が
様
々
に

分
岐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
指
導
者
か
ら
そ
の
後
継
者
へ
相
伝

の
全
権
利
（
最
終
相
伝
権
）
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
完
全
相
伝
形
式）

11
（

が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
を
理
解
で
き
、
市
域
の
竹
内
流
で
は
家
元

を
頂
点
と
し
た
中
間
教
授
層
が
組
織
さ
れ
る
家
元
制
度
を
現
在
に

至
る
ま
で
構
築
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
化
で
き
る
。
ま
た
、
同

じ
地
区
で
の
同
一
系
統
の
実
践
は
長
く
て
も
三
代
で
終
わ
っ
て
お

り
、
代
を
重
ね
る
毎
に
活
動
地
域
が
移
動
し
た
こ
と
を
把
握
で
き

る
。
従
っ
て
、
市
域
の
竹
内
流
は
「
家
」
に
付
い
て
つ
い
て
い
る

の
で
は
な
く
、「
人
」
に
付
い
て
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
「
人
」
即
ち
、
市
域
の
竹
内
流
関
係
者
の
生
業
・
身
分
に

つ
い
て
は
現
在
も
調
査
中
だ
が
、
士
分
ま
た
は
士
族
を
称
し
た
と

確
認
で
き
る
事
例
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
か
ら
、
指
導
者
・

門
人
の
大
多
数
は
民
衆
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

市
域
民
衆
の
武
術
修
練
の
実
態
を
把
握
で
き
る
資
料
は
少
な
い

が
、
居
住
す
る
村
・
地
区
を
越
え
て
修
行
に
励
む
事
例
は
、
流
派

を
問
わ
ず
一
般
的
だ
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
江
戸
後
期
以
降
市

域
で
流
行
し
た
起
倒
流
に
お
い
て
も
、
京
都
か
ら
旧
西
之
浦
村
へ

移
住
し
た
日
出
谷
源
吉

）
11
（

（
？
～
一
八
四
一
）
の
次
代
が
旧
中
洲
村
の

原
龍
渓

）
11
（

（
一
八
〇
〇
～
一
八
六
一
）
で
あ
り
、
そ
の
次
代
が
旧
笹
沖

村
の
高
尾
右
平
治

）
11
（

（
一
八
三
二
～
一
九
一
六
）
だ
っ
た
よ
う
に
、
居

住
す
る
村
・
地
区
を
越
え
た
実
践
・
伝
承
が
江
戸
期
以
降
一
貫
し

て
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
流
派
を
問
わ
ず
武
術
人

口
が
流
動
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

　

な
お
、
江
戸
後
期
～
昭
和
初
期
の
指
導
者
・
門
人
と
し
て
判
明

す
る
の
は
男
性
名
の
み
で
、
こ
の
期
間
中
女
性
は
存
在
し
な
か
っ

た
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
度
成
長
期
以
後
徐
々
に
女
性
入
門

者
が
増
え
、
女
性
が
大
多
数
を
占
め
る
道
場
や
女
性
師
範
が
誕
生
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す
る
な
ど
、
近
年
は
女
性
の
実
践
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。「
古

武
道
」
に
お
け
る
女
性
修
行
者
の
増
加
傾
向
は
、
古
武
道
現
象
の

近
代
性）

11
（

考
察
上
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、別
稿
を
準
備
し
た
い
。

三
．
倉
敷
市
域
の
竹
内
流
指
導
者
と
竹
内
流
家
元
と
の
関
係

（
一
）
市
域
の
竹
内
流
指
導
者
に
と
っ
て
の
竹
内
流
家
元　

　

美
作
血
税
一
揆
に
関
す
る
先
学
の
論
考

）
1（
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
竹
内

流
家
元
及
び
そ
の
関
係
者
は
、
周
辺
民
衆
が
頼
る
こ
と
の
で
き
る

身
近
な「
権
威
」と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
。従
っ
て
、

家
元
門
人
と
し
て
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
、
民
衆
の
中
で
の
権
威

と
竹
内
流
関
係
者
の
中
で
の
権
威
と
を
高
め
る
方
向
に
作
用
し
た

こ
と
は
十
分
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）

に
三
四
歳
で
門
人
帳
に
記
名
し
た
Ａ
―
１
系
統
の
難
波
伊
右
衛
門

信
義

）
11
（

の
墓
碑
銘
に
は
「
強
訴
之
罪
追
放
仍
大
奮
激
赴
作
州
」
と
あ

り
、
自
ら
の
権
威
を
再
構
築
す
る
目
的
で
家
元
の
下
へ
赴
い
た
こ

と
を
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
師
が
没
す
る
前
後
で
門
人
帳
に
記
名

し
た
Ａ
―
１
系
統
の
三
つ
の
事
例

）
11
（

も
、
指
導
者
と
し
て
の
自
ら
の

権
威
向
上
を
意
図
し
た
も
の
と
把
握
で
き
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
竹
内
流
家
元
は
、
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）

に
堂
上
公
卿
で
あ
る
京
都
竹
内
家
と
一
族
と
し
て
交
誼
を
結
ん
で

お
り）

11
（

、
こ
の
こ
と
が
以
降
の
家
元
の
権
威
を
更
に
高
め
た
可
能
性

が
あ
る
。
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
は
、
京
都
竹
内
家
の
竹
内

惟
忠
子
爵
（
一
八
五
八
～
一
九
〇
七
）
に
久
邇
宮
家
第
五
王
女
絢
子

女
王
（
一
八
七
二
～
一
九
四
六
）
が
降
嫁
し
て
お
り
、
こ
れ
を
岡
山

の
竹
内
一
門
も
「
栄
誉
」
と
し
て
盛
ん
に
宣
伝
し
て
い
た
か
ら）

11
（

、

家
元
と
交
流
を
持
つ
こ
と
が
江
戸
後
期
以
降
に
あ
っ
て
は
「
朝
廷

と
の
結
び
つ
き
」
を
、
明
治
中
期
以
降
に
あ
っ
て
は
「
皇
室
と
の

縁
続
き
」
を
意
識
さ
せ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
竹
内
流
家
元
の
技
法
伝
承
は
、
備
中
竹
内
流
関
係

者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
）
に
奉
納
さ
れ
た
連
島
の
天
満
宮
神
社
（
別
名
渡

り
唐
天
神
）
の
燈
籠
に
は
、「
竹
之
内
古
流　

難
波
道
場
門
人
中
」

と
の
記
載
が
あ
る
。
当
時
の
周
辺
の
指
導
者
は
家
元
で
認
証
を
受

け
た
難
波
市
左
衛
門
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
家
元
の
技
法

伝
承
は
「
新
し
い
も
の
」
と
し
て
当
時
の
関
係
者
に
把
握
さ
れ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う）

11
（

。
こ
こ
か
ら
は
、
江
戸
後
期
か
ら
既
に
家

元
の
伝
承
と
備
中
竹
内
流
の
伝
承
と
が
異
な
る
部
分
が
あ
る
と
の

明
確
な
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
異
な
る
部
分
と
の
接
触
は
、
各
系
統
に
様
々
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
Ａ
―
１
系
統
は
、
三
代
以
上
に
渡
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る
家
元
と
の
濃
厚
な
接
触
の
結
果
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
家

元
の
系
譜
へ
と
移
行
し
た
。
Ａ
―
３
系
統
で
は
、
三
代
に
渡
る
接

触
の
中
で
、
技
法
伝
承
の
一
部
に
家
元
伝
を
反
映
し
、
そ
の
部
分

に
つ
い
て
は
家
元
の
系
譜
に
繋
が
る
伝
授
巻
を
作
製
し
て
後
代
に

授
与
し
て
い
る）

11
（

。
二
代
の
間
を
隔
て
て
家
元
と
接
触
し
た
Ａ
―
４

系
統
で
は
、
技
法
群
の
一
部
に
家
元
伝
が
反
映
さ
れ
、
そ
の
部
分

に
つ
い
て
は
「
美
作
伝
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
踏

ま
え
る
と
、
家
元
と
の
接
触
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
家
元
系
譜
へ
の

「
同
化
」
か
ら
技
法
伝
承
の
「
部
分
的
導
入
」
に
至
る
ま
で
の
変

容
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
把
握
で
き
る
。

（
二
）
竹
内
流
家
元
に
と
っ
て
の
市
域
の
竹
内
流
指
導
者

　

竹
内
流
家
元
は
、
自
ら
の
勢
力
拡
大
の
た
め
に
、
各
地
の
竹
内

流
指
導
者
を
積
極
的
に
認
証
し
た
模
様
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
Ａ
―
２
系
統
の
目
黒
郷
志
の
例
で
は
、「
作
州
竹
内

の
元
に
ゆ
き
形
を
打
っ
た
と
こ
ろ
、
当
流
の
形
に
相
違
な
し
と
し

て
免
許
状
を
授
与
さ
れ
た
」
と
の
記
載

）
11
（

が
あ
り
、
ご
く
短
期
間
で

認
証
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
既
に
別
派
を
立

て
て
い
た
Ａ
―
３
系
統
の
板
谷
光
蔵
の
例
で
は
、
明
治
二
九
年

（
一
八
九
六
）
七
六
歳
で
門
人
の
原
岩
太
・
前
田
亀
三
郎
と
共
に
家

元
門
人
帳
へ
記
名
し
て
お
り
、
年
齢
か
ら
考
え
て
ご
く
短
期
間
で

認
証
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
か
ら
、
家
元
側
の
勢
力
拡

大
を
意
図
し
た
認
証
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
戦
後
も
Ａ
―
４
系
統
の
竹
内
綱
一
・
中
山
和

夫
が
藤
一
郎
久
教
（
宗
家
十
三
代
）
に
学
生
へ
の
指
導
を
要
請
す
る

な
ど）

11
（

、
市
域
の
指
導
者
と
家
元
と
の
交
流
は
続
い
て
お
り
、
時
期

的
に
ま
た
系
統
毎
に
濃
淡
が
あ
る
に
せ
よ
巨
視
的
に
見
れ
ば
両
者

は
相
即
不
離
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　

五　

結
論

　

以
上
か
ら
、
市
域
の
竹
内
流
は
少
な
く
と
も
寛
政
年
間
（
一
七

九
〇
年
代
）
以
降
存
続
し
て
お
り
、
特
に
備
中
竹
内
流
が
完
全
相

伝
形
式
の
も
と
、
竹
内
流
家
元
と
相
即
不
離
な
関
係
を
保
ち
つ
つ

市
域
の
多
く
の
地
点
で
実
践
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
把
握
で
き
た
。

　

本
稿
の
弱
点
は
、
竹
内
流
実
践
の
社
会
的
・
文
化
的
背
景
、
実

践
の
内
容
や
他
流
と
の
関
係
性
な
ど
を
検
討
で
き
て
い
な
い
点
に

あ
る
。
現
代
の
実
態
と
の
比
較
を
含
め
、今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

注
（
１ 

）
例
え
ば
倉
地
克
直
「
幕
末
の
民
衆
と
武
芸
―
力
信
流
と
壱
佐
流
を
中
心
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に
」（『
岡
山
地
方
史
研
究
』
五
六
号
、
一
九
八
八
年
）、
一
～
八
頁
な
ど
。

（
２ 
）片
山
潜『
わ
が
回
想　

上
』（
徳
間
書
店
、一
九
六
七
年
）、五
一
～
五
四
頁
、

一
〇
八
～
一
〇
九
頁
。

（
３ 

）
布
施
賢
治
『
下
級
武
士
と
幕
末
明
治
―
川
越
・
前
橋
藩
の
武
術
流
派
と

士
族
授
産
―
』（
岩
田
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
４
）
金
光
弥
一
兵
衛
『
岡
山
縣
柔
道
史
』（
同
人
、
一
九
五
八
年
）。

（
５ 

）竹
内
流
編
纂
委
員
会
編『
日
本
柔
術
の
源
流　

竹
内
流
』（
日
貿
出
版
社
、

一
九
七
九
年
）。

（
６ 

）
例
え
ば
、安
原
秀
魁
『
連
島
の
は
な
し　

そ
の
二
』（
倉
敷
市
連
島
公
民

館
、
一
九
七
七
年
）。

（
７
）
竹
内
流
一
門
に
は
、
他
に
も
布
原
竹
内
家
、
境
竹
内
家
な
ど
が
あ
る
。

（
８
）
例
え
ば
、
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
五
六
頁
。

（
９ 

）
西
阿
知
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
西
阿
知
町
史
』（
西
阿
知
町
、一
九
五
九

年
）、
三
三
三
頁
。

（
10 
）
安
原
前
掲
注
（
６
）
書
、
四
七
頁
。

（
11 
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
六
二
頁
、
二
八
六
～

二
八
七
頁
。

（
12 
）
例
え
ば
、
全
日
本
武
道
連
盟
名
古
屋
事
務
局
『
名
古
屋
城
開
府

三
百
六
十
周
年
記
念　

全
日
本
古
武
道
大
会
』（
同
人
、
一
九
六
九
年
）、

二
二
頁
。

（
13 
）
十
一
代
宗
家
後
見
役
。
岡
山
藩
農
兵
隊
（
耕
戦
隊
）
の
楢
原
彦
右
衛
門

の
師
で
も
あ
る
（
則
武
忠
直
編
『
斗
有
の
竹
内
流
柔
術
』（
斗
有
明
治
百

年
記
念
会
、
一
九
六
八
年
））。

（
14
）
難
波
市
左
衛
門
、
同
伊
右
衛
門
、
水
粉
、
和
田
な
ど
。

（
15
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
五
六
頁
。

（
16 
）「
明
治
拾
六
年
拾
月
に
竹
内
流
の
師
林
與
五
郎
黒
瀬
豊
太
郎
両
先
生
の

門
人
尓
稽
古
学
び
」
と
あ
る
。
年
代
不
詳
、
山
本
浩
之
氏
提
供
。
黒
瀬
は

の
ち
起
倒
流
を
学
び
、生
坂
に
研
武
館
道
場
を
設
け
た（
金
光
前
掲
注（
４
）

書
、
五
五
頁
）。

（
17
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
五
六
頁
。

（
18
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
八
二
頁
。

（
19
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
九
〇
頁
。

（
20
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
一
一
〇
頁
。

（
21
）
塩
田
穐
男
家
文
書
「
真
貫
流
免
状
（
一
巻
・
塩
田
嘉
十
郎
宛
）」。

（
22
）「
真
貫
流
（
新
貫
流
）」
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
23
）
渡
邊
・
梶
田
・
板
谷
・
原
。

（
24 
）
福
山
恒
治
他
『
改
訂　

茶
屋
町
史
』（
改
訂
版
茶
屋
町
史
刊
行
委
員
会
、

一
九
八
九
年
）、
四
二
二
頁
。

（
25 
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、七
七
頁
、早
島
町
編
『
早
島
町
史
』（
早
島
町
、

一
九
五
五
年
）、
三
九
八
頁
。

（
26 
）
河
野
真
通
「
追
悼　

中
山
取
真
先
生
」（『
武
芸
民
俗
学
』
一
号
、

二
〇
〇
六
年
）、
五
一
～
六
〇
頁
。

（
27 
）
例
え
ば
、
以
下
の
紹
介
記
事
が
あ
る
。「
実
践
的
な
古
武
道
に
は
い
つ

も
新
た
な
発
見
�
ア
ン
ナ
・
シ
ー
ボ
ン
「
竹
内
流
備
中
伝
古
武
道
」
取
立

師
範
」（『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
二
三
（
三
九
） 

二
〇
〇
八
年
）、 

四
四

～
四
六
頁
。

（
28 
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
六
七
～
六
八
頁
。
現
在
風
化
に
よ
り
識
別
で

き
な
い
。

（
29
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
五
五
頁
。

（
30 
）
四
谷
大
番
町
に
住
ん
だ
幕
士
と
さ
れ
る
（
綿
谷
雪
・
山
田
忠
史
編
『
増

補
改
訂　

武
芸
流
派
大
事
典
』（
東
京
コ
ピ
ー
出
版
部
、
一
九
七
八
年
）、

六
四
六
頁
）。

（
31 
）
守
田
正
明
『
岡
山
県
古
武
道
史
（
壱
）』（
文
武
館
、
一
九
九
九
年
）

七
二
～
七
三
頁
。
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（
32 
）
中
洲
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
中
洲
町
誌
』（
中
洲
町
誌
編
纂
委
員
会
、

一
九
五
五
年
）、
一
四
三
頁
、
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
六
七
～
六
八
頁
。

（
33 
）
白
神
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
起
倒
流
免
状
を
弟
弟
子
で
あ
る
高

尾
へ
発
行
し
て
い
る
（
高
尾
右
平
治
「
履
歴
書
」（
一
九
一
七
年
）。
山
本

浩
之
氏
提
供
）。

（
34
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
一
六
頁
。

（
35
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
六
〇
・
二
七
六
頁
。

（
36 
）
岡
山
市
史
編
集
委
員
会
編
『
岡
山
市
史　

学
術
体
育
編
』（
岡
山
市
、

一
九
六
四
年
、
一
八
五
頁
。

（
37 
）
例
え
ば
、
旧
口
林
村
（
現
里
庄
町
）
の
大
内
雪
柳
軒
（
一
八
四
八
～

一
九
一
三
）
が
い
る
（
花
田
一
重
編
『
里
庄
町
誌
』（
里
庄
町
役
場
、

一
九
五
一
年
）、
四
七
四
頁
）。

（
38
）
綿
谷
・
山
田
編
前
掲
注
（
30
）
書
、
五
三
六
頁
。

（
39 
）藤
原
文
治
郎
・
平
松
杢
次
郎
な
ど
が
著
名
で
あ
る（
金
光
前
掲
注（
４
）書
、

五
三
頁
、内
田
順
平
編
『
新
田
の
郷
土
史
』（
新
田
親
和
会
、一
九
九
二
年
）、

九
七
頁
）。

（
40
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
三
～
四
頁
。

（
41
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
一
四
～
一
五
頁
。

（
42
）
前
掲
注
（
16
）
参
照
。

（
43
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
五
六
頁
。

（
44
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
一
三
頁
。

（
45 
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
七
九
～
八
〇
・
二
六
一
・

（
45 
）
二
八
六
頁
。

（
46
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
三
〇
一
頁
。

（
47 
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
一
三
頁
。
竹
内
惟
和
（
一
八
二
二
～
一
八
五
七
）

は
京
都
竹
内
家
の
当
主
だ
か
ら
、
事
実
と
す
れ
ば
、
京
都
竹
内
家
の
「
代

理
」
と
し
て
竹
内
流
家
元
が
免
状
を
発
行
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
非
常
に

興
味
深
い
。

（
48
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
八
九
～
三
一
六
頁
。

（
49 

）
家
元
で
学
ん
だ
と
の
伝
承
を
持
つ
門
人
帳
に
記
載
の
な
い
市
域
の
住
民

の
例
も
存
在
す
る
が
（
旧
沖
村
の
三
島
岡
太
郎
（
？
～
一
九
〇
五
）
な
ど

（
三
宅
宣
士
『
貞
誠
』（
同
人
、
二
〇
〇
四
年
）、
六
三
～
六
四
頁
）、
実
数

は
多
く
な
い
も
の
と
考
え
る
。

（
50 
）
二
一
人
中
少
な
く
と
も
六
人
が
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
箆
取
神

社
奉
納
額
に
記
さ
れ
た
Ａ
―
１
系
統
の
門
人
名
と
一
致
す
る
。

（
51 

）
三
人
は
Ａ
―
３
系
統
の
指
導
者
で
あ
り
、
残
る
児
島
郡
下
の
一
〇
人
も

同
系
統
の
門
人
の
可
能
性
が
高
い
。

（
52
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
六
三
頁
。

（
53
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
二
八
一
頁
。

（
54
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
五
六
頁
。

（
55 

）
別
府
信
吾
「
い
わ
ゆ
る
生
坂
藩
領
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
倉
敷
の
歴
史
』

六
号
、
一
九
九
六
年
）、
九
～
二
三
頁
な
ど
。

（
56
）
西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
二
年
）、二
一
頁
。

（
57
）
藤
波
静
次
『
連
島
の
歴
史
』（
未
公
刊
、
一
九
五
〇
年
）、
第
五
三
項
。

（
58
）
中
洲
町
誌
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
32
）
書
、
一
四
二
頁
。

（
59
）
高
尾
前
掲
注
（
33
）
書
、
三
頁
。

（
60 

）
中
嶋
哲
也
「
対
抗
文
化
と
し
て
の
古
武
道
」（『
ス
ポ
ー
ツ
人
類
学
研
究
』

一
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
五
一
～
七
三
頁
。

（
61 

）
ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
美
作
血
税
一
揆
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
落
合
延

孝
編
『
維
新
変
革
と
民
衆
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
二
二

頁
、
上
杉
聰
『
部
落
を
襲
っ
た
一
揆
』（
解
放
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

四
六
・
九
七
～
九
八
頁
。

（
62 

）
入
門
時
、既
に
門
人
を
有
し
て
い
た
ら
し
い
。
安
原
前
掲
注
（
６
）
書
、

五
二
頁
。
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（
63 
）
阿
部
文
兵
衛
が
没
し
た
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
に
門
人
の
三
宅
新

蔵
が
、
翌
年
に
難
波
市
左
衛
門
が
記
名
を
な
し
た
例
、
ま
た
三
宅
松
吉
が

没
し
た
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
、
門
人
の
船
浅
次
郎
が
相
伝
家

に
入
門
し
た
例
（
全
日
本
武
道
連
盟
名
古
屋
事
務
局
前
掲
注
（
12
）
書
、

二
一
～
二
二
頁
）
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

（
64 

）
結
果
と
し
て
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
郷
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
竹

内
流
編
纂
委
員
会
編
前
掲
注
（
５
）
書
、
七
六
～
七
七
頁
。

（
65 

）
例
え
ば
、
一
門
の
歯
科
医
が
記
し
た
論
評
が
あ
る
。
忠
重
生
「
齒
界
春

秋 

竹
内
流
柔
術
」（『
日
本
歯
科
評
論
』
二
〇
号
、
一
九
四
二
年
）、
八
七

～
九
二
頁
。

（
66 

）
同
時
代
の
武
術
家
が
家
元
の
技
法
伝
承
を
「
新
し
い
も
の
」
と
表
現
し

た
例
と
し
て
、
天
保
一
二
年(

一
八
四
一)
に
家
元
を
訪
ね
た
矢
野
彦
左
衛

門
広
英
（
肥
後
熊
本
藩
。
竹
内
三
統
流
開
祖
と
し
て
も
著
名
）
の
同
年
の

著
作
「
小
具
足
腰
廻
辨
書
」
が
あ
る
。
矢
野
は
、
当
時
の
家
元
の
伝
承
を

自
ら
が
既
に
習
得
し
て
い
た
肥
後
の
竹
内
流
と
区
別
し
「
新
伝
」
と
表
現

し
て
い
る
（
矢
野
彦
左
衛
門
「
小
具
足
腰
廻
辨
書
」（
島
田
秀
誓
『
肥
後

伝
来
の
武
術　

竹
内
三
統
流
』
一
九
七
一
年
）、
一
二
三
頁
）。

（
67 

）
系
譜
上
十
二
代
宗
家
に
連
な
る
「
奥
斉
手
」
一
巻
が
作
製
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
蔵
。

（
68
）
金
光
前
掲
注
（
４
）
書
、
五
六
頁
。

（
69
）
河
野
前
掲
注
（
26
）
論
文
、
五
三
頁
。 

〔
付�

記
〕
成
稿
に
当
た
り
、
ご
協
力
頂
い
た
各
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
河
野
敏
博

氏
、
塩
田
穐
男
氏
、
中
山
拓
也
氏
、
中
山
武
氏
、
山
本
博
通
氏
、
山
本
浩

之
氏
、
故
渡
辺
修
策
氏
、
渡
辺
直
樹
氏
。

（
あ
だ
ち　

け
ん
じ　

宝
塚
医
療
大
学
保
健
医
療
学
部
助
教
）
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平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
日
、
倉
敷
市
阿
知
二
丁
目
、
倉
敷
美

観
地
区
の
一
角
に
、「
倉
敷
生
活
デ
ザ
イ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
」と
し
て
、

改
装
成
っ
た
林
源
十
郎
商
店
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
生
活
雑
貨
店
・

飲
食
店
・
衣
料
品
店
な
ど
の
テ
ナ
ン
ト
が
雑
居
す
る
三
階
建
て
の

二
階
部
分
に
、
林
源
十
郎
商
店
の
歴
史
と
、
林
家
の
歴
代
当
主
の

な
か
で
特
筆
す
べ
き
二
人
の
人
物
の
足
跡
を
紹
介
し
た
記
念
室
が

併
設
さ
れ
、
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
倉
敷
市
総
務
課
歴

史
資
料
整
備
室
で
は
、
同
年
九
月
十
四
日
の
午
後
、
林
源
十
郎
商

店
記
念
室
づ
く
り
を
担
当
さ
れ
た
土
岐
隆
信
氏
を
倉
敷
市
鶴
形
一

丁
目
の
株
式
会
社
エ
バ
ル
ス
倉
敷
支
店
に
訪
ね
、
一
時
間
余
り
に

渡
っ
て
お
話
を
伺
っ
た
。

　

―
ま
ず
、
林
源
十
郎
商
店
記
念
室
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
教

え
て
く
だ
さ
い

土
岐　

倉
敷
の
美
観
地
区
に
会
社
の
土
地
が
四
〇
〇
坪
近
く
あ
り

ま
す
が
、
そ
こ
の
建
物
（
昭
和
九
年
築
）
が
老
朽
化
し
て
維
持
管
理

が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
会
社
と
し
て
は
、
火
事
の
心
配
も
あ
る

し
、
裏
の
ほ
う
の
蔵
も
壊
れ
か
け
て
い
て
修
理
代
も
か
か
る
こ
と

　
　
　
　
　

林
源
十
郎
商
店
記
念
室
づ
く
り
に
た
ず
さ
わ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土　

岐　

隆　

信

聞
き
書
き
倉
敷
の
歴
史

写真１　新装成った林源十郎商店
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か
ら
、
潰
し
て
し
ま
っ
て
芝
生
地
に
で
も
し
、
記
念
碑
で
も
建
て

て
し
ま
お
う
と
い
う
考
え
も
出
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
町
内
会

や
市
役
所
へ
相
談
に
赴
い
た
の
で
す
が
、
ぜ
ひ
残
し
て
お
い
て
欲

し
い
と
要
望
さ
れ
ま
し
た
。

　

弊
社
の
最
高
顧
問
の
斎
藤
（
隆
氏
）
と
倉
敷
商
工
会
議
所
会
頭

の
岡
荘
一
郎
さ
ん
が
会
っ
た
と
き
、
倉
敷
市
が
中
心
市
街
地
活
性

化
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
話
が
出
て
、
土
地
建
物
を
活
か
そ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
林
薬
局
の
土
地
建
物
が
あ
る
こ

と
は
皆
知
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
誰
が
所
有
し

て
い
る
の
か
も
分
か
ら

ず
、
そ
れ
ま
で
声
が
か

か
っ
て
来
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。

　

エ
バ
ル
ス
は
、
前
身

の
林
薬
品
、
林
源
十
郎

商
店
、
大
坂
屋
と
、
倉

敷
の
町
で
お
世
話
に

な
っ
て
大
き
く
な
り
ま

し
た
の
で
、
こ
の
土
地

建
物
を
お
金
儲
け
で
は

な
く
、何
か
地
元
の
役
に
立
て
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
倉
敷
ま
ち
づ
く
り
株
式
会
社
（
市
・
商
工
会
議
所
等
が

出
資
）
と
エ
バ
ル
ス
と
の
間
で
話
が
つ
き
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
に

土
地
建
物
を
全
面
的
に
お
貸
し
し
て
、
古
い
も
の
を
残
し
な
が
ら

運
営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
エ
バ
ル
ス
は
、
三
百
六
十
五
年

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
建
物
を
片
付
け
て
い
る
と

沢
山
の
物
が
出
て
き
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
ど
う
に
か
し
な

林
源
十
郎
商
店
（
現
、
株
式
会
社
エ
バ
ル
ス
）
略
史

明
暦　
　

三
年
（
一
六
五
七
）　 　

林
半
右
衛
門
由
義
が
倉
敷
に
薬
種
を
商

う
紀
伊
国
屋
を
創
業
。
の
ち
、
屋
号
を
大

坂
屋
に
改
め
る
。

大
正　

十
四
年
（
一
九
二
五
）　 　

十
一
代
林
源
十
郎
が
、
自
身
の
名
に
因

み
社
名
を
林
源
十
郎
商
店
と
す
る
。

昭
和　

十
八
年
（
一
九
四
三
）　　

林
製
薬
株
式
会
社
に
社
名
を
改
め
る
。

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）　 　

製
薬
業
か
ら
撤
退
し
、
株
式
会
社
林
源

十
郎
商
店
を
設
立
。

昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）　　

林
薬
品
株
式
会
社
に
社
名
を
変
更
。

平
成　
　

九
年
（
一
九
九
七
）　 　

合
併
に
よ
り
現
社
名
と
な
り
、
本
社
を

広
島
に
置
く
。

※
出
典　

 「
林
源
十
郎
商
店
記
念
室
設
立
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

林
源
十
郎
商
店

記
念
室
に
つ
い
て
」
レ
ジ
ュ
メ
（
土
岐
隆
信
氏
提
供
）

写真２　明治40年代の林源十郎商店外観
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け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
林
源
十
郎
商
店
の

な
か
に
記
念
室
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

―
土
岐
様
が
記
念
室
づ
く
り
に
た
ず
さ
わ
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い

　

エ
バ
ル
ス
は
医
薬
品
販
売
の
会
社
で
す
の
で
、
歴
史
を
専
門
に

し
て
い
る
者
は
い
ま
せ
ん
。
私
は
薬
剤
師
で
す
が
、
薬
用
植
物
の

関
係
か
ら
薬
史
学
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
来
ま
し
た
。
そ
う
い
っ

た
経
緯
か
ら
、
私
が
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

―
株
式
会
社
エ
バ
ル
ス
で
は
現
在
薬
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す

か
？

　

現
在
は
つ
く
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
林
製
薬
株
式
会
社
と
申
し
て

お
り
ま
し
た
時
期
に
は
つ
く
っ
て
お
り
ま
し
て
、
戦
争
末
期
か
ら

終
戦
直
後
に
か
け
て
は
軍
隊
に
も
薬
を
納
め
、
自
社
で
新
薬
を
開

発
し
て
い
ま
し
た
。
製
薬
事
業
を
続
け
て
い
ま
し
た
ら
、
日
本
の

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
会
社
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在

は
、病
院
・
診
療
所
・
薬
局
向
け
の
薬
ば
か
り
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

―
資
料
選
定
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
作
成
な
ど
、
記
念
室
の
展
示
は
ど
な
た

が
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
か
？

　

社
内
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
、
蔵
の
中
に
残
っ
て
い
た
も

の
や
、
京
都
在
住
の
子
孫
の
方
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
資
料

の
な
か
か
ら
、
こ
う
い
っ
た

も
の
を
展
示
し
た
い
と
い
う

こ
と
で
選
び
ま
し
た
。
子
孫

の
方
か
ら
は
、
掛
軸
・
印
鑑
・

暖
簾
な
ど
を
寄
贈
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

緒
方
洪
庵
の
手
紙
が
手
に
入

り
ま
し
た
の
で
、
レ
プ
リ
カ

を
展
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
洪
庵
が
、
お
母
さ
ん

の
米
寿
の
お
祝
い
で
足
守
に

帰
っ
て
来
ま
し
て
、
倉
敷
の

浅
田
屋
と
い
う
旅
館
で
孚
一

と
会
食
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
、
次
の
朝
に
孚
一
の
お
店

（
大
坂
屋
）
を
訪
ね
て
来
ま
し

た
。
そ
れ
だ
け
親
し
い
間
柄

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

洪
庵
は
、
玉
島
か
ら
広
島
、

写真３　大阪屋源介（林孚一）宛緒方洪庵書状
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岩
国
を
通
り
四
国
を
廻
っ
て
、
下
津
井
か
ら
上
が
り
、
一
ヶ
月
ほ

ど
の
旅
行
か
ら
帰
っ
て
来
ま
す
。
そ
の
後
、「
大
坂
で
麻
疹
が
流

行
っ
た
の
で
遅
く
な
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
送
っ
て
き
た
の
が
そ

の
手
紙
で
す
。

　

展
示
目
的
と
し
て
は
、当
然
会
社
の
歴
史
の
紹
介
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
般
の
お
客
様
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
く
の
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
林
家
歴
代
当
主
の
う
ち
、
倉
敷

の
町
に
大
き
な
足
跡

を
残
し
た
八
代
林
孚

一
と
十
一
代
林
源
十

郎
の
コ
ー
ナ
ー
を
そ

れ
ぞ
れ
設
け
、
三
本

立
て
の
展
示
に
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

記
念
室
づ
く
り
に

つ
い
て
は
、
中
身
は

こ
ち
ら
で
考
え
ま
し

た
が
、
デ
ザ
イ
ン
や

ア
イ
デ
ィ
ア
は
乃
村

工
藝
社
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
小
さ
い
な
が
ら
も
垢

抜
け
た
展
示
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

説
明
文
や
年
表
は
私
が
つ
く
り
ま
し
た
が
、
一
年
以
上
に
わ
た

り
、
最
低
月
一
回
は
乃
村
工
藝
社
と
の
間
で
校
正
な
ど
の
や
り
と

り
を
行
い
ま
し
た
。

　

―
記
念
室
づ
く
り
を
担
当
し
て
苦
労
し
た
こ
と
は
何
で
す
か
？

　

素
人
で
す
か
ら
、
全
て
が
苦
労
で
し
た
。
ま
ず
、
古
文
書
が
読

め
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
か
ら
、資
料
が
少
な
か
っ

た
。
林
家
は
立
派
な
お
家
で
す
が
、
家
系
が
枝
分
か
れ
し
て
き
て

い
る
も
の
で
す
か
ら
、
本
家
に
資
料
が
集
中
し
て
残
っ
て
い
る
と

い
う
訳
で
は
な
く
、
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
資

料
の
な
か
か
ら
、
一
般
の
お
客
様
が
見
て
興
味
の
あ
る
資
料
を
何

と
か
展
示
し
た
い
。
美
観
地
区
の
な
か
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
外

の
方
が
見
て
も
分
か
る
展
示
に
し
た
い
。
林
源
十
郎
と
大
原
孫
三

郎
や
石
井
十
次
と
の
関
係
も
分
か
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
苦

労
し
ま
し
た
。

　

当
然
会
社
の
歴
史
を
十
分
に
や
り
た
い
。
し
か
し
、
会
社
の
歴

史
ば
か
り
で
は
、一
般
の
方
か
ら
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

そ
の
あ
た
り
の
兼
ね
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

林
家
の
家
と
し
て
の
歴
史
と
エ
バ
ル
ス
へ
と
連
な
る
企
業
と
し

写真４　林源十郎商店記念室の内部
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て
の
薬
部
門
の
歴
史
と
い
う
両
面
が
あ
る
の
で
す
が
、
昔
は
個
人

商
店
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
両
者
を
分
け
た
展
示
と
な
る
と
、
ど

う
し
て
も
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
、
林
孚
一
は

―
勤
皇
の
志
士
、
緒
方
洪
庵
・
山
田
方
谷
・

野
﨑
武
左
衛
門
と
の
交
友
、
続
義
倉
の
開
設
な
ど

―
多
彩
な
人

物
で
す
か
ら
ど
う
い
っ
た
面
に
焦
点
を
当
て
る
と
孚
一
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
ま
し
た
。

　

林
源
十
郎
に
つ
い
て
は
、大
原
孫
三
郎
の
偉
大
さ
の
陰
に
隠
れ
、

実
際
に
は
源
十
郎
が
裏
で
孫
三
郎
の
面
倒
を
見
た

―
石
井
十
次

へ
の
紹
介
、
日
曜
講
演
会
の
開
催
、
キ
リ
ス
ト
教
会
な
ど

―
と

言
う
事
が
倉
敷
の
方
に
も
余
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
曜
講
演

会
の
際
に
も
、
講
師
の
選
定
や
世
話
、
お
礼
状
か
ら
郵
便
切
手
の

こ
と
ま
で
帳
面
を
付
け
て
行
っ
て
い
ま
す
。
大
隈
重
信
、
新
渡
戸

稲
造
、
徳
富
蘇
峰
…
い
く
ら
お
金
を
出
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
当

時
の
政
財
界
の
ト
ッ
プ
を
呼
ん
で
来
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
に
、
源
十
郎
の
力
や
交
友
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

一
流
の
人
々
を
招
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
倉
敷

中
央
病
院
も
、
孫
三
郎
が
お
金
を
出
し
て
つ
く
っ
た
の
で
す
が
、

初
代
の
事
務
長
は
、
高
戸
猷は

か
ると

い
う
林
源
十
郎
商
店
の
番
頭
さ
ん

で
、
病
院
を
つ
く
っ
た
あ
と
林
へ
戻
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
（
孫
三
郎
を
陰
で
支
え
た
源
十
郎
の
姿
）
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
少

し
で
も
分
か
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

―
記
念
室
づ
く
り
の
参
考
に
し
た
施
設
は
あ
り
ま
す
か
？

　

特
に
こ
れ
だ
と
い
う
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
も
見
て
歩
く

の
が
好
き
な
も
の
で
す
か
ら
、
色
々
な
博
物
館
や
美
術
館
を
見
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
施
工
業
者
さ
ん
か
ら
参

考
資
料
を
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

―
記
念
室
づ
く
り
で
こ
だ
わ
っ
た
と
こ
ろ
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

メ
イ
ン
に
何
を
持
っ
て
き
た
ら
見
て
面
白
い
か
を
考
え
た
と

き
、
大
き
な
も
の
で
目
を
引
き
ま
す
し
、
生
薬
の
種
類
も
沢
山
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
蔵
の
中
に
眠
っ
て
い
た
薬
箪
笥
を
活
用
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
乃
村
工
藝
社
さ
ん
の
お
世
話
で
、
京
都
で
修

理
し
て
展
示
し
て
い
ま
す
。
林
製
薬
に
つ
い
て
は
、
蔵
の
中
を
片

付
け
て
い
た
ら
、
当
時
作
っ
て
い
た
品
物
が
出
て
き
た
の
で
、
そ

れ
ら
を
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
。

　

変
わ
っ
た
も
の
で
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
木
箱
に
入
っ
た
注
射

薬
が
そ
の
ま
ま
一
ケ
ー
ス
出
て
き
ま
し
た
。
終
戦
直
後
の
、
ま
だ

段
ボ
ー
ル
な
ど
の
物
資
の
無
い
時
代
に
、
最
先
端
の
薬
が
粗
末
な

木
箱
で
運
ば
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
の
一
面
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
や
っ
て
来
た
と
き
の
古
文
書
と
、
ペ

リ
ー
の
参
謀
ア
ダ
ム
ス
と
思
わ
れ
る
人
物
の
似
顔
絵
が
出
て
来
ま

し
た
。
情
報
が
、
当
時
の
お
金
持
ち
や
有
力
者
の
も
と
に
、
早
い

段
階
で
来
て
い
た
と
い
う
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
瓢
箪
を
展
示
し
て
い
ま
す
が
、
頼
山
陽
が
来
て
、

お
酒
を
飲
ん
で
掛
け
軸
を
書
い
た
と
き
に
欲
し
が
っ
た
も
の
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
全
く
異
質
な
も
の
で
す
が
、
広
島
隕
石
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
エ
バ
ル
ス
に
は
、
広
島
に
流
通
セ
ン
タ
ー
が
あ

り
ま
す
が
、
月
曜
日
の
朝
に
出
社
す
る
と
、
商
品
通
路
に
石
こ
ろ

が
落
ち
て
い
た
。
上
を
見
る
と
、天
井
に
穴
が
開
い
て
い
ま
し
た
。

東
京
の
国
立
科
学
博
物
館
で
調
べ
る
と
、非
常
に
古
い
隕
石
だ
と
。

広
島
県
で
隕
石
は
度
々
落
ち
て
い
ま
す
が
、
現
物
が
見
つ
か
っ
た

の
は
は
じ
め
て
だ
そ
う
で
す
。
本
物
は
、
広
島
市
こ
ど
も
文
化
科

学
館
に
あ
り
ま
し
て
、
記
念
室
で
展
示
し
て
い
る
の
は
レ
プ
リ
カ

で
す
。
趣
旨
は
違
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
記
念
室
に
連
れ
ら
れ
て

き
た
歴
史
に
関
心
の
な
い
子
供
さ
ん
た
ち
も
、
隕
石
な
ら
ば
興
味

を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
意
味
で
展
示
し

て
お
り
ま
す
。

　

―
林
孚
一
や
源
十
郎
に
つ
い
て
知
っ
た
時
期
や
き
っ
か
け
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い

　

林
家
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
に
勤
め
、
薬
関
係
の
仕
事
を
し
て

い
た
た
め
、
林
薬
品
と
し
て
知
っ
て
い
ま
し
た
。
林
家
は
十
一
代

と
十
二
代
の
源
十
郎
や
、
十
二
代
の
弟
の
林
平
三
郎
が
岡
山
県
薬

林
孚
一
（
一
八
一
一
‐
一
八
九
二
）

　

児
島
郡
木
目
村
に
石
井
伝
蔵
の
第
三
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
林
源
介
永

寧
の
養
子
と
な
り
、
家
業
の
薬
種
屋
を
継
ぐ
。
森
田
節
斎
や
鈴
木
重
胤
の

影
響
を
受
け
、
勤
皇
の
志
士
た
ち
と
交
わ
る
。
志
士
た
ち
の
援
助
・
救
護

を
す
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。
明
治
二
年
、
続
義
倉
の
開
設
を
発
議
す
る
。

同
十
一
年
、
窪
屋
郡
長
に
進
み
、
十
六
年
ま
で
勤
め
る
。
翌
年
、
功
に
よ

り
宮
内
省
か
ら
金
百
円
を
下
賜
さ
れ
た
。

　

※
出
典　

上
田
昌
三
郎
編
『 

備
中
倉
敷
林
家　

孚
一
と
源
十
郎
の
面
影
』

上
・
下
巻
（
私
家
版
、
二
〇
〇
五
）

写真５　林孚一肖像
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剤
師
会
長
を
務
め
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
岡
山
県
の
薬
業
界
や

薬
学
関
係
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
人
物
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

　

十
一
代
の
源
十
郎
が
、
わ
が
国
の
薬
剤
師
の
免
許
証
番
号
十
三

番
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
医
薬
分
業
の
推
進

の
た
め
国
会
に
陳
情
に
行
く
な
ど
、
薬
業
界
の
発
展
の
た
め
に
尽

力
し
て
い
ま
す
。

　

十
二
代
源
十
郎
は
、
私
が
研
究
し
て
い
ま
す
備
中
売
薬
に
関
し

て
申
し
ま
す
と
、
戦
争
中
に
企
業
統
合
で
岡
山
県
製
薬
株
式
会
社

と
い
う
の
が
出
来
た
際
に
社
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
林
家
は
以
前
か
ら
知
っ
て
お
り
ま
し

た
し
、
薬
業
界
の
名
門
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ

う
い
っ
た
点
で
は
、
抵
抗
無
し
に
林
家
と
い
う
も
の
に
は
入
っ
て

行
け
ま
し
た
。

　

た
だ
、
林
孚
一
と
な
り
ま
す
と
、
私
に
は
縁
が
無
か
っ
た
も
の

で
す
か
ら
、
今
回
記
念
室
づ
く
り
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
改
め

て
勉
強
し
直
し
ま
し
た
。
続
義
倉
、
勤
皇
の
志
士
た
ち
と
の
交
わ

り
、
手
紙
が
出
て
き
て
錚
々
た
る
人
物
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
な
ど
を
知
り
、
改
め
て
孚
一
の
偉
大
さ
を
見
ま
し
た
。

　

―
林
家
の
人
物
に
つ
い
て
感
じ
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

林
孚
一
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と

―
鈴
木
重
胤
や
森
田
節
斎
の

影
響
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が

―
倉
敷
の
小
さ
な
薬
屋
が
、
幅

広
い
交
友
関
係
を
築
き
、
広
い
日
本
を
見
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
魅

力
を
感
じ
ま
す
。
書
籍
の
出
版
も
行
い
、
最
後
は
窪
屋
郡
の
郡
長

林
源
十
郎
（
一
八
六
五
‐
一
九
三
五
）

　

窪
屋
郡
倉
敷
村
に
林
甫
蔵
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
生
後
間
も
な
く

父
を
失
っ
た
た
め
祖
父
孚
一
の
薫
陶
を
受
け
、
同
志
社
及
び
岡
山
薬
学
校

で
学
ぶ
。
明
治
二
十
五
年
家
業
を
継
ぎ
、
大
正
十
四
年
に
は
自
ら
の
名
に

因
み
店
名
を
林
源
十
郎
商
店
と
改
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
し
、
石
井
十

次
の
岡
山
孤
児
院
を
支
援
し
た
。
大
原
孫
三
郎
は
、源
十
郎
を
「
祈
り
の
人
」

（「
追
憶
の
言
葉
」）
と
評
し
て
い
る
。

　

※
出
典　

上
田
昌
三
郎
編
『 

備
中
倉
敷
林
家　

孚
一
と
源
十
郎
の
面
影
』

上
・
下
巻
（
私
家
版
、
二
〇
〇
五
） 写真６　十一代林源十郎夫妻肖像
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も
務
め
ま
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
、
政
府
へ
の
財
政
の
説
明
に
山

田
方
谷
が
行
く
か
、
孚
一
が
行
く
か
と
い
う
ほ
ど
岡
山
県
か
ら
も

信
頼
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
の
頃
、
和
書
が
売
れ
な
く
な
り
、

あ
る
い
は
番
頭
さ
ん
が
良
く
な
か
っ
た
り
し
て
経
営
が
苦
し
く
な

り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
中
か
ら
経
営
を
持
ち
直
し
て
い
っ
た

質
実
ぶ
り
が
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

十
一
代
の
源
十
郎
は
キ
リ
ス
ト
教
に
傾
倒
し
、
お
金
が
で
き
た

ら
世
の
中
の
人
に
黙
っ
て
寄
附
を
し
、
石
井
十
次
を
応
援
す
る
な

ど
、
自
分
自
身
は
非
常
に
質
素
な
生
活
を
し
た
キ
リ
ス
ト
教
精
神

が
凄
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
源
十
郎
商
店
を
改
築
し
て
み
ま
し

た
が
、
裏
に
本
宅
や
離
れ
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
豪
華

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
位
や
お
金
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
人

で
す
が
、非
常
に
質
素
な
生
活
を
し
て
い
た
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。

　

―
記
念
室
づ
く
り
に
携
わ
ら
れ
て
一
番
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す

か
？

　

一
薬
剤
師
で
未
経
験
の
者
が
、
こ
れ
だ
け
の
企
画
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
小
さ
い
な
が
ら
も
ま
と
ま
っ
た
記
念
室
が
出
来
た
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
林
源
十
郎
商
店
へ
非
常
に
大
勢
の
お
客
様
に

入
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
源
十
郎
商
店
そ
の
も
の
が

新
し
い
観
光
地
に
な
り
、
街
づ
く
り
に
お
役
に
た
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
。
そ
こ
で
、
つ
い
で
に
記
念
室
を
見
て
、
孚
一
や
源
十
郎

の
立
派
な
人
柄
を
分
か
っ
て
い
た
だ
き
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

―
記
念
室
が
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
ど
ん
な
反
響
が
あ
り
ま
し
た
か

　

記
念
室
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が
置
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
皆
さ

ん
と
て
も
好
意
的
に
書
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
県
内
外
を
問

わ
ず
、
孚
一
や
源
十
郎
を
は
じ
め
て
知
っ
た
と
か
、
源
十
郎
と
石

井
十
次
の
関
係
が
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
喜
ん
で
い
た
だ
い
て

お
り
、
反
響
は
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
二

日
に
一
回
は
持
ち
帰
り
、

記
録
を
つ
け
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
お
話
し
ま
し
た

薬
箪
笥
に
驚
か
れ
て
い

る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

―
現
在
思
う
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
い

　

こ
れ
か
ら
長
い
間
ど

の
よ
う
に
維
持
し
て
行

く
か
、
将
来
ど
う
い
う

ふ
う
に
改
装
す
る
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
い

写真７　林源十郎商店記念碑
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ま
す
。
私
も
い
つ
ま
で
も
携
わ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
会

社
な
り
が
い
か
に
源
十
郎
商
店
を
維
持
し
て
行
く
か
と
い
う
こ
と

が
課
題
で
す
。

　

―
林
家
の
人
々
の
顕
彰
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業
は
あ
り
ま
す

か
？

　

今
の
と
こ
ろ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。記
念
室
を
つ
く
っ
た
と
き
に「
林

源
十
郎
商
店
発
祥
之
地
」
と
い
う
石
碑
を
建
て
て
永
久
保
存
的
な

こ
と
は
し
た
の
で
す
が
…
。
林
家
の
歴
史
に
は
立
派
な
方
が
大
勢

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
ど
、
ど
う
取
り
上
げ
る
か
が
な
か
な
か
難

し
い
と
思
い
ま
す
。
一
般
市
民
の
方
に
ど
こ
ま
で
関
係
が
あ
る
か

と
い
う
話
に
な
り
ま
す
し
…
。
大
原
孫
三
郎
や
石
井
十
次
な
ど
と

の
関
係
で
新
し
い
も
の
が
出
て
き
て
、
源
十
郎
の
見
直
し
が
進
め

ば
面
白
い
も
の
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
現
在
展
示
し
て

い
な
い
資
料
も
機
会
が
あ
れ
ば
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
林
家
と
は
直
接
関
係
は
無
い
の
で
す
が
、
錦
絵
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
も
の
も
出
し
て
行
き
た
い
。
た

だ
、
林
家
は
質
素
な
生
活
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
美
術
品
や
骨

董
品
の
類
は
余
り
多
く
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

―
土
岐
様
が
薬
学
に
志
す
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ

い

　

人
間
に
と
っ
て
薬
は
重
要
な
も
の
で
す
の
で
薬
に
つ
い
て
知
り

た
い
と
思
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
私
は
子
供
の
頃
か
ら
植
物
が

好
き
な
も
の
で
、
薬
草
に
も
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
薬
学
は
、
合

成
、
有
機
化
学
、
無
機
化
学
、
薬
理
学
、
生
理
学
、
生
化
学
、
植

物
学
…
と
、
非
常
に
幅
広
い
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
惹
か

れ
ま
し
た
。

　

薬
草
と
申
し
ま
す
と
、
林
源
十
郎
商
店
の
記
念
碑
の
ま
わ
り
に

薬
草
花
壇
を
設
け
て
い
ま
す
。
最
高
顧
問
の
斎
藤
が
発
案
者
で
、

土
岐
隆
信
氏
（
薬
剤
師
、
株
式
会
社
エ
バ
ル
ス
顧
問
）

　

昭
和
十
八
年
、
岡
山
県
生

ま
れ
。
京
都
薬
科
大
学
を
卒

業
後
、
岡
山
県
職
員
と
な
り
、

長
年
薬
務
行
政
に
携
わ
る
。
県

立
岡
山
病
院
薬
剤
科
長
を
最

後
に
退
職
し
、
現
職
。
著
書

に
『
岡
山
の
薬
草
』（
山
陽
新

聞
社
、一
九
八
二
、共
著
）、『
続

岡
山
の
薬
草
』（
山
陽
新
聞
社
、

一
九
八
四
、
共
著
）、『
備
中
売

薬
―
岡
山
の
置
き
薬
―
』（
日

本
文
教
出
版
、
二
〇
一
一
、
共
著
）
が
あ
る
。

写真８　土岐隆信氏近影
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源
十
郎
商
店
は
も
と
も
と
薬
関
係
の
お
店
で
も
あ
り
ま
す
し
、
同

じ
植
え
る
の
な
ら
ば
薬
草
や
薬
木
を
植
え
て
行
き
た
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
花
壇
や
庭
に
は
、
ボ
タ
ン
・
シ
ャ
ク
ヤ
ク
・

ミ
シ
マ
サ
イ
コ
・
ナ
ツ
メ
・
サ
ン
シ
ュ
ユ
・
ダ
イ
ダ
イ
な
ど
漢
方

薬
の
原
料
と
な
る
薬
草
・
薬
木
を
植
え
て
い
ま
す
。

　

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

※�　

林
源
十
郎
商
店
記
念
室
は
、
定
休
日
が
毎
週
月
曜
日
と
年
末
年
始
。
午

前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
開
館
。
入
場
料
は
無
料
。

　
（
聞
き
手
は
山
本
太
郎
・
立
石
智
章
、
文
責
は
立
石
智
章
）
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、
倉
敷
市
所
蔵
小
野
家
文
書
（
小
野
一

臣
氏
寄
贈
）
の
「
訴
状
写（

１
）」

と
、「
小
豆
島
大
部
村
之
内　

小
部
村

岩
屋
流
不
動
尊
紛
失
一
件（

２
）」

で
あ
る
。
本
史
料
は
、
倉
敷
代
官
支

配
の
讃
岐
国
小
豆
島
に
お
け
る
岩
屋
不
動
尊
を
め
ぐ
る
寺
院
と
村

人
の
実
態
を
知
り
う
る
も
の
と
し
て
極
め
て
興
味
深
く
、
倉
敷
代

官
役
所
や
倉
敷
村
庄
屋
と
の
関
係
も
含
み
、
多
面
的
な
利
用
が
可

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
に
翻
刻
し
て
紹
介
す
る
。

　
　
　

一　

倉
敷
代
官
の
小
豆
島
支
配

　

小
豆
島
が
豊
臣
家
の
直
轄
か
ら
徳
川
幕
府
の
直
轄
に
な
っ
た
の

は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
六
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
石

高
は
三
〇
三
六
石
九
斗
八
升
で
、
人
口
一
万
八
七
九
六
人
で
あ
っ

た（
３
）。

支
配
は
、
伏
見
奉
行
、
そ
の
後
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
か

ら
大
坂
船
奉
行
・
大
坂
町
奉
行
と
な
り
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）

大
坂
代
官
に
移
っ
た
。
そ
し
て
、
大
坂
代
官
で
あ
っ
た
千
種
清
右

衛
門
が
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
倉
敷
代
官
に
転
任
し
た
こ
と

に
よ
り
、小
豆
島
は
倉
敷
代
官
の
支
配
に
な
っ
た
。
以
降
高
松
藩
・

伊
予
松
山
藩
預
か
り
の
時
期
を
除
い
て
ほ
ぼ
倉
敷
代
官
支
配
が
続

い
た（

４
）が

、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
津
山
藩
が
西
部
六
カ
村
（
池

田
・
土
庄
・
渕
崎
・
小
海
・
上
庄
・
肥
土
山
）、
五
八
九
一
石
余
を
領
有

し
た（

５
）。

草
加
部
・
大
部
・
福
田
の
三
カ
村
は
倉
敷
代
官
支
配
が
幕

末
ま
で
続
い
た
。

　

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
二
月
に
倉
敷
代
官
野
口
辰
之
助
が
後
任

の
代
官
柘
植
又
左
衛
門
に
申
し
送
っ
た
引
継
申
送
書
の
写
に
は
、

　
　
　
　
　

倉
敷
代
官
支
配
の
小
豆
島
に
お
け
る

　
　
　
　
　　
　
　
　

不
動
尊
紛
失
を
め
ぐ
る
訴
訟
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山　

本　

太　

郎

史
料
紹
介
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小
豆
島
に
関
す
る
か
な
り
の
箇
条
が
見
ら
れ
る
。
小
豆
島
は
海
上

遠
隔
地
で
あ
り
、
年
貢
塩
を
一
部
大
坂
城
内
味
噌
御
用
塩
に
納
め

た
り
、
俵
物
の
煎
海
鼠
を
稼
い
だ
り
す
る
な
ど
産
物
に
特
徴
が
あ

り
、
ま
た
草
加
部
村
に
転
び
切き

り
し
た
ん

支
丹
類
族（

６
）が

あ
る
。
こ
う
し
た
特

殊
な
実
情
が
あ
る
地
域
で
あ
る
た
め
、
代
官
は
特
に
注
意
し
て
引

き
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う（

７
）。

　
　
　

二　

内
容
と
若
干
の
論
点

　

以
下
、
史
料
の
内
容
を
紹
介
し
て
行
き
た
い
。

　
「
訴
状
写
」
は
、
讃
州
小
豆
島
大
部
村
観
音
寺
の
良
賢
が
、
小

部
村
浄
宗
寺
・
浄
宗
寺
隠
居
了
恵
、
小
部
村
年
寄
代
長
左
衛
門
・

小
部
村
百
姓
一
〇
人
を
相
手
取
っ
て
、
大
草
太
郎
右
馬
倉
敷
代
官

役
所
へ
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
閏
正
月
に
横
領
を
訴
え
た
訴
状

の
写
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
良
賢
の
立
場
で
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

良
賢
に
よ
る
と
、
小
豆
島
大
部
村
の
内
小
部
村（

８
）の

恵
門
瀧
岩
屋

不
動
尊
は
、
両
手
の
な
い
片
手
不
動
と
、
先
年
浜
へ
流
れ
着
い
た

流
不
動
の
不
動
尊
二
体
を
納
め
、
観
音
寺
が
昔
か
ら
別
当
を
勤
め

て
き
た
。
し
か
し
文
政
二
年
正
月
に
扉
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
不
動

本
尊
が
紛
失
し
て
い
た
。
同
年
三
月
に
は
紛
失
し
て
い
た
不
動
尊

が
、
新
た
に
両
手
を
付
け
ら
れ
ベ
ン
ガ
ラ
で
彩
色
さ
れ
て
戻
っ
て

い
た
が
、
ま
だ
流
不
動
が
紛
失
し
て
い
た
の
で
、
手
掛
り
を
探
し

て
い
た
。
文
政
四
年
六
月
十
三
日
に
小
部
村
の
百
姓
が
岩
屋
へ
籠

り
雨
乞
い
し
た
い
と
い
っ
て
き
た
の
で
召
使
に
鍵
を
持
た
せ
た
と

こ
ろ
、
小
部
村
の
者
が
大
勢
岩
屋
へ
来
て
無
遠
慮
に
扉
を
開
け
、

本
尊
に
災
い
が
あ
り
、
流
不
動
紛
失
の
こ
と
確
か
に
見
届
け
た
と

申
し
立
て
た
。
六
月
十
七
日
に
大
部
村
庄
屋
が
小
部
村
年
寄
代
・

百
姓
を
連
れ
て
観
音
寺
へ
来
て
、
不
動
尊
に
災
い
が
あ
り
、
流
不

動
が
紛
失
し
た
の
な
ら
早
々
に
役
所
へ
届
け
出
る
は
ず
の
と
こ

ろ
、
村
役
人
へ
も
知
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
等な

お
ざ
り閑

な
致
し
方
な
の

で
、
観
音
寺
へ
別
当
を
任
せ
が
た
く
、
小
部
村
に
預
か
り
た
い
と

い
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
企
み
と
気
付
い
た
。

　

本
尊
を
観
音
寺
へ
迎
え
取
り
た
い
こ
と
を
手
紙
で
年
寄
長
左
衛

門
へ
掛
け
合
っ
た
上
、
五
人
の
者
へ
頼
み
看か

ん
ぼ
う坊

一
人
を
添
え
、
岩

屋
か
ら
本
尊
を
取
り
出
し
小
部
村
浜
ま
で
持
ち
越
そ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
小
部
村
の
者
が
大
勢
で
差
し
押
さ
え
、
盗
賊
を
差
し
捕
え

た
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
者
が
お
り
、
早

速
良
賢
が
行
っ
て
交
渉
し
、
小
部
村
か
ら
番
人
を
付
け
る
約
束
で

取
り
出
し
た
本
尊
を
岩
屋
へ
戻
し
た
。
訴
え
よ
う
と
考
え
て
い
た

が
、
小
部
村
百
姓
か
ら
様
々
に
こ
し
ら
え
た
書
付
で
願
い
出
た
た
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め
、
良
賢
と
五
人
の
者
が
呼
び
出
さ
れ
、
五
人
の
者
は
罰
を
受
け

良
賢
一
同
宿
預
け
を
命
令
さ
れ
て
吟
味
中
、
小
豆
島
上
庄
村
庄
屋

与
一
左
衛
門
が
扱
い
に
立
ち
入
っ
た
。
村
役
人
へ
も
届
け
ず
不
動

尊
を
迎
え
取
り
に
遣
わ
し
た
の
は
良
賢
の
心
得
違
い
で
あ
り
、
観

音
寺
が
別
当
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
か
ら
、
何
分
取
扱
人
に

任
せ
て
内
済
す
る
よ
う
説
得
す
る
の
で
、
厳
し
い
罰
を
蒙
っ
た
五

人
の
こ
と
を
考
え
て
吟
味
下
げ
を
願
い
出
、
一
同
帰
村
し
た
。

　

そ
の
後
岩
屋
は
小
部
村
の
者
が
管
理
し
別
当
の
良
賢
が
立
ち
入

る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
去
る
六
月
以
来
の
散さ

ん
も
つ物

は（
９
）小

部
村
の

者
が
奪
い
取
っ
た
に
相
違
な
い
。
正
月
中
の
参
詣
人
が
多
い
と
き

も
小
部
村
の
甚
兵
衛
が
岩
屋
を
差
配
し
て
お
り
、
取
扱
人
与
一
左

衛
門
が
良
賢
へ
言
っ
た
こ
と
と
は
違
い
、
小
部
村
の
百
姓
に
差
配

さ
せ
る
つ
も
り
に
見
え
、
や
む
な
く
訴
訟
申
し
上
げ
る
。

　

昔
か
ら
観
音
寺
が
別
当
を
勤
め
諸
事
を
差
配
し
て
き
た
こ
と

は
、
明
和
年
中
の
出
入
済
口
証
文
に
あ
り
、
不
動
尊
寄
附
山
の
山

林
と
散
物
等
を
小
部
村
の
百
姓
が
自
由
に
し
、
浄
宗
寺
へ
納
め
る

よ
う
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
こ
と
は
先
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

本
尊
へ
災
い
を
し
、
流
不
動
を
隠
し
て
観
音
寺
の
落
度
に
し
、
別

当
を
引
き
離
す
企
み
で
あ
り
、
浄
宗
寺
を
始
め
相
手
名
前
の
百
姓

共
が
馴
れ
合
い
の
う
え
し
た
こ
と
に
相
違
な
い
。
紛
失
の
不
動
は

浄
宗
寺
隠
居
了
恵
宅
の
押
入
の
内
に
隠
し
、
密
か
に
供
物
を
供
え

て
い
る
風
聞
が
あ
る
の
で
、
相
手
の
者
共
一
同
を
召
し
出
し
、
悪

事
吟
味
の
上
隠
し
て
い
る
不
動
尊
を
差
し
出
し
、
観
音
寺
が
別
当

を
無
難
に
勤
ま
る
よ
う
命
じ
て
く
だ
さ
い
。

　

以
上
が
訴
状
の
要
約
で
あ
る
。
も
う
一
点
の
「
小
豆
島
大
部
村

之
内　

小
部
村
岩
屋
流
不
動
尊
紛
失
一
件
」
は
、
岩
屋
流
不
動
尊

紛
失
一
件
に
つ
い
て
、
代
官
役
所
か
ら
内
済
を
命
じ
ら
れ
た
倉
敷

村
庄
屋
の
七
太
夫
ら
が
、
内
済
後
に
浄
宗
寺
と
同
寺
隠
居
に
渡
し

た
一
札
、
扱
人
が
か
か
っ
た
費
用
を
訴
訟
方
と
相
手
方
に
請
求
し

た
覚
、
訴
訟
方
・
相
手
方
・
与
一
左
衛
門
代
惣
右
衛
門
・
庄
屋
龍

太
代
喜
内
に
よ
る
一
件
内
済
為
取
替
証
文
な
ど
の
受
取
書
、
七
太

夫
が
観
音
寺
檀
家
衆
中
に
宛
て
た
書
状
な
ど
の
写
し
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
小
豆
島
で
の
寺
院
・
村
人
を
巻
き
込
ん

だ
不
動
尊
を
め
ぐ
る
争
い
の
調
停
を
、
倉
敷
村
庄
屋
が
代
官
役
所

か
ら
命
じ
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倉
敷

代
官
支
配
に
お
け
る
陣
屋
元
村
庄
屋
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
た
め

の
一
事
例
に
な
る
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。

　

注
（
１
）
倉
敷
市
所
蔵
小
野
家
文
書
一
一
三
―
一
五
。
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（
２
）
倉
敷
市
所
蔵
小
野
家
文
書
一
一
三
―
一
四
。

（
３ 
）『
土
庄
町
誌
』（
香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
、
一
九
七
一
年
）
一
六
六
頁
。

（
４
）
同
右
二
三
四
～
二
四
一
頁
。

（
５ 

）『
津
山
藩
と
小
豆
島
』（
津
山
郷
土
博
物
館
、
一
九
九
八
年
）
四
九
頁
。

（
６ 

）
小
豆
島
は
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
の
徳
川
家
康
の
禁
令
ま
で
は

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
広
ま
っ
た
地
で
あ
っ
た（『
香
川
県
の
地
名
』平
凡
社
、

一
九
八
九
年
）。

（
７ 

）
山
本
太
郎
『
近
世
幕
府
領
支
配
と
地
域
社
会
構
造
―
備
中
国
倉
敷
代
官

役
所
管
下
幕
府
領
の
研
究
―
』（
清
文
堂
、二
〇
一
〇
年
）
五
二
～
七
〇
頁
。

（
８ 

）
小
部
村
は
大
部
村
の
枝
村
で
、
親
村
大
部
村
と
は
住
民
の
出
自
を
異
に

し
、
播
州
赤
穂
か
ら
の
移
住
者
が
草
分
け
に
な
っ
た
村
と
考
え
ら
れ
る

（『
香
川
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
９
）
こ
こ
で
は
賽
銭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
10 
）
陣
屋
元
村
庄
屋
の
、
他
の
庄
屋
と
は
別
格
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

山
本
注
７
前
掲
書
三
六
四
頁
で
触
れ
た
。

（
や
ま
も
と　

た
ろ
う　

倉
敷
市
総
務
局
総
務
部
総
務
課
課
長
主
幹
）

　
　
　
　

史　

料

　
　
　
（
表
紙
）（
一
七
・
○
×
二
四
・
八
㎝
）

　
　
　
　
　
　

乍
恐
以
書
附
御
訴
訟
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

讃
州
小
豆
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
部
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訴
訟
人　

観　

音　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良　

賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
郡
大
部
村
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
部
村

　
　

一
横
領
出
入　
　
　
　
　
　
　
　

相
手　
　

浄　

宗　

寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
浄
宗
寺
隠
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

了　
　
　

恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
島
大
部
村
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
部
村
年
寄
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

長
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

平　

九　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

忠　

兵　

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

長　

五　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

訴　

状　

写
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同　
　
　

伊　

十　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

又　

四　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

忠
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

庄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

吉　

次　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

助　

五　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

甚　

兵　

衛

　
　

 

右
訴
訟
人
観
音
寺
奉
申
上
候
、
讃
州
小
豆
島
大
部
村
之
内

小
部
村
恵
門
瀧
岩
屋
不
動
尊
之
義
者
、
片
手
不
動
与
唱
へ
両

手
無
之
、
別
ニ
一
体
流
不
動
与
唱
先
年
同
村
浜
江
流
寄
候
を

右
岩
屋
江
一
緒
ニ
納
、
不
動
尊
二
体
ニ
而
御
座
候
、
右
者
従

往
古
拙
寺
別
当
相
勤
諸
事
差
配
仕
来
候
得
共
、
拙
寺

ハ

一
里
余
り
相
隔
り
十
八
町
者
甚
嶮
岨
成
山
道
ヲ
登
り
候
義
ニ

付
、
日
勤
も
不
仕
、
月
々
祭
日
ニ
者
罷
越
相
勤
罷
在
候
、
然

ル
所
去
ル
卯
年
正
月
中
祈
念
之
義
有
之
罷
越
開
扉
い
た
し
候

処
、
不
動
本
尊
之
分
致
紛
失
候
ニ
付
、
差
驚
得
与
見
お
よ
ひ

候
所
錠
前
損
し
無
之
、
合
鍵
ヲ
以
取
出
シ
候
様
相
見
江
盗
取

候
も
の
と
ハ
不
相
見
、
意
恨
有
之
者
、
拙
寺
越
度
ニ
可
致
巧

ニ
而
押
隠
候
哉
ニ
心
附
、
手
掛
り
為
相
探
拙
寺
弟
子
之
外
ハ

寺
内
之
も
の
江
茂
不
申
、
専
密
々
心
掛
罷
在
、
同
年
三
月
中

旬
之
頃
罷
越
見
お
よ
ひ
候
処
、
右
紛
失
之
不
動
尊
新
ニ
両
手

ヲ
拵
江
か
す
が
ひ
ニ
而
打
附
、
紅
か
ら
ニ
而
致
彩
色
、
右
岩

屋
江
差
戻
し
有
之
、
猶
又
流
不
動
与
申
分
紛
失
い
た
し
候
ニ

付
、
右
岩
屋
堂
之
義
先
年
ハ
さ
る
こ
う
し
一
重
而
已
ニ
有
之

候
ヲ
、
先
観
音
寺
中
江
仕
切
ヲ
入
二
重
ニ
い
た
し
有
之
、
猶

又
此
節
厨
子
ヲ
拵
都
合
三
重
ニ
錠
前
ヲ
お
ろ
し
、
厳
重
ニ
締

り
を
付
置
、
密
ニ
手
掛
り
相
探
居
候
処
、
去
ル
巳
年
六
月

十
三
日
小
部
村
百
姓
共
右
岩
屋
江
籠
り
雨
乞
致
置
候
様
申
来

り
候
ニ
付
、
拙
寺
召
仕
之
も
の
ニ
鍵
ヲ
為
持
差
遣
候
処
、
同

村
之
者
と
も
大
勢
岩
屋
へ
罷
越
不
遠
慮
ニ
扉
ヲ
開
、
本
尊
ニ

致
災
有
之
義
、
流
不
動
紛
失
之
儀
風
聞
ニ
承
候
通
り
無
相

違
、
慥
ニ
見
届
候
様
申
立
、
其
夜
相
手
同
村
年
寄
代
長
左
衛

門
外
両
人
拙
寺
へ
罷
越
相
尋
候
ニ
付
、
余
人
江
不
相
知
内
分
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ニ
致
置
候
始
末
委
細
申
聞
候
処
、
同
月
十
七
日
右
相
手
年
寄

代
長
左
衛
門
ヲ
始
小
部
村
百
姓
相
手
平
九
郎
・
忠
兵
衛
・
長

五
郎
・
伊
十
郎
・
又
四
郎
・
忠
左
衛
門
・
庄
左
衛
門
・
吉
次

郎
・
助
五
郎
、
右
名
前
之
者
共
を
召
連
、
大
部
村
庄
屋
龍
太

拙
寺
江
罷
越
、
不
動
尊
ニ
致
災
有
之
儀
、
流
不
動
致
紛
失
候

ハ
ヽ
早
々
御
役
所
江
可
届
出
筈
之
処
、
村
役
人
江
茂
不
相
知

段
等
閑
之
致
方
ニ
候
間
、
当
時
別
当
相
任
か
た
く
、
小
部
村

江
預
り
度
段
申
聞
候
ニ
付
、
右
名
前
之
者
共
之
巧
候
儀
与
心

付
、
始
而
得
手
掛
ヲ
最
早
御
役
所
江
御
届
可
申
上
候
間
、
当

時
従
小
部
村
岩
屋
江
番
人
ヲ
付
呉
候
様
相
頼
候
得
共
聞
入
候

も
の
壱
人
茂
無
之
、
一
同
引
取
候
ニ
付
、
万
一
此
上
本
尊
被

押
隠
候
而
者
不
念
之
申
訳
難
立
と
存
、
当
時
本
尊
拙
寺
江
迎

取
度
段
以
手
紙
年
寄
長
左
衛
門
江
及
掛
合
候
上
、
源
蔵
・
忠

左
衛
門
・
文
蔵
・
丹
蔵
・
太
四
郎
、
五
人
之
者
相
頼
、
看
坊

壱
人
差
添
岩
屋
江
差
遣
シ
、
本
尊
ヲ
取
出
シ
小
部
村
浜
迄
持

越
候
処
、
同
村
之
者
共
大
勢
ニ
而
差
押
江
、
盗
賊
差
捕
へ
候

様
申
居
候
由
相
知
せ
候
者
有
之
、
早
速
拙
僧
罷
越
再
応
押
合

候
所
、
小
部
村

番
人
ヲ
付
候
筈
ニ
而
取
出
候
本
尊
右
岩
屋

へ
戻
納
置
、
此
段
御
訴
可
申
上
与
奉
存
候
処
、
本
寺
宝
性
院

用
向
申
来
り
出
訴
延
引
仕
居
候
内
、
却
而
小
部
村
百
姓
共

様
々
取
拵
候
書
付
を
以
奉
願
上
候
ニ
付
、
拙
僧
始
拙
僧
よ

り
相
頼
本
尊
迎
取
ニ
遣
シ
候
忠
右
衛
門
外
四
人
之
者
一
同
被

為　

御
召
出
忠
右
衛
門
外
四
人
之
者
ハ
御
過
怠
之
上
拙
僧
一

同
宿
預
ケ
被　

仰
付
御
吟
味
中
同
島
上
庄
村
庄
屋
与
一
左
衛

門
取
�
ニ
立
入
、
拙
僧
江
申
聞
候
者
、
村
役
人
江
茂
不
相
届

不
動
尊
迎
取
ニ
遣
シ
候
ハ
、
拙
僧
心
得
違
ニ
候
間
、
此
段
小

部
村
百
姓
共
江
相
詫
候
趣
之
及
挨
拶
ニ
、
御
役
所
江
差
出
シ

候
書
附
ニ
も
右
様
相
認
候
得
者
、
小
部
村
ニ
而
者
同
村
ニ
構
ひ

来
り
候
岩
屋
堂
之
鍵
与
申
立
候
古
鍵
帰
村
次
第
取
�
人
江
請

取
相
渡
シ
可
申
、
勿
論
以
来
拙
寺
別
当
差
紛
不
申
様
急
度
取

計
可
申
間
、
何
分
取
扱
人
ニ
相
任
内
済
可
致
様
精
々
利
解
被

申
聞
候
ニ
付
、
相
詫
候
心
底
ハ
無
之
候
得
共
、
拙
僧

相
頼

本
尊
迎
取
ニ
遣
シ
候
忠
右
衛
門
外
四
人
之
者
共
厳
敷
御
過
怠

を
蒙
り
数
日
相
苦
ミ
候
有
様
、
拙
僧
御
過
怠
ヲ
請
候

も
苦

敷
存
、
取
扱
人
与
一
左
衛
門
任
申
旨
御
吟
味
下
奉
願
上
、
一

同
致
帰
村
候
処
、
右
岩
屋
者
小
部
村
之
者
共
〆
り
ヲ
付
別
当

之
拙
僧
立
入
候
義
も
不
相
叶
、
約
速
之
古
鍵
茂
相
渡
不
申
候

ニ
付
、
再
三
掛
合
ニ
お
よ
ひ
候
得
共
日
延
之
挨
拶
而
已
申
聞
、

去
ル
極
月
ニ
至
不
動
尊
ハ
小
部
村
百
姓
自
由
ニ
可
致
旨
申
立

候
趣
与
一
左
衛
門

拙
僧
江
申
聞
、
且
拙
僧
参
詣
致
度
罷
越
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候
節
ハ
、
相
手
小
部
村
百
姓
甚
兵
衛
附
添
居
、
去
ル
六
月
以

来
之
散
物
之
儀
相
尋
候
得
共
同
人
者
存
不
申
旨
相
答
江
、
何

ニ
茂
不
申
聞
候
得
共
、
小
部
村
之
者
奪
取
候
ニ
相
違
無
之
、

正
月
中
参
詣
人
多
有
之
節
者
右
甚
兵
衛
罷
越
差
配
仕
、
取
扱

人
与
一
左
衛
門
拙
僧
江
申
聞
候
与
者
甚
相
違
成
義
ニ
而
、
以

来
小
部
村
之
百
姓
共
へ
差
配
仕
候
積
り
に
相
見
へ
、
不
得
止

事
御
訴
訟
奉
申
上
、
尤
去
ル
六
月
中
小
部
村
百
姓
共
拙
僧
江

相
掛
り
候
願
書
面
之
内
、
先
年
ハ
相
手
浄
宗
寺
鍵
預
居
候
様

申
立
候
儀
、
其
後
村
方
年
寄
方
ニ
預
り
居
候
様
申
立
候
儀
、

其
外
品
々
申
立
候
ケ
条
者
全
偽
ニ
而
、
取
拵
候
儀
ニ
相
違
無

之
、
往
古

拙
寺
別
当
相
勤
諸
事
差
配
仕
来
り
候
儀
ハ
、
明

和
年
中
出
入
済
口
証
文
ニ
慥
ニ
有
之
、
右
不
動
尊
寄
附
山
之

山
林
并
散
物
等
小
部
村
百
姓
共
自
由
ニ
仕
浄
宗
寺
江
相
納
候

様
致
度
望
有
之
儀
ハ
、
先
年

之
義
ニ
而
、
是
又
右
済
口
証

文
書
面
之
内
ニ
相
顕
レ
有
之
候
処
、
別
而
近
年
発
向
仕
候
ニ

付
、
弥
望
相
懸
り
本
尊
江
致
災
、
流
不
動
を
押
隠
候
て
拙
寺

越
度
ニ
い
た
し
別
当
引
離
候
巧
ニ
而
、
浄
宗
寺
ヲ
始
相
手
名

前
之
百
姓
共
馴
合
之
上
仕
成
候
儀
相
違
無
之
儀
者
書
面
奉
申

上
候
通
、
不
動
尊
致
紛
失
候
節
拙
僧
弟
子
之
外
余
人
江
申
聞

候
儀
者
決
而
無
之
候
処
、
小
部
村
之
百
姓
共
能
存
罷
在
候
儀
、

且
去
ル
巳
年
六
月
中
様
々
取
拵
へ
候
偽
書
ヲ
以
申
立
候
書
面

之
手
続
慥
成
証
拠
ニ
奉
存
、
猶
又
其
節
右
紛
失
之
流
不
動
ハ

浄
宗
寺
隠
居
相
手
了
恵
宅
之
押
入
之
内
ニ
隠
シ
有
之
、
密
ニ

供
物
ヲ
備
へ
居
候
風
聞
有
之
候
間
、
相
手
之
者
共
一
同
被
為

　

御
召
出
右
悪
事
御
吟
味
之
上
押
隠
候
不
動
尊
ヲ
指
出
し
、

以
来
拙
寺
別
当
無
難
ニ
相
勤
り
候
様
被　

仰
付
被
為
下
置
候

ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
訴
訟
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
音
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良　

賢

　
　
　
　
　

午
閏
正
月

　
　

大
草
太
郎
右
馬
様

　
　
　
　
　
　
　

御　

役　

所

　
　

前
書
之
通
奉
願
上
候
ニ
付
、
奥
印
仕
奉
差
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍　

太
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（
表
紙
）（
一
七
・
○
×
二
四
・
八
㎝
）

　
　

　
　
　
　
　
　

相
渡
置
一
札
之
事

　
　
　

 

小
豆
島
大
部
村
観
音
寺

御
役
所
江
被
申
立
候
岩
屋
不
動

尊
紛
失
一
件
取
�
一
同
納
得
之
上
、
今
般
及
内
済
、
貴
寺

江
抱
候
ケ
条
左
之
通

　
　

一 

流
不
動
尊
紛
失
い
た
し
浄
宗
寺
隠
居
江
押
隠
居
候
趣
并
浄

宗
寺
百
姓
馴
合
別
当
引
離
候
巧
之
由
、
観
音
寺
申
立
候
得

共
、
取
�
人
得
与
取
調
候
処
、
全
推
量
疑
而
已
ニ
相
決
候

上
ハ
、
申
争
之
儀
者
�
人
�
請
、
且
紛
失
之
流
不
動
尊
像

観
音
寺
者
勿
論
村
中
之
も
の
心
附
相
尋
、
見
当
次
第
如
以

前
片
手
不
動
尊
前
立
ニ
納
置
可
申
事

　
　

 

右
之
通
済
口
証
文
ニ
書
載
候
者
、
於
貴
寺
聊
不
正
之
儀
無
之

疑
相
晴
、
万
一
此
後
如
何
様
之
儀
申
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
拙

者
共
罷
出
急
度
申
訳
可
致
候
、
勿
論
於
観
音
寺
も
以
来
疑
敷

義
無
之
候
間
、
為
後
年
一
札
相
渡
申
候
処
、
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
豆
島
大
部
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄　

屋

　
　

文
政
五
午
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

龍　
　
　

太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
中
倉
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄　

屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七　

太　

夫

　
　
　
　
　

浄
宗
寺

　
　
　

同
寺
隠
居

　
　
　
　
　

了
恵
御
房

　
　

右
一
札
被
成
御
渡
請
取
候
、
已
上

　
　
　
　

午
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄　

宗　

寺
㊞

　
　
　
　
　
　

覚

　
　

一
銀
弐
拾
五
匁

　
　
　
　

是
者
書
類
認
候
紙
代
筆
工
料
共

　
　

一
同
六
拾
七
匁

　
　
　
　

是
者
与
一
左
衛
門
外
飯
代
渡
海
入
用
共

　
　
　

小
豆
島
大
部
村
之
内

　
　
　
　

小
部
村
岩
屋
流
不
動
尊
紛
失
一
件
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〆
銀
九
拾
弐
匁

　
　
　

此
二
ツ
割

　
　
　
　

壱
ツ
分

　
　
　
　
　

銀
四
拾
六
匁

　
　

右
之
通
取
�
中
入
用
相
掛
候
間
、
御
渡
可
被
成
候
、
已
上

　
　
　
　

午
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訴
訟
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手
方

　
　
　

右
銀
子
請
取
即
刻
夫
々
江
相
渡
済

　
　

一
一
件
内
済
証
文
壱
通

　
　

一
明
和
年
中
内
済
証
文
写
壱
通

　
　

右
御
役
所
江
差
上
御
聞
済
被
仰
渡
候
事

　
　

一
一
件
内
済
為
取
替
証
文
壱
通

　
　

一
去
巳
年
願
下
為
取
替
書
付
壱
通

　
　

一
明
和
元
申
年
内
済
証
文
写
壱
通　

　
　

右
慥
受
取
候
、
已
上　
　
　
　

訴
訟
方　

観
音
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良　
　
　

賢
㊞

　
　

一
一
件
内
済
為
取
替
証
文
壱
通

　
　

一
岩
屋
堂
古
鍵
并
散
物
観
音
寺
受
取
書
写
壱
通

　
　

一
取
�
人

浄
宗
寺
江
之
一
札
壱
通

　
　
　
　
　
　

但
シ
別
ニ
請
取
書
有
之

　
　

右
慥
受
取
候
、
已
上　
　
　
　

相
手
方　

浄
宗
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　

道
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
代　

長
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓　

庄
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

忠　

兵　

衛
㊞

　
　

一
一
件
内
済
為
取
替
証
文
壱
通

　
　

一
明
和
元
申
年
内
済
証
文
写
壱
通

　
　

一
古
鍵
散
物
受
取
書
写
壱
通

　
　

右
慥
受
取
候
、
已
上　
　
　
　
　
　

与
一
左
衛
門
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
右
衛
門
㊞

　
　

一
一
件
内
済
為
取
替
証
文
壱
通

　
　

右
慥
受
取
候
、
已
上　
　
　
　
　

庄
屋　

龍
太
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜　
　
　

内
㊞
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一
一
件
内
済
為
取
替
証
文
壱
通

　
　

一
明
和
元
申
年
内
済
証
文
壱
通

　
　
　
　
　

但
今
般
訴
訟
方
相
手
方
連
印
有
之

　
　

一
岩
屋
堂
古
鍵
并
散
物
観
音
寺
受
取
書
本
紙
壱
通

　
　

右
七
太
夫
願
有
之

　
　

右
者
、
内
済
証
文
差
上
候
処
御
聞
済
被
仰
渡
一
同
帰
村
被
仰

　
　

渡
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
り

　
　
　
　

文
政
五
午
年
二
月
十
七
日　
　

永
井
孝
之
進
殿

　
　

 

未
得
御
意
候
得
共
、
以
切
紙
得
御
意
候
、
各
方
弥
御
安
意
珍

重
御
事
ニ
御
座
候
、
然
者
観
音
寺
良
賢
御
房

小
部
村
浄
宗

寺
正
道
御
房
外
拾
二
人
江
相
掛
り
岩
屋
流
不
動
尊
紛
失
一
件

被
願
立
候
処
御
吟
味
中
拙
者
取
�
為
致
内
済
候
様
従　

御
役

所
御
慈
悲
之
御
沙
汰
有
之
、
拙
者
壱
人
種
々
取
�
候
処
、
良

賢
御
房
被
申
聞
候
者
、
拙
者
申
談
候
趣
ニ
而
ハ
同
寺
檀
家
之

衆
如
何
之
存
□

（
虫
損
）難

計
、
何
分
ニ
も
難
済
旨
被
申
聞
候
得
共
、

押
而
理
解
申
談
各
方
江
者
拙
者

以
書
中
申
諭
候
間
是
非

く
御
済
被
成
候
様
相
進
メ
申
候
、
尤
同
寺
不
為
之
儀
を
申

勧
之
儀
ニ
ハ
決
而
無
之
、
已
後
之
取
締
宜
勿
論
是
迄
之
通
別

当
□

（
虫
損
）相

勤
其
外
仕
来
之
儀
聊
も
動
不
申
事
ニ
付
、
強
而
承（

抹
消
）

申
内
済
ニ
相
成
候
間〻
良
賢
御
房
不
束
之
御
法
ハ
無
之
候
間
、

各
方
ニ
も
御
得
心
御
座〻
候
様
致
度
候
、
委
細
者
内
済
為
取
替

証
文
面
ニ
而
御
承
知
可
被
成
候
、
猶
近
日
渡
海
之
節
御
咄
可

□（
虫
損
）□

候
、
右
得
御
意
度
如
此
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倉
敷
庄
屋

　
　
　
　
　

二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

七　

太　

夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
豆
島
大
部
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
音
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檀
家
御
衆
中
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は
じ
め
に

　

犬
養
毅
は
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
自
ら
率
い
る
革
新

倶
楽
部
を
立
憲
政
友
会
に
合
併
さ
せ
、
議
員
辞
職
し
て
政
界
を
引

退
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
当
時
は
立
候
補
届
出
制
で
は
な

く
、
選
挙
区
の
人
々
は
、
犬
養
毅
の
議
員
辞
職
に
伴
う
補
欠
選
挙

に
お
い
て
、
犬
養
毅
を
当
選
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
、
犬
養
毅
と
選
挙
区
の
人
々
と
の
結
び
つ
き
を
物
語
る
も
の
と

し
て
、鷲
尾
義
直
の
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻（

１
）で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

鷲
尾
義
直
は
、「
選
挙
区
民
の
熱
誠
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
一
旦

辞
し
た
衆
議
院
の
議
席
に
復
し
た
木
堂
は
、
遂
に
終
生
辞
任
を
許

さ
れ
な
か
つ
た
。

（
２
）」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
他
の
犬
養
毅
研
究（

３
）で

も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
紹
介
す
る
鷲
尾
義
直
の
『
犬
養
木

堂
伝
』
中
巻
で
は
、
六
九
八
～
七
〇
〇
頁
で
「
木
堂
の
選
挙
区
有

志
の
一
人
な
る
安
原
太
郎
（
都
窪
郡
中
庄
村
）
の
日
記
中
か
ら
、
木

堂
再
選
に
到
る
迄
の
経
緯
を
、
左
記
に
抄
録
す
る
。」
と
し
て
、

犬
養
毅
再
選
運
動
の
経
緯
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
犬

養
毅
再
選
運
動
の
基
本
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
犬
養
毅
再
選
運
動
に
関
す
る
安
原
太
郎
日
記
に
は
、

こ
の
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
、『
木
堂
雑
誌
』
第

十
四
巻
新
年
号（

４
）の

安
原
太
郎
「
犬
養
先
生
再
選
事
情
―
大
正
十
四

年
の
日
記
中
よ
り
―
」
に
所
収
の
も
の
、
そ
れ
か
ら
安
原
太
郎
日

記
原
本
で
あ
る
『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月（

５
）』

と
三
種

類
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
三
種
類
を
比
較
し
、
元
の

日
記
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の

へ
と
な
っ
て
い
く
か
の
過
程
を
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
犬
養
毅
再
選
運
動
の
基
本
史
料
で
あ
る
安
原
太
郎
日

　
　
　
　
　
「
安
原
太
郎
日
記
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前　

田　

昌　

義
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記
の
史
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　

一　
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
部
分
と
『
木
堂
雑
誌
』

　
　
　
　
　

所
収
部
分
の
比
較

　

三
種
類
の
安
原
太
郎
日
記
の
犬
養
毅
再
選
運
動
に
関
す
る
部
分

を
比
較
す
る
。
ま
ず
は
、『
犬
養
木
堂
伝
』中
巻
所
収
の
も
の
と『
木

堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
と
を
比
較
す
る
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
細

か
な
字
句
の
違
い
は
置
い
て
お
き
、『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の

を
以
下
に
掲
げ
、『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
と
大
き
く

違
う
と
こ
ろ
を
注
記
し
た
。
す
な
わ
ち
、〈
〉
は
前
田
に
よ
る
注

記
で
あ
り
、
こ
れ
で
指
摘
し
た
犬
養
毅
再
選
運
動
の
前
後
の
記
述

と
傍
線
部
は
、『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
に
は
な
い
。

　

な
お
、『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、

日
記
か
ら
の
抜
き
書
き
の
前
後
の
文
章
も
紹
介
し
た
。

　
　
〈
前
略
〉

　
　

 　

此
際
此
時
、
前
後
四
十
余
年
終
始
先
生
を
支
持
し
、
政
治

上
の
感
激
に
浸
つ
た
郷
閭
の
一
人
と
し
て
、
先
生
再
選
の
年

の
日
記
の
中
か
ら
当
時
の
記
録
を
拾
い
出
で
、
思
ひ
出
を
新

に
す
る
の
も
強
ち
徒
爾
で
は
な
か
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実

に
不
満
な
も
の
の
心
は
、
兎
も
す
れ
ば
過
去
に
走
り
勝
ち
で

あ
る
か
ら
。

　
　
　
　
（ 

大
正
十
四
年
は
、
筆
者
が
郷
村
中
庄
村
長
（
岡
山
県

都
窪
郡
）
に
就
任
し
て
四
年
目
、
三
十
九
歳
の
年
で

あ
つ
た
。）

　
　

三 

月
十
三
日
。
中
庄
信
号
所
を
改
駅
陳
情
の
為
め
、
隣
村
庄

村
長
内
田
弥
太
郎
、
菅
生
村
長
黒
瀬
槇
次
郎
両
氏
と
上
京

の
為
め
出
発
。
途
中
、
兵
庫
駅
下
車
、
神
戸
鉄
道
局
長
に

陳
情
す
。

　
　

三 

月
十
四
日
。
午
前
九
時
東
京
着
。
本
郷
蓬
莱
町
九
第
一
初

音
館
に
投
宿
。

　
　
　

衆
議
院
傍
聴
。
尾
崎
氏
の
弾
劾
的
質
問
あ
り
。

　
　

三 

月
廿
一
日
。
両
村
長
と
共
に
、
市
ヶ
谷
見
付
逓
信
大
臣
官

邸
に
犬
養
先
生
を
訪
問
陳
情
す
。
同
夕
刻
五
時
半
の
列
車

に
て
帰
途
に
就
け
り
。

　
　
　
　

 　

三
人
共
、
先
生
の
や
う
な
偉
い
お
方
に
、
一
信
号
所

の
改
駅
問
題
を
陳
情
す
る
こ
と
を
恐
縮
に
思
つ
た
が
、

地
方
民
の
要
望
は
ど
う
し
て
も
先
生
に
陳
情
し
て
く
れ

と
云
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
の
で
、
此
挙
に
出
で
た
の
で
あ

つ
た
。
先
生
は
苦
い
顔
も
な
さ
ら
ず
「
仙
石
に
話
し
て

置
か
う
」
と
仰
し
や
つ
た
。
御
病
後
で
大
変
お
顔
の
色
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が
悪
く
、
お
邸
を
辞
し
て
帰
る
途
す
が
ら
、
内
田
老
と

ひ
そ
か
に
先
生
の
御
健
康
を
気
遣
つ
た
程
で
あ
つ
た
。

三
月
十
五
日
か
ら
同
二
十
日
ま
で
は
、
先
生
の
御
都
合

を
伺
つ
て
陳
情
に
上
ら
う
と
滞
京
し
て
ゐ
た
の
で
、
大

部
分
を
東
京
見
物
に
過
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

六 

月
七
日
。
星
島
代
議
士
よ
り
電
報
着
、
午
後
三
時
の
列
車

に
て
出
岡
。
錦
園
に
到
れ
ば
、
補
選
に
付
木
堂
先
生
重
選

決
行
に
つ
き
て
の
意
見
を
徴
さ
る
。
木
堂
先
生
議
員
辞
任

挨
拶
の
為
め
、
第
四
区
（
吉
備
都
窪
両
郡
）
各
町
村
巡
廻

に
付
、
不
日
当
村
に
も
来
村
せ
ら
る
ゝ
に
付
、
内
田
庄
村

長
と
打
合
の
為
め
其
私
宅
を
訪
問
せ
し
も
未
だ
吉
備
郡
の

挨
拶
行
よ
り
帰
宅
し
て
居
ら
れ
ず
。

　
　

 〈
以
上
は
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
に
は
記
載
が
な
い
。〉

　
　

六 

月
十
一
日
。
犬
養
先
生
退
任
御
挨
拶
の
為
め
、
当
村
性
徳

院
に
来
ら
る
。（
午
後
二
時
）
午
前
中
倉
敷
に
赴
き
、
御

迎
へ
の
打
合
せ
を
な
す
。
会
衆
農
繁
期
な
が
ら
、
客
殿
に

溢
る
ゝ
ば
か
り
な
り
。

　
　
　
　

 　

先
生
は
、
老
齢
で
老
い
先
が
短
か
く
な
つ
た
、
こ
れ

か
ら
働
け
る
の
は
五
年
位
か
と
思
ふ
。
此
五
年
を
最
も

有
効
に
働
く
の
に
は
、
青
年
の
水
先
案
内
に
で
も
な
つ

て
、
邦
家
の
為
め
に
盡
し
た
い
と
仰
し
や
つ
た
。
此
日

の
先
生
は
三
月
に
東
京
で
お
目
に
か
ゝ
つ
た
時
と
は
違

つ
て
、
大
変
御
血
色
も
好
く
、
例
の
錆
び
た
口
調
が
耳

に
快
か
つ
た
。
例
の
通
り
の
調
子
で
も
つ
と
つ
と
話
さ

る
ゝ
と
思
ふ
中
に
、
お
や
め
に
な
つ
た
。
一
語
の
加
ふ

べ
き
な
く
、
一
語
の
減
ず
べ
き
な
し
、
御
挨
拶
が
済
ん

で
会
衆
は
ぼ
う
つ

4

4

4

と
な
つ
て
ゐ
た
。

　
　

六 

月
廿
二
日
。
岡
山
西
中
山
下
旧
革
新
倶
楽
部
支
部
楼
上
に

於
て
、
補
欠
選
挙
に
付
協
議
会
。
集
る
者
西
村
代
議
士
、

内
田
、
戸
川
両
県
会
議
員
、
大
森
茂
登
治
、
平
松
長
之
助
、

長
尾
俊
憲
、
安
原
太
郎
。

　
　

七 

月
十
一
日
。
午
後
一
時
よ
り
岡
山
市
西
中
山
下
旧
革
新
倶

楽
部
楼
上
に
於
て
第
四
区
（
吉
備
都
窪
）
町
村
長
其
他
有

志
補
選
に
付
協
議
会
、
吉
備
都
窪
両
郡
と
も
来
る
十
六
日

各
郡
役
所
に
協
議
会
を
開
く
こ
と
と
す
。

　
　

七 

月
十
四
日
。
午
後
八
時
よ
り
村
小
学
校
に
於
て
村
内
の
対

補
選
協
議
会
開
催
。

　
　

七 
月
十
六
日
。
倉
敷
な
る
郡
衙
に
て
郡
村
長
会
、
会
後
四
区

補
欠
選
挙
協
議
会
。
木
堂
先
生
重
選
に
決
す
。

　
　

七 

月
十
九
日
。（
日
曜
）。
長
男
を
伴
れ
て
里
の
小
川
に
魚
釣
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り
に
出
掛
け
て
帰
れ
ば
、
倉
敷
町
長
関
藤
碩
衛
氏
よ
り
来

信
あ
り
、
木
堂
先
生
代
理
と
し
て
岡
田
（
忠
彦
）
代
議
士

来
倉
に
つ
き
、
東
雲
楼
に
午
後
五
時
ま
で
に
集
合
せ
よ
、

と
の
こ
と
な
り
。

　
　
　

 

都
窪
郡
は
、
撫
川
、
山
手
を
除
く
各
町
村
長
来
会
、
吉
備

郡
は
二
三
町
村
の
来
会
せ
る
の
み
。

　
　
　

 

暑
い
夏
の
夕
暮
で
あ
つ
た
。

　
　
　

 

岡
田
氏
は
、
此
度
の
再
選
は
、
先
生
の
困
惑
甚
だ
し
き
も

の
あ
る
旨
あ
る
を
述
べ
、
岡
山
に
下
つ
て
選
挙
区
の
諸
氏

に
先
生
の
真
意
を
伝
ふ
る
為
め
来
倉
し
た
も
の
で
あ
る
と

云
は
れ
た
。
岡
田
氏
は
そ
の
懇
請
に
も
拘
ら
ず
、
飽
迄
再

選
決
行
を
強
調
す
る
選
挙
区
民
に
対
し
、
時
に
は
情
激
し

て
声
色
を
励
ま
さ
れ
た
。

　
　
　

 

其
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
中
に
は
、
特
に
憲
政
会
側
片

岡
政
務
次
官
等
の
冷
笑
的
態
度
、
旧
政
友
会
策
士
の
中
、

改（
政
）革

合
同
当
時
先
生
の
政
界
隠
退
を
極
力
引
留
め
た
る
連

中
が
、
再
選
に
決
せ
ば
再
び
来
り
て
先
生
を
苦
し
む
る
こ

と
。
先
生
と
同
時
に
政
界
隠
退
を
決
行
し
た
古
島
代
議
士

を
再
選
せ
ん
と
て
、
神
田
松
本
楼
女
将
等
は
真
黒
に
な
り

て
奔
走
し
、
い
か
に
か
し
て
再
選
し
て
も
よ
し
と
の
先
生

の
お
声
が
か
り
を
哀
訴
す
れ
ど
も
、
先
生
は
肯
ん
ぜ
ず
に

居
ら
せ
ら
る
こ
と
等
、
か
な
り
内
情
に
立
入
り
て
先
生
の

苦
衷
を
披
瀝
せ
ら
れ
た
り
、
之
に
対
し
、
主
と
し
て
内
田

弥
太
郎
、
大
森
茂
登
治
両
氏
と
自
分
等
は
、
極
力
反
対

し
、
国
家
の
為
め
先
生
再
選
の
外
な
し
と
主
張
し
、
結
局

意
志
疎
通
せ
ず
物
別
れ
と
な
れ
り
。
自
分
は
岡
田
氏
の
慰

留
に
抗
し
て
云
へ
り
「
先
生
が
東
京
に
於
て
岡
山
に
於
て

更
に
選
挙
区
各
町
村
に
於
て
辞
任
の
理
由
を
述
べ
ら
れ
た

る
も
、
何
と
し
て
も
選
挙
区
民
と
し
て
先
生
の
議
席
が
帝

国
議
会
に
な
く
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
堪
へ
得
ざ
る
処
で

あ
る
会
期
中
只
一
日
出
席
せ
ら
れ
て
も
選
挙
区
民
は
満
足

す
る
の
で
あ
る
。
先
生
を
重
ね
て
選
挙
す
る
こ
と
が
、
国

家
の
為
め
最
善
の
方
法
で
あ
る
と
信
ず
る
。」
と
。

　
　

七 

月
二
十
二
日
。
第
四
区
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
。
藺
草
刈

最
中
の
選
挙
民
は
泥
足
の
ま
ゝ
投
票
に
来
た
人
も
多
い
。

選
挙
終
り
、
夕
刻
小
池
亀
三
次
氏
（
村
議
）
と
共
に
、
投

票
函
を
吉
備
郡
役
所
（
総
社
）
に
護
送
す
。

　
　

七 
月
二
十
三
日
。
庄
村
長
、
犬
養
先
生
に
当
選
承
諾
を
願
ふ

為
上
京
す
る
こ
と
に
付
、
打
合
せ
に
当
村
役
場
に
来
訪
。

　
　

七 

月
廿
六
日
。
犬
養
先
生
当
選
承
諾
懇
請
の
為
め
、岡
山
発
。
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午
前
十
時
五
十
分
の
列
車
に
て
出
発
。
同
行
は
西
村
代
議

士
、
内
田
弥
太
郎
、
大
森
茂
登
治
、
薬
師
寺
清
三
郎
、
平

松
長
之
助
諸
氏
な
り（

。
脱
）　

　
　

七 

月
廿
七
日
。
午
前
七
時
半
過
ぎ
着
京
早
々
四
谷
南
町
な
る

先
生
の
御
宅
を
訪
れ
、
一
同
を
代
表
し
て
内
田
弥
太
郎
氏

吃
々
と
し
て
受
諾
を
懇
請
す
。
先
生
は
苦
り
切
り
て
語
な

し
。
一
同
片
唾
を
呑
む
暫
く
あ
り
て
漸
く
、
い
つ
ま
で
も

は
困
る
か
ら
一
年
間
し
た
ら
辞
す
る
の
意
味
（
他
へ
は
公

表
せ
ず
）
に
て
受
諾
せ
ら
る
。
三
十
六
年
何
時
の
選
挙
に

も
こ
ち
ら
か
ら
頼
ん
だ
の
だ
か
ら
、
今
回
は
選
挙
区
民
諸

氏
の
依
頼
に
敬
意
を
表
し
て
、
困
る
け
れ
ど
も
一
応
受
諾

せ
ん
と
の
こ
と
に
、
一
同
雀
躍
し
て
欣
ぶ
。
大
森
茂
登
治

氏
の
発
起
に
て
、
明
治
神
宮
へ
お
礼
詣
り
に
詣
う
で
、
先

生
御
宅
に
立
寄
り
、
昼
餐
の
御
馳
走
に
な
り
、
記
念
の
御

写
真
と
唐
詩
選
の
句
を
書
か
れ
た
扇
面
と
を
賜
り
、
一
同

欣
々
然
と
し
て
御
屋
敷
を
辞
し
、
内
山
下
町
な
る
政
友
会

本
部
を
訪
れ
、
秋
田
清
氏
の
紹
介
に
て
、
前
田
幹
事
長
、

望
月
総
務
に
委
曲
を
語
り
、
更
に
新
聞
記
者
室
に
て
記
者

団
に
面
接
、
受
諾
の
経
緯
を
委
曲
報
告
す
。

　
　
〈
以
下
は
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
に
は
記
載
が
な
い
。〉

　
　
　

 

平
松
、
薬
師
寺
両
君
は
午
後
五
時
三
十
分
の
列
車
に
て
大

森
氏
は
午
後
七
時
の
列
車
に
て
帰
国
に
付
東
京
駅
に
見
送

り
、
西
村
代（

議
）

■
士
の
本
郷
追
分
町
の
寓
居
に
宿
泊
。

　
　

七 

月
二
十
九
日
。
気
遣
つ
て
ゐ
た
犬
養
先
生
は
当
選
を
受
諾

し
て
下
さ
る
し
、
思
ひ
は
晴
れ
て
心
に
懸
る
浮
雲
も
な

し
。
内
田
氏
と
二
人
星
島
代
議
士
に
勧
誘
せ
ら
れ
て
、
好

い
気
持
に
な
つ
て
富
士
五
湖
の
遊
び
に
出
か
け
た
。
大
月

駅
に
て
下
車
、
旅
亭
に
て
昼
餐
の
後
、
星
島
氏
義
弟
山
邑

兄
弟
を
別

（
従
）へ

、
自
動
車
二
台
に
て
吉
田
に
到
り
、
荷
物
を

預
け
精
進
湖
さ
し
て
驀
進
す
。
川

（
河
）口

湖
の
眺
め
、
紅
葉
台

の
雄
大
な
る
展
望
、
千
古
斧
鉞
を
加
へ
ざ
る
青
木
ヶ
原
自

然
林
の
疾
駆
、
夕
方
精
進
湖
畔
精
進
ホ
テ
ル
着
一
泊
。
海

抜
三
千
尺
夜
は
風
寒
く
し
て
浮
沈
の
湖
景
久
し
く
見
る
に

堪
へ
ず
（
下
略
）

　
　

 

以
上
は
十
二
年
前
の
筆
者
の
村
長
手
記
の
書
き
抜
き
で
あ

る
。
烏
兎
匆
々
十
余
年
の
歳
月
を
閲
し
た
が
、
当
時
の
印
象

は
今
猶
ほ
昨
の
如
く
歴
々
た
り
。

　

若
干
の
字
句
の
違
い
は
あ
る
が
、こ
の
よ
う
に
『
犬
養
木
堂
伝
』

中
巻
所
収
の
も
の
は
、『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
か
ら
、
犬
養

毅
再
選
運
動
の
経
緯
の
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
六
月
十
一
日
の
記
事
の
傍
線
を
引
い
た
部
分
は
、
犬
養

毅
再
選
運
動
と
関
係
な
い
部
分
ゆ
え
に
、『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻

所
収
の
も
の
で
は
「
中
略
」
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

二　
『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
よ
り

　

以
下
は
『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
よ
り
、『
木

堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
に
対
応
す
る
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

る
。
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
対
応
し
な
い
日
付
の
記
事
、
対
応
し
た

日
付
の
記
事
で
も
犬
養
毅
再
選
運
動
に
関
係
な
い
部
分
は
省
略
し

た
。
た
だ
し
、
上
京
時
の
帯
江
信
号
所
を
停
車
場
へ
昇
格
さ
せ
る

運
動
に
関
す
る
記
事
（
三
月
十
八
日
、
二
十
三
日
、
七
月
二
十
八
日
）、

犬
養
毅
再
選
運
動
に
関
す
る
記
事
（
七
月
十
三
日
、
十
五
日
、
三
十
日
）

は
拾
っ
て
い
る
。
な
お
、〈
〉
は
前
田
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

　
　
〈
欄
外
〉　

停
車
場
問
題
ニ
ツ
キ
上
京
顛
末

　
　

三 

月
十
三
日　

出
発
、
兵
庫
駅
山
東
神
戸
鉄
道
局
長
ニ
陳
情

ス

　
　
　

 　

十
四
日　

午
前
九
時
東
京
着
、
蓬
莱
町
六

（
マ
マ
）第

一
初
音
館

宿
泊
、
衆
議
院
傍
聴
、
尾
崎
氏
ノ
弾
劾
的
質
問
等
ア
リ

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

三 

月
十
八

9

9

日　

西
村
代
議
士
ニ
案
内
セ
ラ
レ
テ
鉄
道
省
ニ
運

輸
局
長
ニ
面
陳
、
備つ

ぶ
さニ

事
情
ヲ
具
陳
ス
、〈
後
略
〉

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

三 

月
二
十
一
日　

三
氏
ト
共
ニ
市
ヶ
谷
見
付
逓
信
大
臣
官
邸

ニ
犬
養
先
生
ヲ
訪
問
シ
陳
情
ス
、
同
夕
刻
午
後
五
時
半
ノ

列
車
ニ
テ
帰
途
ニ
ツ
キ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

三 

月
二
十
三
日　

西
村
代
議
士
其
他
ヘ
礼
状
ヲ
認
メ
、
神
戸

鉄
道
局
運
輸
課
書
記
後
藤
氏
ニ
調
査
報
告
書
ニ
ツ
キ
宜
シ

ク
頼
ム
意
味
ノ
書
状
ヲ
発
送
ス

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

六 

月
七
日　

星
島
代
議
士
ヨ
リ
ノ
電
報
着
、
午
後
二

（
マ
マ
）時

列
車

ニ
テ
出
岡
、
錦
園
ニ
到
レ
バ
補
選
ノ
人
物
詮
衡
難
其
他
ノ

為
木
堂
重
選
決
行
ノ
意
見
ヲ
徴
サ
ル
、〈
中
略
〉
木
堂
挨
拶

ノ
為
来
村
ニ
付
内
田
庄
村
長
ト
打
合
ノ
為
私
宅
ヲ
訪
問
セ

シ
モ
未
ダ
吉
備
郡
ノ
木
堂
挨
拶
行
ヨ
リ
帰
リ
居
ラ
レ
ズ
、

　
　
　
〈
後
略
〉

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

六 
月
十
一
日　

犬
養
木
堂
先
生
退
任
御
挨
拶
ノ
為
性
徳
院
ニ

来
ラ
ル
（
午
後
二
時
）、
午
前
中
倉
敷
ヘ
出
迎
ノ
打
合
セ

ニ
行
キ
準
備
ヲ
ナ
ス
、
会
衆
農
繁
期
ナ
ガ
ラ
堂
ニ
溢
ル
ヽ
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計
リ
ナ
リ
、〈
後
略
〉

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

六 
月
廿
二
日　

旧
革
新
倶
楽
部
支
部
楼
上
ニ
於
テ
西
村
代
議

士
、
戸
川
県
会
議
員
、
内
田
弥
、
大
森
茂
、
平
松
長
、
長

尾
俊
諸
君
ト
第
四
区
補
欠
選
挙
ニ
付
打
合
セ
会
ヲ
催
ス
。

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

七 

月
十
一
日　

午
後
一
時
ヨ
リ
旧
革
新
倶
楽
部
楼
上
ニ
於
テ

第
四
区
町
村
長
其
他
有
志
補
選
ニ
付
協
議
会
、
吉
備
都
窪

両
郡
共
来
ル
十
六
日
各
郡
役
所
ニ
協
議
会
ヲ
開
ク
コ
ト
ト

ス
、〈
後
略
〉

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

七 

月
十
三
日　
〈
中
略
〉
倉
敷
木
山
氏
ヨ
リ
来
宅
希
望
ノ
態
人

ア
リ
、
補
選
出
馬
ノ
相
談
ナ
ラ
ン
カ
、〈
後
略
〉

　
　

七 

月
十
四
日　
〈
中
略
〉
夜
八
時
ヨ
リ
小
学
校
ニ
於
テ
対
補
選

協
議
。
集
会
セ
ル
モ
ノ
角
原
辰
蔵
、
林
善
市
、
林
虎
一
、

小
池
亀
三
次
、
津
川
逸
三
郎
、
小
郷
勘
太
郎
、
別
府
猪
太

郎
、
平
岡
伝
三
郎
、
安
原
栄
三
郎
ノ
諸
氏
、
多
少
ノ
異
論

ハ
ア
リ
タ
レ
ト
モ
世
間
並
ノ
選
挙
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ニ
申
合
セ

テ
参

（
散
）会

。

　
　

七 

月
十
五
日　

朝
遅
ク
ヨ
リ
書
通
為
メ
ル
処
ニ
木
山
氏
ヨ
リ

態
人
ア
リ
、
大
森
氏
ヘ
交
渉
ノ
経
過
問
合
セ
ナ
リ
、
電
話

ニ
テ
通
話
六
カ
シ
カ
リ
ケ
レ
バ
手
紙
ニ
テ
交
渉
セ
ル
由
申

送
リ
タ
リ
、〈
中
略
、
出
岡
の
〉
帰
リ
ヲ
内
田
氏
宅
ニ
立
寄

リ
木
山
氏
ノ
事
情
並
ニ
県
道
陳
情
ノ
経
過
ヲ
内
田
氏
ニ
報

告
シ
置
キ
タ
リ
、〈
後
略
〉

　
　

七 

月
十
六
日　

郡
役
所
ニ
於
テ
郡
町
村
長
会
、
会
後
四
区
補

欠
選
挙
協
議
会
、
木
堂
先
生
再
選
ニ
決
ス
、
新
聞
紙
ニ
自

分
ガ
調
停
ニ
立
チ
タ
ル
云
々
掲
載
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
一
言

釈
明
シ
置
キ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

七 

月
十
九
日　
〈
中
略
〉
倉
敷
町
長
関
藤
氏
ヨ
リ
来
信
ア
リ
、

木
堂
先
生
ノ
代
理
ト
シ
テ
岡
田
代
議
士
来
倉
ニ
ツ
キ
東
雲

楼
ニ
午
後
五
時
マ
デ
ニ
集
合
セ
ヨ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
、

　
　
　

 

都
窪
ハ
撫
川
、
山
手
ヲ
除
ク
各
町
村
長
来
会
、
吉
備
ハ
二
・

三
町
村
長
来
会
セ
ル
ノ
ミ
、

　
　
　

 

岡
田
氏
ヨ
リ
此
度
ノ
再
選
ハ
先
生
ノ
困
惑
甚
シ
キ
旨
ヲ
述

ベ
ラ
レ
、
特
ニ
憲
政
会
（
片
岡
政
務
次
官
等
）
ノ
冷
笑
、

旧
政
友
会
策
士
ノ
合
同
当
時
引
留
メ
タ
ル
連
中
ノ
再
選
ニ

決
セ
バ
再
ビ
来
リ
テ
先
生
ヲ
苦
シ
ム
ル
コ
ト
、
古
島
代
議

士
ヲ
再
選
セ
ン
ト
テ
松
本
楼
女
将
等
ハ
真
黒
ニ
ナ
リ
テ
奔
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走
シ
居
リ
再
選
シ
テ
モ
ヨ
シ
ト
ノ
木
堂
翁
ノ
声
カ
ヽ
リ
ヲ

期
待
ス
レ
ト
モ
先
生
ハ
肯
ン
ゼ
ズ
ニ
居
ラ
ル
ヽ
コ
ト
等
、

カ
ナ
リ
内
情
ニ
立
入
リ
テ
先
生
ノ
苦
境
ヲ
誠
意
ヲ
以
テ
披

露
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
我
四
区
民
ト
シ
テ
ハ
信
念
ニ
殉
ズ
ル
モ

ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
終
始
シ
岡
田
氏
ニ
賛
ス
ル
能
ハ
ズ
、

　
　
　

 

自
分
ハ
云
ヘ
リ
「
先
生
ガ
東
京
ニ
於
テ
岡
山
ニ
於
テ
更
ニ

四
区
各
所
ニ
於
テ
辞
任
ノ
理
由
ヲ
陳
ベ
ラ
レ
タ
ル
モ
ソ
レ

ハ
真
相
ニ
触
レ
テ
ヰ
ナ
イ
、
其
為
メ
ニ
選
挙
区
民
ハ
先
生

ノ
心
中
ノ
模
様
ヲ
把
握
シ
得
ズ
、
即
再
選
ハ
表
面
上
不
合

理
ト
信
ゼ
ズ
、
即
チ
先
生
ヲ
再
選
ス
ル
コ
ト
ガ
国
家
ノ
為

最
善
ナ
リ
ト
信
ジ
テ
何
等
他
ニ
求
ム
ル
処
ア
ラ
ズ
ト
」

　
　

七 

月
二
十
二
日　

第
四
区
補
欠
選
挙
、
村
内
有
権
者
二
六
一

名
内
投
票
者
一
〇
二
名
、
選
挙
後
総
社
吉
備
郡
役
所
ニ
投

票
函
ヲ
小
池
亀
三
次
氏
ト
共
ニ
護
送
ス

　
　

七
月
二
十
三
日　

庄
村
長
上
京
打
合
セ
ノ
為
来
場

　
　
　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

七 

月
二
十
六
日　

犬
養
先
生
当
選
受
諾
懇
請
ノ
為
午
前
十
時

五
十
分
列
車
ニ
テ
、
内
田
弥
太
郎
、
西
村
丹
次
郎
、
大
森

茂
登
治
、
薬
師
寺
清
三
郎
、
平
松
長
之
助
諸
氏
ト
上
京
ノ

途
ニ
上
ル
、
炎
暑
堪
エ
難
キ
日
ナ
リ

　
　

七 

月
廿
七
日　

午
前
七
時
半
過
ギ
着
京
早
々
四
谷
信
濃
町
ナ

ル
先
生
ノ
御
宅
ヲ
訪
レ
御
懇
請
ス
、

　
　
　

 　

イ
ツ
マ
デ
モ
ハ
困
ル
カ
ラ
一
年
間
シ
タ
ラ
辞
ス
ル
ノ
意

味
（
他
ヘ
ハ
公
表
セ
ズ
）
ニ
テ
受
諾
ス
。
三
十
六
年
間
コ

チ
ラ
カ
ラ
頼
ニ
シ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
此
度
ハ
困
ル
ケ
レ
ト
モ
敬

意
ヲ
表
シ
テ
一
応
受
諾
セ
ン
ト
ノ
コ
ト
ニ
一
同
雀
躍
シ
テ

喜
ビ
、
直
ニ
明
治
神
宮
ニ
参
拝
シ
帰
リ
テ
先
生
御
宅
ニ
立

寄
リ
心
カ
ラ
ナ
ル
西
洋
料
理
ノ
馳
走
ニ
ナ
リ
記
念
ノ
写
真

及
扇
ヲ
賜
リ
欣
々
然
ト
シ
テ
先
生
ノ
御
屋
敷
ヲ
辞
シ
、
有

楽
町
ナ
ル
政
友
会
本
部
ヲ
訪
レ
秋
田
氏
ノ
紹
介
ニ
テ
田

（
前
田
ヵ
）中

幹
事
長
、
望
月
総
務
（
圭
介
）
ニ
委
曲
ヲ
語
リ
更
ニ
新
聞

記
者
室
ニ
記
者
一
同
ニ
面
接
、
受
諾
ノ
経
緯
ヲ
委
曲
報
告

ス
、
平
松
薬
師
寺
両
君
ハ
午
後
五
時
三
〇
分
ノ
列
車
ニ
テ

大
森
氏
ハ
七
時
ノ
列
車
ニ
テ
帰
国
ニ
付
東
京
駅
ニ
テ
五
時

頃
マ
デ
見
送
リ
西
村
氏
邸
ニ
帰
宿
ス

　
　

七 

月
廿
八
日　

西
村
内
田
両
氏
ト
共
ニ
岡
田
東
京
市
助
役
ヲ

其
私
邸
（
永
田
町
二
丁
目
）
ニ
訪
問
シ
先
頃
来
ノ
御
配
意

ヲ
謝
シ
、
帯
江
信
号
所
ニ
ツ
キ
鉄
道
省
運
輸
局
長
種
田
氏

ニ
陳
情
ニ
赴
ク
ニ
岡
田
氏
ノ
自
動
車
ニ
テ
宮
城
前
ノ
道
路

ヲ
疾
馳
セ
シ
ト
キ
ハ
一
生
ノ
愉
快
ト
覚
エ
タ
リ
、
種
田
氏
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ハ
岡
田
氏
ノ
係
リ
合
ヒ
人
ト
覚
エ
タ
リ
、
要
件
済
マ
セ
西

村
岡
田
両
代
議
士
ト
別
レ
〈
後
略
〉

　
　

七 
月
廿
九
日　

星
島
ノ
勧
誘
辞
シ
難
ク
富
士
五
湖
廻
リ
ノ
遊

ノ
途
ニ
上
ル
、
大
月
駅
（
東
京
ヨ
リ
三
十
五
六
里
）
ニ
下

　
　
　

 

車
、
旅
亭
ニ
テ
昼
餐
ノ
後
小
憩
ノ
処
ニ
東
京
ヨ
リ
自
動
車

ニ
テ
直
行
ノ
星
島
氏
義
弟
山
邑
氏
兄
弟
等
集
リ
加
ハ
ラ

ル
、
自
動
二
台
ニ
テ
吉
田
ニ
到
リ
コ
ヽ
ニ
荷
ヲ
預
ケ
精
進

湖
サ
シ
テ
疾
馳
、
川

（
河
）口

湖
、
紅
葉
台
ノ
雄
大
ナ
ル
展
望
、

斧
鉞
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
処
女
林
ノ
疾
馳
、
湖
ニ
近
ヅ
ク
頃
自
動

車
故
障
ヲ
生
ジ
タ
ル
ヲ
後
押
シ
ヽ
テ
乗
捨
テ
湖
ヲ
ボ
ー
ト

ニ
テ
渡
リ
精
進
ホ
テ
ル
着
、
一
浴
、
洋
食
甘
シ
、
深
沈
ノ

湖
景
久
シ
ク
見
ニ
絶
エ
ズ

　
　

七 

月
三
十
日　

午
前
三
時
半
跳
起
、
パ
ノ
ラ
マ
台
（
海
抜

四
〇
〇
尺
）
ニ
上
ル
、
霧
深
ク
シ
テ
眺
望
六
ケ
シ
ナ
リ
シ

ガ
霧
散
ズ
レ
バ
本
ノ
栖
ノ
色
景
眼
下
ニ
ア
リ
富
士
ハ
薄
ツ

ス
ラ
ト
散
見
シ
タ
リ
隠
レ
タ
リ
ス
ル
、
肌
寒
キ
バ
カ
リ
ナ

リ
、
星
島
君
ハ
ベ
ン
チ
ノ
上
ニ
横
ニ
ナ
リ
テ
日
ナ
タ
ボ
ッ

コ
ナ
ド
ヲ
ナ
ス
、
山
邑
君
記
念
ノ
撮
影
ヲ
ナ
ス
、
午
前

十
一
時
朝
食
後
辞
去
、
一
時
間
バ
カ
リ
破
レ
タ
自
動
車
ヲ

モ
サ
グ
リ
シ
モ
修
繕
シ
得
ズ
、
定
期
自
動
車
ヲ
借
リ
テ
吉

田
ニ
カ
ヘ
リ
昼
飯
、
ソ
レ
ヨ
リ
山
中
湖
畔
ノ
星
島
君
ノ
借

家
ヲ
見
テ
三
人
ト
別
レ
テ
乗
合
自
動
車
ニ
テ
険
難
ヲ
突
破

シ
テ
御
殿
場
駅
ニ
着
、
豊
橋
駅
マ
デ
乗
リ
更
ニ
三
十
一
日

午
前
一
時
神
戸
行
ニ
乗
リ
換
ヘ
神
戸
ヨ
リ
更
ニ
乗
替

（
換
）ヘ

テ

午
後
〇
時
過
帰
倉
、〈
後
略
〉

　

こ
の
よ
う
に
、『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
は
、

事
実
関
係
を
簡
潔
に
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
犬
養
毅
再
選
運
動

の
み
な
ら
ず
、
紙
幅
の
関
係
で
多
く
を
省
略
し
た
帯
江
信
号
所
の

停
車
場
へ
の
昇
格
運
動
の
動
き
、
犬
養
毅
再
選
運
動
に
関
連
し
た

他
の
立
候
補
希
望
者
の
動
き
な
ど
も
書
か
れ
て
い
る（

６
）。

　

一
方
、先
の『
木
堂
雑
誌
』所
収
の
安
原
太
郎
日
記
は
、こ
の『
村

長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
か
ら
の
抜
き
書
き
に
多
少
手

を
加
え
、
三
月
二
十
一
日
、
六
月
十
一
日
、
七
月
二
十
二
日
、
七

月
二
十
九
日
の
記
事
で
は
回
想
を
加
え
て
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
犬
養
毅
再
選
運
動
に
つ
い
て
の
基
本
史
料
と
な
る

安
原
太
郎
日
記
に
つ
い
て
、『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
、

『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
、
こ
れ
ら
の
原
本
で
あ
る
安
原
太
郎

の
『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
の
三
つ
を
比
較
し
た
。
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『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
所
収
の
も
の
は
、
若
干
の
字
句
の
違
い

は
あ
る
が
、
基
本
的
に
『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
か
ら
、
犬
養

毅
再
選
運
動
の
経
緯
の
み
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
木
堂
雑
誌
』
第
十
四
巻
新
年
号
の
「
犬
養
先

生
再
選
事
情
―
大
正
十
四
年
の
日
記
よ
り
―
」
の
安
原
太
郎
日
記

は
、『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
か
ら
犬
養
毅
再
選

運
動
関
係
の
部
分
と
、
そ
の
直
前
の
帯
江
信
号
所
の
停
車
場
へ
の

昇
格
運
動
に
関
す
る
部
分
を
抜
き
出
し
多
少
手
を
加
え
、
若
干
の

回
想
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
安
原
太
郎
が
単
に
昔
の
日
記
か
ら
記
事
を
拾
い
出
す

だ
け
で
な
く
、
犬
養
毅
と
の
思
い
出
を
回
想
し
て
書
こ
う
と
し
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
犬
養
毅
再
選
運
動
の
み
な
ら
ず
、
停

車
場
へ
の
昇
格
運
動
で
の
犬
養
毅
と
安
原
太
郎
の
関
係
、
犬
養
毅

の
再
選
受
諾
を
受
け
て
の
喜
び
な
ど
の
部
分
も
加
味
し
て
引
用

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
三
月
二
十
一
日
、
六
月
十
一
日
、

七
月
二
十
二
日
、
七
月
二
十
九
日
に
は
、『
村
長
手
記　

自
大
正

十
三
年
十
二
月
』
に
は
な
い
当
時
の
回
想
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
犬
養
毅
再
選
運
動
に
つ
い
て
の
当
事

者
の
一
人
で
あ
っ
た
安
原
太
郎
と
犬
養
毅
の
関
係
性
を
考
え
る
上

で
、『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
は
重
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
村
長
手
記　

自
大
正
十
三
年
十
二
月
』
の
帯
江
信

号
所
の
停
車
場
へ
の
昇
格
運
動
の
動
き
の
多
く
、
犬
養
毅
再
選
運

動
に
関
連
し
た
他
の
立
候
補
希
望
者
の
動
き
な
ど
に
関
す
る
記
述

は
、『
木
堂
雑
誌
』
所
収
の
も
の
で
は
省
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
各
史
料
の
性
格
を
考
え
て
の
今
後
の
研
究
へ
の
利
用

が
求
め
ら
れ
る
。

　

註
（
１
）
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
三
九
、六
九
八
～
七
〇
一
頁
。

（
２
）
前
掲
鷲
尾
書
七
〇
一
頁
。

（
３ 

）
時
任
英
人
『
犬
養
毅
―
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
剋
―
』

（
論
創
社
、
一
九
九
一
）
ほ
か
が
あ
る
。

（
４
）
鷲
尾
義
直
編
、
木
堂
雑
誌
発
行
所
刊
、
一
九
三
七
。

（
５
）
安
原
朋
雄
家
文
書
種
村
邦
子
所
蔵
分
。

（
６ 

）
犬
養
毅
再
選
運
動
と
安
原
太
郎
と
の
関
わ
り
、
帯
江
信
号
所
の
停
車
場

へ
の
昇
格
運
動
と
安
原
太
郎
、
犬
養
毅
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、『
倉
敷

の
歴
史
』
第
二
十
二
号
（
倉
敷
市
、
二
〇
一
二
）
所
収
の
拙
稿
「
犬
養
毅

と
安
原
太
郎
―
犬
養
毅
の
支
持
基
盤
を
探
る
―
」
を
参
照
。

〔
後�

記
〕
史
料
は
適
宜
常
用
漢
字
に
改
め
、
読
点
等
を
付
し
た
。
史
料
収
集
で

は
、
種
村
邦
子
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

（
ま
え
だ 

ま
さ
よ
し　

岡
山
地
方
史
研
究
会
・
岡
山
近
代
史
研
究
会
会
員
）



− 94 −

　
　
　

は
じ
め
に

　

か
つ
て
児
島
半
島
は
本
土
か
ら
独
立
し
た
大
型
の
島
で
、
連
島

の
北
側
か
ら
茶
屋
町
付
近
の
間
が
児
島
と
本
土
と
を
隔
て
る
内
海

に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
海
に
は
い

く
つ
か
の
島
嶼
が
点
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
最
も
児
島
本
島

に
接
近
し
児
島
郡
藤
戸
村
と
相
対
峙
し
て
狭
い
海
峡
を
形
成
す
る

島
が
あ
っ
た
。
こ
の
島
は
近
世
に
入
っ
て
も
倉
敷
川
河
口
の
出
先

に
島
と
し
て
の
地
形
を
残
し
て
い
た
が（

１
）、

こ
の
場
所
に
成
立
し
た

の
が
備
前
国
児
島
郡
天あ

ま
き城

村
（
倉
敷
市
藤
戸
町
天
城
）
で
あ
る
。
こ

こ
は
古
来
よ
り
軍
事
上
の
要
地
と
認
識
さ
れ
、
有
名
な
源
平
藤
戸

合
戦
は
も
と
よ
り
、
戦
国
期
の
毛
利
氏
を
は
じ
め
と
す
る
時
々
の

権
力
者
に
陣
地
・
臨
時
築
城
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
経
緯

が
あ
る（

２
）。

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）、
岡
山
藩
家
老
で
池
田
一
族

の
嫡
家
に
当
た
る
池
田
出
羽
守
由よ

し
な
り成

が
こ
の
地
に
天
城
陣
屋
（
お

茶
屋
）
を
構
え
て
新
規
の
町
立
て
を
行
い
、
計
画
的
に
町
割
り
さ

れ
た
家
中
屋
敷
街
・
町
人
地
・
寺
社
地
を
形
成
し
た（

３
）。

こ
れ
を
、

以
前
か
ら
存
在
し
た
天
城
村
と
区
別
し
て
「
天
城
町
」
と
か
「
町

分
」
と
い
う
風
に
呼
ぶ（

４
）。

由
成
の
家
系
は
、
以
後
こ
の
地
を
代
々

の
本
拠
と
し
た
た
め
「
天
城
池
田
家
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
。

天
城
池
田
家
は
知
行
三
万
二
千
石
（
四
代
保
教
以
降
は
三
万
石
）
の

大
身
で
、
多
数
の
家
臣
団
を
抱
え
て
い
た（

５
）。

今
回
紹
介
す
る
平
山

家
文
書
は
、
そ
の
天
城
池
田
家
家
中
に
お
い
て
家
老
に
準
じ
る
地

位
に
あ
っ
た
家
に
伝
来
し
た
史
料
群
で
あ
る
。

　
　
　

一　

平
山
家
文
書
寄
贈
の
経
緯
と
整
理
状
況

　
　
　
　
　

倉
敷
市
所
蔵
岡
山
藩
家
老
天
城
池
田
家
家
臣
平
山
家
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畑　
　
　

和　

良

史
料
群
紹
介
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平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
五
月
八
日
、
倉
敷
市
総
務
局
総
務

部
市
史
編
さ
ん
室
（
当
時
）
に
来
室
し
た
大
森
信
市
氏
か
ら
、
自

身
が
保
管
し
て
い
る
平
山
家
文
書
を
寄
附
し
た
い
と
の
申
し
出
が

あ
っ
た
。
大
森
氏
と
平
山
家
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
そ
の
縁
で

信
市
氏
が
平
山
家
よ
り
古
文
書
を
寄
贈
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
同

年
五
月
十
一
日
、
倉
敷
市
総
務
局
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
（
当
時
）

の
職
員
が
大
森
氏
宅
を
訪
問
し
、
旅
行
カ
バ
ン
に
入
っ
た
平
山
家

文
書
を
寄
附
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

資
料
整
理
は
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
の
職
員
が
行
っ

た
。
旅
行
カ
バ
ン
に
収
納
さ
れ
た
資
料
を
上
層
左
側
か
ら
順
番
に

取
り
上
げ
、
資
料
一
点
ご
と
に
中
性
紙
の
付
箋
を
入
れ
、
資
料
番

号
を
付
す
作
業
を
行
っ
た
。
同
時
に
一
点
ご
と
の
資
料
カ
ー
ド
を

作
成
し
、
こ
の
カ
ー
ド
を
基
に
し
た
冊
子
体
の
検
索
目
録
を
編
集

し
た
。
以
上
の
作
業
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
八
月
中
に

完
了
し
、
閲
覧
利
用
が
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

　

資
料
名
は
、
小
稿
表
題
の
と
お
り
「
倉
敷
市
所
蔵
岡
山
藩
家
老

天
城
池
田
家
家
臣
平
山
家
文
書
」
と
し
た
。
従
来
倉
敷
市
で
は
、

整
理
な
い
し
は
目
録
化
し
た
資
料
に
対
し
、
資
料
所
蔵
者
（
旧
蔵

者
含
む
）
の
居
所
の
旧
国
名
・
郡
名
・
村
名
を
冠
し
た
資
料
名
を

付
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
平
山
家
は
町
方
・
村
方
に
帰
属

す
る
立
場
に
な
く
、
岡
山
藩
陪
臣
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
立
場
を
明
示
す
る
資
料
名
を
付
す
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
平
山
家
文
書
の
寄
贈
を
受
け
た
年
の
う
ち
に
『
新
修
倉

敷
市
史
』
第
三
巻
近
世
（
上
）
が
発
刊
さ
れ
た
が
、
同
文
書
中
か

ら
池
田
由
勝
知
行
宛
行
状
（
平
山
家
一
）
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
、

巻
頭
図
版
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

二　

平
山
家
に
つ
い
て

　

先
述
の
よ
う
に
、
平
山
家
は
岡
山
藩
家
老
天
城
池
田
家
の
家
臣

で
あ
っ
た（

６
）。

そ
の
祖
平
山
藤
兵
衛
は
、
豊
臣
秀
頼
の
腹
心
と
し
て

著
名
な
大
野
治
長
（
修
理
大
夫
）
に
仕
え
、
元
和
元
年
治
長
が
暗
殺

者
に
襲
撃
さ
れ
た
際
、
治
長
を
肩
に
か
け
て
窮
地
を
脱
す
る
手
柄

を
立
て
た
と
さ
れ
る（

７
）。

同
年
、
大
坂
夏
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣
家
が

滅
び
主
君
治
長
も
自
決
す
る
と
、
藤
兵
衛
は
野
に
下
り
長
く
浪
人

と
し
て
過
ご
し
た
が
、
そ
の
武
功
を
聞
き
及
ん
だ
池
田
由
成
の
召

し
に
応
じ
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
五
月
六
日
天
城
池
田
家
に
出

仕
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、
平
山
家
文

書
に
伝
説
め
い
た
経
緯
を
記
し
た
書
付
が（

８
）残

っ
て
い
る
。
史
実
か

否
か
は
と
り
あ
え
ず
措
き
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
浪
人
中
の
藤
兵
衛
は
西
国
の
知
人
を
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頼
っ
て
瀬
戸
内
を
航
行
中
、備
前
国
児
島
郡
日
比
に
立
ち
寄
っ
た
。

こ
こ
で
藤
兵
衛
は
村
人
か
ら
神
社
の
鳥
居
に
棲
む
化
け
物
の
退
治

を
懇
願
さ
れ
、
見
事
こ
の
妖
怪
変
化
を
射
殺
し
、
再
び
西
を
指
し

て
船
路
に
つ
く
。
と
こ
ろ
が
、
下
津
井
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
「
御

当
家
様
御
先
祖
出
羽
様
」
＝
池
田
出
羽
守
由
成
か
ら
の
使
者
徳
山

某
が
や
っ
て
き
て
当
地
へ
の
滞
在
を
懇
願
す
る
の
で
、
足
を
留
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。
逗
留
中
藤
兵
衛
は
由
成
か
ら
懇
志
を
か
け
ら

れ
、
そ
の
ま
ま
天
城
池
田
家
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い

う
。
た
だ
し
、
実
際
に
天
城
池
田
家
の
正
式
な
家
臣
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
の
は
、
藤
兵
衛
の
子
・
杢
之
丞
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

『
御
歴
代
之
伝
記
』
抄
出
（
平
山
家
一
四
四
）

　
　

 

郷（
平
山
）右

衛
門
ハ
物
頭
筆
頭
也
、
大
坂
籠
城
之
砌
、
大
野
修
理
闇

討
に
逢
し
時
、
平
山
と
い
ふ
も
の
肩
ニ
か
け
て
引
取
と
軍
記

に
出
た
る
は
郷
右
衛
門
か
祖
父
藤
兵
衛
な
り
、
其
後
当
家
に

客
分
と
し
て
寄
宿
せ
り
、
其
子
某
三
百
五
十
石
に
て
世
々
物

主
と
せ
ん
と
の
約
諾
に
て
奉
仕
せ
し
家
な
り
と
そ

　

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
息
子
を
三
五
〇
石
の
知
行
高
で
召
抱

え
歴
世
物
頭
と
し
て
待
遇
す
る
」
と
い
う
約
束
で
藤
兵
衛
は
天
城図１　平山家略系図
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池
田
家
の
召
し
に
応
じ
た
も
の
の
、
藤
兵
衛
自
身
は
「
客
分
」
と

い
う
立
場
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
に
読
め
る
。
実
際
、
慶
安
四
年
の

出
仕
当
時
の
平
山
親
子
に
対
す
る
待
遇
は
、
親
の
藤
兵
衛
が
合
力

米
十
人
扶
持
、
子
の
杢
之
丞
が
知
行
三
五
〇
石
・
足
軽
十
人
預
か

り
で
「
物
頭
上
」
の
家
格
と
さ
れ
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

藤
兵
衛
に
は
当
座
の
食
い
扶
持
を
支
給
し
、
そ
の
子
を
高
禄
で
召

抱
え
た
、
と
い
う
構
図
が
見
て
と
れ
る
。

　

そ
の
後
、
杢
之
丞
は
平
山
徳
右
衛
門
と
名
を
改
め
、
池
田
由
成

病
没
の
翌
年
、
そ
の
跡
を
継
い
で
天
城
池
田
家
二
代
目
当
主
と

な
っ
た
主
水
成
方
（
後
の
由
孝
）
よ
り
、
継
目
安
堵
の
意
味
で
知
行

三
五
〇
石
の
宛
行
状
（
一
〇
一
頁
に
掲
載
）
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の

徳
右
衛
門
は
特
定
の
役
職
に
は
就
か
ず（

９
）、

阿
波
蜂
須
賀
家
・
播
州

赤
穂
浅
野
家
へ
の
使
者
を
勤
め
る
な
ど
、
そ
の
時
々
に
対
外
的
・

儀
礼
的
任
務
を
申
し
付
け
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る）

（1
（

。

　

徳
右
衛
門
に
は
郷
右
衛
門
貞
明
・
源
内
の
二
子
が
あ
っ
た
。
彼

は
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
隠
居
に
あ
た
っ
て
知
行
の
分
割
相
続
を

主
家
に
願
い
出
て
許
さ
れ
、
長
子
貞
明
は
二
五
〇
石
を
引
き
継
ぐ

こ
と
と
な
っ
た
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
天
城
陣
屋
町
図

）
（（
（

に
は
、

こ
の
兄
弟
の
居
所
が
示
さ
れ
て
お
り
、
家
中
屋
敷
一
番
町
の
西
詰

角
地
（
総
門
を
く
ぐ
っ
た
最
初
の
辻
）、
現
在
の
倉
敷
市
藤
戸
町
天
城

１
８
８
お
よ
び
１
８
９
‐
１
～
３
付
近
（
藤
原
鍼
灸
院
や
天
理
教
桜

山
分
教
会
が
あ
る
場
所
）
に
貞
明
の
屋
敷
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
貞
明
は
十
二
歳
で
池
田
由
成
に
児
小
姓
と
し
て
出

仕
し
、
由
成
隠
退
後
の
「
御
人
分
」（
家
臣
の
所
属
を
新
当
主
付
と
隠

居
付
に
分
け
る
こ
と
）
の
際
も
変
わ
ら
ず
由
成
に
近
侍
す
る
よ
う
命

じ
ら
れ
、
種
々
の
品
物
を
与
え
ら
れ
寵
愛
さ
れ
た
。
家
督
相
続
後

は
父
同
様
、
対
外
的
・
儀
礼
的
な
面
で
主
家
を
支
え
て
い
る
。
宝

永
元
年
八
月
、
天
城
池
田
家
三
代
目
当
主
由
勝
が
継
嗣
の
な
い
ま

ま
早
世
し
、
同
家
の
直
系
が
断
絶
し
た
際
、
天
城
家
中
の
混
乱
を

警
戒
し
た
岡
山
藩
が
上
使
と
し
て
大
目
付
二
人
を
派
遣
す
る
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
。
貞
明
は
こ
の
と
き
、
佐
藤
平
右
衛
門
と
共

に
天
城
側
の
代
表
と
し
て
上
使
に
応
対
す
る
大
役
を
果
た
し
て
い

る
）
（1
（

。

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
貞
明
が
没
し
た
後
、
平
山
家
の
家
督

と
知
行
は
「
平
山
佐
七
郎
」
と
い
う
人
物
（
奉
公
書
に
み
え
ず
詳
細

不
明
。
後
述
）
を
経
て
郷
治
に
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
郷
治
は
長
く

男
子
に
恵
ま
れ
ず
、
山
脇
家
か
ら
仲
太
貞
信
を
養
子
に
迎
え
て
い

た
が
、
彼
は
養
父
に
先
だ
っ
て
死
去
し
た）

（1
（

。
そ
の
た
め
、
郷
治
が

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
亡
く
な
る
と
、
そ
の
家
督
は
郷
治
の
最

晩
年
に
生
ま
れ
た
実
子
の
武
貞
が
継
い
だ
が
、
幼
少
（
当
時
九
歳
）
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と
い
う
理
由
で
知
行
二
〇
石
を
削
減
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
武

貞
も
子
が
な
い
ま
ま
三
十
四
歳
の
若
さ
で
隠
居
し
て
お
り
、
明
和

六
年
（
一
七
六
九
）
大
島
家
か
ら
養
子
に
迎
え
た
乙
弥
が
家
督
相

続
す
る
際
、
天
城
池
田
家
は
知
行
一
三
〇
石
の
み
の
継
承
を
認
め

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
乙
弥
は
、
相
続
か
ら
た
っ
た
一
年
後
に

十
五
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
無
継
嗣
が
問
題
と
さ
れ

た
も
の
か
、
こ
の
時
点
で
平
山
家
が
保
有
し
て
い
た
知
行
地
の
全

て
が
召
し
上
げ
ら
れ）

（1
（

、
十
人
扶
持
の
扶
持
米
給
与
に
切
り
替
え
ら

れ
た
。
平
山
家
は
い
っ
た
ん
知
行
取
と
し
て
の
家
格
を
喪
失
し
、

俸
禄
も
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
逆
境
の
中
、
改
め
て
平
山
家
の
養
子
に
入
り
当
主
と

な
っ
た
権
五
郎
が
天
城
池
田
家
中
で
余
人
に
抜
き
ん
出
る
精
勤
を

遂
げ
た
ら
し
い
。
天
城
池
田
家
七
代
目
当
主
池
田
政
孝
の
も
と
で

天
城
蔵
奉
行
を
皮
切
り
に
多
く
の
役
を
こ
な
し
て
知
行
の
加
増
を

受
け
た
権
五
郎
は
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
十
月
十
三
日
、
政
孝

の
継
嗣
池
田
出
雲
守
政
徳
に
よ
っ
て
「
中
老
」
と
い
う
家
老
に
準

じ
る
立
場
に
取
り
立
て
ら
れ
る
に
至
っ
た）

（1
（

。
権
五
郎
は
池
田
政
徳

か
ら
余
程
の
信
任
を
得
た
と
み
え
、
隠
居
後
も
年
若
い
家
老
と
相

談
し
て
政
事
向
を
取
り
仕
切
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
「
再
勤
」
し
、

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
完
全
に
引
退
し
た
際
も
長
寿
す
る
よ
う

特
別
に
声
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
杢
之
丞
（
権
五
郎
在
世

中
に
死
去
）
を
経
て
平
山
家
当
主
と
な
っ
た
定
雄
も
中
老
職
に
任

じ
ら
れ
た
が
、
同
職
就
任
と
同
時
に
彼
は
先
々
代
と
同
じ
「
権
五

郎
」
に
改
名
し
て
い
る
。
平
山
家
に
お
い
て
如
何
に
権
五
郎
が
重

要
視
さ
れ
て
い
た
の
か
を
想
起
さ
せ
る
に
余
り
あ
る
。

　

明
治
維
新
を
迎
え
た
平
山
家
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
月

の
藩
制
改
革
に
よ
っ
て
岡
山
藩
直
臣
の
列
に
加
え
ら
れ
、
そ
の
知

行
も
九
〇
石
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
明
治
政
府
の
政
策
を
受

け
た
藩
制
改
革
に
よ
る
家
臣
知
行
の
再
編
が
続
き
、
明
治
三
年
閏

十
月
の
改
革
で
は
食
禄
一
八
石
に
ま
で
縮
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

年
二
月
に
は
病
気
が
ち
の
平
山
定
雄
が
第
一
線
を
退
き
、
息
子
の

郷
夫
定
成
を
「
名
代
」
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
を
願
い
出
、
許

さ
れ
て
い
る
。
廃
藩
置
県
の
後
、
平
山
郷
夫
は
岡
山
県
に
警
察
官

（
巡
査
）
と
し
て
奉
職
す
る
身
の
上
と
な
っ
た
が）

（1
（

、
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
八
月
に
は
依
願
退
職
し
て
い
る）

（1
（

。
さ
ら
に
同
年
十
二

月
二
十
日
、
郷
夫
は
明
治
政
府
か
ら
家
禄
の
代
償
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
た
金
禄
公
債
証
券
（
四
九
〇
円
相
当
）
の
買
い
上
げ
を
岡
山

県
に
願
い
出
て
許
さ
れ
た
。
郷
夫
は
、そ
の
金
を
資
本
と
し
て「
田

地
買
求
、
農
業
相
営
申
」
心
算
で
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
し
か
し
、
そ

の
後
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
ず
、
農
業
へ
の
転
向
が
軌
道
に
乗
っ
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た
の
か
定
か
で
な
い
。
平
山
家
文
書
を
み
る
と
、
郷
夫
に
次
い
で

平
山
保
雄
と
い
う
人
の
名
が
出
て
く
る
が
、
郷
夫
・
保
雄
と
も
死

没
年
す
ら
未
詳
で
、
明
治
半
ば
以
降
の
平
山
家
の
足
跡
は
史
料
上

途
絶
え
て
し
ま
う
。

　

な
お
、
筆
者
が
小
稿
執
筆
の
予
備
調
査
と
し
て
倉
敷
市
天
城
地

区
を
探
訪
し
た
際
、
正
福
寺
（
日
蓮
宗
）
北
側
の
墓
地
に
平
山
家

歴
代
の
墓
石
が
残
っ
て
い
る
の
を
偶
然
発
見
し
た
（
写
真
１
）。
石

材
の
風
化
が
進
み
銘
文
が
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
も
の
も
あ
る
が
、

徳
右
衛
門
・
郷
治
・
貞
信
・
武
貞
・
乙
弥
・
権
五
郎
の
母
（
智
浄

院
妙
光
信
女
）
の
六
名
分
の
墓
碑
が
確
認
で
き
た
。
文
字
の
読
め
な

い
墓
石
の
中
に
は
、
初
代
藤
兵
衛
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
天
城
に
残
さ
れ
た
平
山
一
族
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
痕

跡
と
し
て
、
こ
の
機
会
に
そ
の
存
在
を
記
し
留
め
て
お
く
。

　
　
　

三　

平
山
家
文
書
の
内
容

　

平
山
家
文
書
は
総
数
一
九
〇
点
か
ら
成
る
史
料
群
で
あ
る
が
、

実
は
出
所
の
異
な
る
二
つ
の
群
が
合
わ
さ
っ
て
現
在
の
史
料
構
成

が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
か
ら
平
山
家
の
直
系

が
持
ち
伝
え
た
史
料
と
、
元
来
は
松
原
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
史
料
の
二
つ
の
ま
と
ま
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
平
山
家
奉
公
書
お
よ
び
系
譜
関
係
史
料
を
み
る
と
、
三
代
目

当
主
郷
右
衛
門
貞
明
が
、
同
じ
天
城
池
田
家
中
の
同
輩
松
原
弥
右

衛
門
か
ら
養
子
（
郷
治
）
を
迎
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
平

山
家
中
興
の
祖
権
五
郎
も
、
松
原
四
郎
左
衛
門
の
子
と
し
て
生
ま

れ
、
平
山
家
に
入
嗣
し
た
人
物
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
松
原
家
関
連

史
料
は
、
松
原
家
出
身
の
郷
治
か
権
五
郎
が
平
山
家
に
養
子
入
り

す
る
際
、
実
家
の
由
緒
の
品
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

写真１　天城正福寺の平山家墓所
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次
に
、
平
山
家
文
書
の
史
料
群
と
し
て
の
特
徴
や
注
目
さ
れ
る

点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
当
文
書
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
挙
げ
た
い

の
は
、
天
城
池
田
家
十
代
の
う
ち
保
教
を
除
く
歴
代
当
主
九
人
の

判
物
・
書
状
が
ま
と
ま
っ
て
残
存
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
署
名
・

花
押
な
ど
が
明
記
さ
れ
確
実
に
当
主
発
給
文
書
と
わ
か
る
も
の
が

三
七
通
、
署
名
な
ど
は
入
っ
て
い
な
い
が
内
容
・
体
裁
か
ら
当
主

の
書
状
と
判
定
可
能
な
も
の
も
含
め
る
と
六
四
通
に
な
り
、
当
史

料
群
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
こ
れ
を
宛
所
別
で
み
る
と
、

徳
右
衛
門
＝
一
通
、
貞
明
＝
一
通
、
佐
七
郎
＝
二
通
、
権
五
郎
＝

二
三
通
、
杢
之
丞
＝
一
六
通
、
定
雄
＝
九
通
、
定
成
＝
二
通
、
宛

所
不
明
＝
三
通
、松
原
家
宛
＝
七
通
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

平
山
権
五
郎
・
杢
之
丞
父
子
宛
て
の
文
書
が
計
三
九
通
と
圧
倒
的

多
数
で
、
史
料
残
存
の
割
合
か
ら
も
平
山
家
に
お
け
る
権
五
郎
父

子
の
存
在
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
。
逆
に
、
権
五
郎
以
前
の
平
山

家
当
主
に
宛
て
た
も
の
は
全
て
合
算
し
て
も
四
通
し
か
な
く
、
天

城
池
田
家
中
の
武
士
や
そ
の
他
が
発
給
主
体
に
な
る
も
の
も
初
代

藤
兵
衛
宛
の
三
通
し
か
な
い
。
こ
の
時
代
の
平
山
家
を
知
る
史
料

は
、
平
山
武
貞
奉
公
書
と
藤
兵
衛
仕
官
の
経
緯
を
記
し
た
覚
書
、

系
図
・
戒
名
関
係
の
書
付
類
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の

判
物
・
書
状
類
は
、
む
し
ろ
松
原
家
由
来
の
史
料
が
多
く
残
っ
て

お
り
、
池
田
由
成
・
由
孝
父
子
が
署
名
し
た
天
城
池
田
家
最
初
期

の
稀
少
な
文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
松
原
氏
宛
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
平
山
家
文
書
に
お
い
て
権
五
郎
以
前
の
歴
代
に
関
す

る
史
料
は
由
緒
の
明
証
と
な
る
も
の
の
み
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
具
体
的
な
活
動
記
録
と
し
て
の
史
料
は
権
五
郎
以
降
の
歴
代

に
関
わ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

こ
の
史
料
群
は
「
松
原
家
出
身
の
権
五
郎
が
再
興
し
た
平
山
家
の

記
録
」
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

以
下
に
平
山
家
文
書
の
う
ち
、
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
を
い
く

つ
か
挙
げ
、
今
後
の
利
用
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
池
田
由
成
ほ
か
知
行
宛
行
状
十
通
】

　

天
城
池
田
家
当
主
が
、
平
山
氏
お
よ
び
松
原
氏
に
対
し
知
行
を

給
付
し
た
判
物
で
あ
る
。
由
成
・
由
孝
（
初
名
「
成
方
」）・
由
勝
・

政
純
（
初
名
「
隆
右
」）・
政
徳
・
政
和
の
六
人
分
が
残
っ
て
い
る
。

中
で
も
初
代
当
主
池
田
由
成
の
署
名
・
花
押
が
入
っ
た
原
文
書
は
、

今
の
と
こ
ろ
県
内
で
も
確
認
例
が
わ
ず
か
し
か
な
い
上）

（1
（

、
知
行
宛

行
状
の
発
見
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
変
貴
重
な
も
の
と

言
え
る
。
こ
れ
ら
の
知
行
宛
行
状
の
内
容
・
様
式
は
い
ず
れ
も
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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池
田
由
成
知
行
宛
行
状
（
折
紙
。
天
地
36
・
５
×
横
50
・
６
㎝

）
11
（

）

　
　

備
前
国
児
嶋
郡
林
村
之
内
を
以
高
百
五
拾
石
、

　
　

右
令
扶
助
訖
、
全
可
知
行
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　

出
羽

　
　

明
暦
弐
年　
　
　

　
　
　

十
月
十
五
日　
　

由
成
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

松
原
四
郎
右
衛
門
と
の
へ

池
田
由
孝
知
行
宛
行
状
（
折
紙
。
天
地
35
・
８
×
横
51
・
９
㎝

）
1（
（

）

　
　
「（

包
紙
ウ
ワ
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

平
山
徳
右
衛
門
と
の
へ
」

　
　

 

備
前
国
児
嶋
郡
林
村
之
内
を
以
百
五
拾
石
、
同
赤
崎
村
之
内

を
以
百
石
、
備
中
国
窪
屋
郡
福
嶋
村
之
内
百
石
、
都
合
高

三
百
五
拾
石
令
扶
助
訖
、
全
可
知
行
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　

主
水

　
　

延
宝
五
年　
　
　
　

　
　
　

正
月
十
五
日　
　

成
方
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

平
山
徳
右
衛
門
と
の
へ

（
参
考
）
池
田
光
政
知
行
宛
行
状
（
折
紙
。
天
地
40
×
横
55
㎝

）
11
（

）

　
　

 

備
前
国
邑
久
郡
福
山
村
之
内
百
拾
四
石
三
斗
六
升
・
赤
坂
郡

熊
崎
村
之
内
を
以
八
拾
五
石
六
斗
四
升
、
都
合
高
弐
百
石
令

扶
助
訖
、
全
可
知
行
者
也

　
　

慶
安
四
年

　
　
　

正
月
十
五
日　

光
政
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

熊
沢
権
八
と
の
へ

　

時
代
に
よ
っ
て
料
紙
の
厚
み
は
異
な
る
が）

11
（

、
い
ず
れ
も
大
型
の

料
紙
を
折
紙
と
し
て
用
い
、
天
城
池
田
家
当
主
の
署
名
・
花
押
が

捺
し
て
あ
る
。
実
は
こ
の
形
態
、
参
考
事
例
を
み
れ
ば
一
目
瞭

然
、
岡
山
藩
主
池

田
光
政
が
家
臣
に

与
え
た
知
行
宛
行

状
よ
り
僅
か
に
紙

の
サ
イ
ズ
が
小
さ

い
も
の
の
、
紙
の

使
い
方
・
文
言
ま

で
含
め
全
く
同
じ

に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
松
原
氏
は

児
島
郡
林
村
（
倉

敷
市
林
）、
平
山
氏

も
同
じ
く
林
村
と

同
郡
赤
崎
村
（
同

写真２　平山家18　池田由成知行宛行状
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市
児
島
赤
崎
）、
備
中
国
窪
屋
郡
福
島
村
（
同
市
福
島
）
の
う
ち
で
給

地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
天
城
池
田
家
が

全
村
知
行
し
て
い
る
領
域

）
11
（

だ
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
は
、
天
城
池
田
家
が
岡
山
藩
領
内

に
設
定
さ
れ
た
自
身
の
知
行
地
に
お
い
て
、
岡
山
藩
主
と
同
等
の

文
書
を
発
給
し
独
自
の
主
従
制
に
よ
っ
て
家
中
・
軍
団
を
形
成
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
管
見
の

範
囲
で
は
、
岡
山
藩
家
老
の
う
ち
周
匝
池
田
・
伊
木
・
土
倉
家
の

当
主
が
、
同
様
の
知
行
宛
行
状
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で

き
る）

11
（

。
平
山
家
文
書
に
残
る
知
行
宛
行
状
は
、
天
城
池
田
家
を
は

じ
め
と
す
る
岡
山
藩
家
老
の
独
特
の
立
場
、
藩
の
中
に
形
成
さ
れ

た
小
藩
的
世
界

）
11
（

を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
言
う
と
、
天
城
池
田
家
当
主
は
同
じ
給
与
の
宛
行
で
も

知
行
取
り
と
扶
持
米
取
り
と
で
は
全
く
異
な
る
様
式
の
文
書
を
与

え
て
い
る
。
平
山
家
が
一
時
逼
塞
し
、
給
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
時
期
の
も
の
を
示
す
と
、
こ
う
で
あ
る
。

池
田
政
喬
扶
持
米
宛
行
状
（
天
地
33
・
２
×
横
15
・
７
㎝

）
11
（

）

　
　
「（

包
紙
ウ
ワ
書
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
山
民
治
」

　
　
　
　
　
　

遣
扶
持
米

　
　

合　

拾（「
政
喬
」印
）

人
扶
持　
　
　
　
　
　
　
　

平
山
民
治

　
　
　

天
明
八
申
年
正
月　
（「
政
喬
」
印
）

　

料
紙
の
質
や
厚
さ
は
同
時
期
の
知
行
宛
行
状
と
変
わ
ら
な
い
。

文
量
の
関
係
で
横
寸
が
短
い
も
の
の
、
天
地
寸
法
は
知
行
宛
行
状

よ
り
や
や
小
振
り
な
程
度
で
あ
る
。
だ
が
、
内
容
は
と
言
う
と
文

章
が
全
く
な
い
手
形
の
よ
う
な
も
の
で
、
被
給
与
者
を
紙
面
の
最

下
段
に
、そ
の
上
に
高
々
と
扶
持
米
の
額
を
掲
げ
て
証
印
を
捺
し
、

日
下
に
は
署
名
・
花
押
で
は
な
く
当
主
の
黒
印
が
入
っ
て
い
る
。

い
か
に
も
略
儀
か
つ
事
務
的
な
形
態
で
、
知
行
宛
行
状
と
は
大
き

な
較
差
が
あ
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
当
主
の
署
判
が
入
っ
た
折
紙

形
式
の
宛
行
状
は
、
存
在
そ
の
も
の
が
受
取
人
た
る
平
山
家
の
知

行
取
り
と
し
て
の
格
式
の
高
さ
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
で

き
る
。
平
山
家
文
書
に
権
五
郎
以
前
の
史
料
が
少
な
い
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
そ
れ
で
も
知
行
宛
行
状
だ
け
は
残
っ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
が
平
山
家
の
家
格
の
表
徴
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

【
池
田
由
孝
書
状
三
通
】

　

由
孝
は
池
田
由
成
の
三
男
で
、
不
行
跡
の
末
に
逐
電
・
変
死
し

た
長
兄
由
貞

）
11
（

に
か
わ
っ
て
天
城
池
田
家
二
代
目
当
主
と
な
っ
た
人

物
で
あ
る
。
由
孝
は
「
手
跡
数
寄
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
書
に
対
す

る
造
詣
が
深
く
、
諸
事
に
自
筆
を
用
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
書
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状
は
い
ず
れ
も
病
に
伏
し
た
一
門
の
女
性
を
見
舞
う
内
容
で
、
腹

痛
で
食
が
進
ま
な
い
由
孝
の
生
母
栄
寿
院
の
病
状
を
案
じ
る
も
の

が
二
点
含
ま
れ
る
。
そ
の
う
ち
一
通

）
11
（

に
は
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
尚
々
、
二
三
日
中
ニ
自
赤
穂
松
寿
院
殿
御
越
可

被
成
候
」
と
あ
っ
て
、
池
田
由
孝
の
姉
で
播
州
赤
穂
藩
浅
野
家
の

家
老
大
石
良
昭
に
嫁
い
だ
熊
子
（
松
寿
院
殿

）
1（
（

）
が
、
二
三
日
中
に
赤

穂
か
ら
天
城
へ
出
向
く
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
熊
子
は
、
忠

臣
蔵
で
著
名
な
大
石
内
蔵
助
良
雄
の
実
母
で
、
彼
女
が
実
家
の
あ

る
天
城
に
何
度
か
来
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
次
史
料
と
し
て
貴
重

な
も
の
と
言
え
よ
う
。
由
孝
は
熊
子
来
訪
の
一
報
を
受
け
、
去
年

同
人
が
来
た
際
に
使
っ
た
座
敷
を
用
意
す
る
よ
う
松
原
四
郎
右
衛

門
・
布
施
三
益
に
指
示
し
て
い
る
。
な
お
、
布
施
三
益
は
、
天
城

に
唯
一
現
存
す
る
武
家
屋
敷
の
当
主
の
先
祖
に
当
た
る
。

【
平
山
権
五
郎
・
杢
之
丞
父
子
宛
て
池
田
政
徳
書
状
】

　

先
述
の
通
り
、
平
山
家
文
書
に
お
い
て
一
つ
の
核
を
な
す
史
料

的
ま
と
ま
り
は
平
山
権
五
郎
父
子
宛
の
書
状
群
だ
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
天
城
池
田
家
八
代
目
当
主
池
田
出
雲
守
政
徳
の
発
給
文
書

と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
墨
線
の
強
弱
が
効
き
丸
文
字
傾
向

の
独
特
の
筆
跡
が
特
徴
で
あ
る
。「
出
雲
政
徳
」
の
署
名
と
花
押

を
捺
し
た
も
の
（
平
山
家
九
）
も
あ
る
が
、
多
く
は
端
裏
に
「
池
出

雲
」「
雲
州
」
な
ど
と
記
し
署
判
を
略
す
形
態
を
と
る
。
端
裏
に

差
出
人
記
載
の
な
い
も
の
も
、
個
性
的
な
筆
跡
お
よ
び
内
容
、
宛

人
の
活
動
年
次
か
ら
、
政
徳
の
も
の
と
判
定
で
き
る
。

　

内
容
は
、
簡
単
な
連
絡
の
よ
う
な
も
の
か
ら
、
種
々
の
課
題
に

直
面
し
た
政
徳
が
自
身
の
考
え
を
述
べ
て
権
五
郎
父
子
に
意
見
の

開
陳
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
ま
で
多
彩
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、

権
五
郎
が
ど
の
よ
う
な
功
に
よ
っ
て
信
任
さ
れ
、
家
の
再
興
を
遂

げ
た
の
か
を
窺
わ
せ
る
、
次
の
ご
と
き
史
料
が
含
ま
れ
る
。

池
田
政
徳
覚
書
（
平
山
家
一
七
‐
三
）

　
　
　
「（

包
紙
ウ
ワ
書
）

書
附
」

　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　

平
山
権
五
郎

　
　

 

其
元
儀
、
当
地
江
呼
出
作
廻
方
申
付
候
、
借
財
方
莫
大
に
相

成
危
難
ニ
も
可
及
候
間
、
一
入
打
は
ま
り
相
勤
可
申
候

　
　
　

三
月
二
日

　

平
山
家
奉
公
書
と
の
照
合
に
よ
り
、
こ
の
史
料
は
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
の
も
の
と
判
明
し
、
当
時
の
天
城
池
田
家
当
主
政
徳

が
平
山
権
五
郎
に
与
え
た
も
の
と
わ
か
る
。
文
中
に
「
借
財
方
莫

大
に
相
成
危
難
ニ
も
可
及
候
」
と
あ
る
ご
と
く
、
当
時
天
城
池
田

家
は
莫
大
な
借
銀
を
抱
え
危
機
的
な
財
政
状
態
に
あ
っ
た
ら
し
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い
。
平
山
権
五
郎
は
こ
う
し
た
状
態
を
解
決
す
る
目
的
で
当
地
＝

岡
山
城
下
に
呼
び
出
さ
れ
、「
作
廻
方
」
＝
財
政
全
般
の
運
用
責

任
者
を
申
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
年
正
月
十
一
日
、
政
徳

は
「
作
廻
方
」
と
し
て
の
権
五
郎
の
働
き
ぶ
り
を
「
甚
満
足
ニ
思

ひ
」、
中
老
職
の
役
知
と
し
て
支
給
し
て
い
た
七
〇
石
の
本
知
行

へ
の
加
算
を
認
め
て
い
る）

11
（

。

こ
れ
に
よ
っ
て
権
五
郎
は
、

か
つ
て
平
山
家
直
系
が
保
有

し
て
い
た
二
五
〇
石
の
知
行

高
を
回
復
し
た
。

　

こ
の
事
例
は
、
平
山
権
五

郎
が
中
老
職
に
就
任
し
て
以

降
の
も
の
だ
が
、
平
山
家
奉

公
書
を
み
る
と
権
五
郎
は
若

い
こ
ろ
か
ら
蔵
奉
行
・
勘
定

奉
行
添
役
・
同
本
役
を
歴
任

し
て
知
行
一
三
〇
石
の
身
分

に
復
し
、
そ
の
後
側
用
人
・

仕
置
用
人
に
取
り
立
て
ら
れ

中
老
職
に
任
用
さ
れ
る
ま
で

の
間
も
「
作
廻
方
」
兼
帯
を
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

要
す
る
に
平
山
権
五
郎
は
、
財
政
面
で
実
績
を
挙
げ
て
主
家
の
信

任
を
獲
得
し
、
経
済
的
逼
迫
に
あ
え
ぐ
天
城
池
田
家
の
「
作
廻
」

を
任
さ
れ
る
に
至
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
知
行
と

家
格
の
回
復
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
権
五
郎
宛
の
池
田
政
徳
書
状
に
は
銀
の

運
用
や
倹
約
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
紙

屋
利
兵
衛
へ
貸
付
候
銀
子
元
利
返
納
致
候
哉
、
さ
候
へ
者
昨
年
之

通
端
銀
被
差
出
、
残
ル
銀
子
夫
々
貸
付
被
取
計
候
心
得
候
」
と
の

記
述
が
み
え
る
書
状

）
11
（

も
残
っ
て
い
る
（
写
真
３
）。
こ
こ
に
み
え
る

紙
屋
利
兵
衛
は
、
岡
山
城
下
仁
王
町
で
紙
問
屋
を
経
営
し
て
財
を

蓄
え
、
興
除
新
田
の
開
発
資
金
の
出
銀
・
調
達
を
引
き
受
け
た
富

商
だ
っ
た）

11
（

。
池
田
政
徳
・
平
山
権
五
郎
主
従
が
、
紙
屋
の
よ
う
な

有
力
商
人
に
銀
子
を
貸
し
付
け
、
そ
の
金
利
に
よ
っ
て
蓄
財
を
増

加
さ
せ
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
様
子
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
嫡
子
峯
之
丞
（
後
の
九
代
目
当
主
政
昭
）・
次
男
綱
之
丞
に

附
属
さ
せ
る
家
臣
の
人
選
に
関
す
る
相
談

）
11
（

や
、
家
老
垣
見
丹
下
に

差
し
遣
わ
す
書
状
の
案
文
を
「
腹
蔵
無
く
添
削
」
す
る
よ
う
申
し

付
け
た
書
状

）
11
（

は
、
政
徳
の
平
山
権
五
郎
に
対
す
る
信
頼
の
厚
さ
を

窺
わ
せ
る
。
こ
の
ほ
か
、
天
城
の
町
方
に
お
い
て
旧
来
の
塩
物
問

写真３　平山家38　平山権五郎宛池田政徳書状
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屋
と
冥
加
銀
の
上
納
に
よ
っ
て
問
屋
株
を
取
得
し
た
新
興
の
塩
物

問
屋
と
の
激
し
い
対
立
が
発
生
し
た
際
、
政
徳
が
沈
静
化
の
案
を

ま
と
め
て
権
五
郎
に
示
し
た
書
状

）
11
（

も
み
ら
れ
る
。
天
城
池
田
家
当

主
と
膝
下
の
町
方
と
の
関
わ
り
を
示
す
一
次
史
料
は
意
外
と
少
な

く
、
当
時
の
天
城
町
が
抱
え
る
問
題
や
そ
れ
へ
の
天
城
池
田
家
の

対
応
を
示
す
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

【
徳
山
三
成
書
状
三
通
】

　

徳
山
三
成
は
通
称
を
左
兵
衛
と
い
い
、
天
城
池
田
家
初
代
当
主

出
羽
守
由
成
の
家
老
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
正

保
元
年
（
一
六
四
四
）、
備
前
国
児
島
郡
通
生
村
（
倉
敷
市
児
島
通
生
）

の
農
民
の
た
め
に
灌
漑
用
の
大
池
を
作
っ
て
地
域
住
民
か
ら
永
く

尊
崇
さ
れ
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
八
月
に
岡
山
藩
主
池
田
光
政

が
天
城
を
通
行
し
た
際
、
特
別
に
声
を
か
け
ら
れ
て
知
行
地
領
民

か
ら
慕
わ
れ
る
政
治
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
称
揚
さ
れ
た）

11
（

。
一
方

で
、
池
田
光
政
が
設
け
た
諫
箱
に
「
給
人
ノ
悪
ハ
徳
山
」「
出
羽

知
行
百
性
い
た
ミ
申
ハ
、
左
兵
へ
殿
仕
置
故
ニ
て
候
」
と
名
指
し

の
批
判
文
が
投
函
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る）

11
（

。
全
く
正
反
対
の
評
価
に

と
ま
ど
う
が
、
そ
れ
だ
け
天
城
家
中
・
領
内
に
影
響
力
の
あ
っ
た

人
物
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
来
こ
の
人
の
基
礎
情
報
は
明
治

初
年
に
徳
山
家
が
岡
山
藩
に
提
出
し
た
奉
公
書
な
ど
で
し
か
知
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
平
山
家
文
書
中
に
初
め
て
本
人
が
署

判
し
た
書
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
徳

山
左
兵
衛
の
実
名
が
「
三
成
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

　

書
状
は
平
山
家
の
初
代
当
主
藤
兵
衛
に
宛
て
た
も
の
で
、
浪
人

中
の
藤
兵
衛
の
仕
官
に
つ
き
、
三
成
が
窓
口
に
な
っ
て
種
々
の
便

宜
を
図
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
当
該
時
期
の
岡
山
藩
に
は
浪

人
の
仕
官
お
よ
び
召
抱
え
に
つ
い
て
種
々
の
制
約
が
存
し
た
が）

11
（

、

本
書
状
は
こ
う
し
た
状
況
下
で
の
浪
人
と
の
や
り
取
り
を
生
き
生

き
と
伝
え
て
お
り
、
今
後
検
討
の
価
値
が
あ
る
。

【
大
蛇
の
鱗
と
由
来
書
】

　

こ
れ
は
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
保
管
の
資
料
全
体
の

中
で
も
異
色
中
の
異
色
と
い
え
る
資
料
で
あ
る
。
平
山
家
文
書
が

旅
行
カ
バ
ン
に
収
納
さ
れ
た
状
態
で
寄
贈
さ
れ
た
と
先
に
記
し
た

が
、
カ
バ
ン
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
他
の
文
書
と
は
区
別
さ
れ
る
か
た

ち
で
二
点
の
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
は
「
蛇
鱗
」
と
記

さ
れ
た
小
さ
な
包
紙
（
平
山
家
一
四
三
）
で
、
中
に
は
虹
色
の
光
沢

を
も
つ
何
ら
か
の
生
命
体
の
鱗
に
み
え
る
物
質
が
一
枚
入
っ
て
い

る
。
も
う
一
点
は
そ
の
由
来
を
記
し
た
巻
物
（
平
山
家
一
四
二
。
文

政
二
年
初
夏
天
城
佻
員
潤
亭
一
瓠
居
士
の
作
）
で
あ
っ
た
。

　

由
来
書
に
よ
れ
ば
、中
世
の
こ
ろ
児
島
郡
日
比
村
（
玉
野
市
日
比
）
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に
加
地
藤
右
衛
門
と
い
う
射
芸
に
通
じ
る
者
が
い
た
。
彼
は
、
大

槌
島
か
ら
渡
っ
て
き
て
は
村
人
を
悩
ま
せ
て
い
た
大
蛇
の
退
治
を

夢
想
に
よ
っ
て
思
い
立
ち
、見
事
こ
れ
を
射
殺
し
た
。包
紙
に
入
っ

た
大
蛇
の
鱗
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
三
月
九
日
、
勤
務
で
日

比
村
へ
出
張
中
の
平
山
氏
（
郷
夫
で
あ
ろ
う
）
が
、
同
所
の
副
戸
長

与
田
作
太
郎
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
だ
と
い
う）

1（
（

。

　

実
は
、
大
槌
島
の
大
蛇
が
日
比
村
で
退
治
さ
れ
た
、
と
い
う
伝

説
は
古
く
か
ら
児
島
郡
で
知
ら
れ
た
怪
異
譚
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
成
立
の
『
備
前
記
』
に
類
似
す
る
説
話

が
採
録
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
討
手
の
名
は
余
田
何
右
衛
門
と
な
っ
て
い

る
。
鱗
を
所
持
し
て
い
た
与
田
氏
と
関
係
す
る
か
）。

　

こ
の
大
蛇
伝
説
、
第
二
節
で
紹
介
し
た
平
山
藤
兵
衛
の
化
け
物

退
治
の
伝
承
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
平
山
家
は
日
比
村
の
大
蛇
伝
説
を
自
ら
の
家
祖
平
山

藤
兵
衛
の
立
身
譚
と
し
て
取
り
込
む
試
み
を
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。そ
れ
が
鱗
の
現
物
を
入
手
す
る
前
か
ら
の
こ
と
か
、

入
手
後
の
こ
と
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
平
山
一
族
の
認
識
の
中
で

大
蛇
伝
説
が
家
祖
立
身
譚
に
結
び
つ
い
て
以
降
、
鱗
は
家
の
由
来

を
物
語
る
宝
物
と
し
て
大
切
に
扱
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
資
料
の
み
が
別
置
さ
れ
半
ば
隠
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と

自
体
、
そ
う
し
た
資
料
の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

一
般
に
、
岡
山
藩
の
家
臣
に
関
す
る
研
究
・
叙
述
は
、
彼
ら
が

藩
に
提
出
し
た
奉
公
書
を
ベ
ー
ス
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
、
平
山
家
文
書
の
整
理
を
通
じ
て
痛
感
し
た
の
は
、
家
臣
た

ち
の
履
歴
・
経
験
に
、
奉
公
書
に
は
表
れ
な
い
事
象
が
数
多
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
天
城
池
田
家
五
代
目
当

主
政
純
が
「
平
山
佐
七
郎
」
と
い
う
人
物
に
知
行
二
五
〇
石
を
給

与
し
た
知
行
宛
行
状
が
残
っ
て
い
る）

11
（

。
平
山
貞
明
の
給
地
と
知
行

高
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
彼
は
明
ら
か
に
平

山
家
当
主
だ
が
、
こ
の
佐
七
郎
は
平
山
家
奉
公
書
に
一
切
そ
の
名

が
見
え
な
い
。
事
情
不
明
だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
奉
公
書
へ
の

掲
載
が
差
し
控
え
ら
れ
た
当
主
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
何
度
か

引
用
し
た
平
山
武
貞
奉
公
書
は
、
藩
で
は
な
く
天
城
池
田
家
に
提

出
し
た
奉
公
書
の
草
案
だ
が
、
こ
れ
と
比
べ
て
も
平
山
家
奉
公
書

は
か
な
り
の
情
報
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
藩
に
提
出
す

る
奉
公
書
は
、
良
く
も
悪
く
も
そ
の
家
の
履
歴
を
整
形
し
た
も
の

で
あ
り
、
平
山
家
文
書
の
よ
う
な
家
伝
史
料
の
存
在
は
、
こ
れ
を

実
態
あ
る
も
の
と
し
て
復
元
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
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た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

岡
山
藩
に
関
す
る
研
究
成
果
の
公
表
や
概
説
書
の
発
行
は
、
今

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、家
老
と
そ
の
家
臣
団（
陪
臣
）

が
構
成
す
る
世
界
か
ら
岡
山
藩
に
つ
い
て
検
討
し
た
成
果
は
、
意

外
に
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
独
自
の
家
臣
団
を
擁
す
る
家
老

の
位
置
付
け
、
陪
臣
た
ち
の
実
像
、
陣
屋
が
置
か
れ
た
地
域
と
の

関
わ
り
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
今
後
、
平
山
家
文
書

が
近
世
家
臣
団
研
究
や
岡
山
藩
研
究
、
天
城
地
域
史
の
解
明
に
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
小
稿
を
し
め
く
く
り
た
い
。

　

註
（
１ 

）
慶
長
年
間
の
様
子
を
描
い
た
「
備
前
国
図
」（
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
池

田
家
文
庫
Ｔ
１
‐
５
）、
寛
永
十
五
年
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
備

前
国
九
郡
絵
図
」（
同
上
Ｔ
１
‐
14
）
に
お
い
て
、
天
城
は
島
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
周
辺
地
域
の
新
田
開
発
が
進
ん
だ
宝
永
二
年（
一
七
〇
五
）

段
階
で
も
、
周
囲
を
水
路
に
囲
ま
れ
た
地
形
が
残
存
し
て
い
た
（
倉
敷
市

所
蔵
小
野
家
文
書
五
四
‐
二
都
宇
郡
・
窪
屋
郡
十
ヶ
村
大
絵
図
）。

（
２ 

）（
天
正
十
年
）
二
月
二
十
四
日
穂
田
元
清
書
状
写
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻

八
〇
・
岡
宗
左
衛
門
／
『
新
修
倉
敷
市
史
』
第
九
巻
）。
推
定
年
次
は
森

俊
弘
「
年
欠
三
月
四
日
付
け
羽
柴
秀
吉
書
状
を
め
ぐ
っ
て
」（『
岡
山
地
方

史
研
究
』
一
〇
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
）
に
拠
る
。

（
３ 

）
宝
永
四
年
池
田
由
成
墓
誌
（『
倉
敷
市
史
』
第
七
冊
、
名
著
出
版
、

一
九
七
三
年
所
収
）、『
備
前
記
』（
備
作
史
料
研
究
会
、
一
九
九
三
年
）

に
拠
る
。

（
４ 

）
註
（
３
）
所
引
『
備
前
記
』、倉
敷
市
所
蔵
倉
敷
市
立
中
央
図
書
館
移
管

天
城
村
文
書
三
「
天
城
町
屋
舗
間
数
帳
」
な
ど
に
拠
る
。

（
５ 

）
天
城
池
田
家
の
履
歴
お
よ
び
性
格
に
つ
い
て
は
、
註
（
３
）
所
引
『
倉

敷
市
史
』
第
七
冊
、『
藤
戸
町
誌
』（
藤
戸
町
誌
編
集
委
員
会
、
一
九
五
五

年
）、『
岡
山
県
史
』
第
六
巻
（
岡
山
県
、
一
九
八
四
年
）、『
新
修
倉
敷
市

史
』
第
三
巻
（
倉
敷
市
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
６ 

）
以
下
、
平
山
家
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
池
田
家
文
庫
〔
先
祖
并
御
奉

公
之
品
書
上
〕
平
山
五
郎
（
Ｄ
３
‐
２
１
８
３
、
リ
ー
ル
№
Ｔ
Ｄ
Ｃ
‐

２
４
３
）
に
基
づ
い
て
叙
述
す
る
。
本
文
中
で
「
平
山
家
奉
公
書
」
と
表

記
す
る
の
は
、
全
て
右
の
史
料
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
史
料
に
基
づ
く
部

分
は
、
そ
の
都
度
典
拠
を
註
に
示
し
た
。

（
７ 

）
平
山
家
文
書
一
四
四
『
御
歴
代
之
伝
記
』（
弘
化
三
年
書
写
）。
以
下
、

平
山
家
文
書
を
引
用
す
る
際
は
「
平
山
家
」
と
略
し
史
料
番
号
を
示
し
た
。

（
８
）
平
山
家
一
二
三
「
覚
」。

（
９ 

）
岡
山
藩
に
は
家
格
序
列
を
示
す
格
制
と
、
こ
れ
と
照
応
す
る
役
職
か
ら

な
る
職
制
が
存
在
す
る
。「
物
頭
」
は
同
藩
の
場
合
、
具
体
的
役
職
で
は

な
く
家
格
を
示
し
て
い
る
。
註（
５
）所
引『
岡
山
県
史
』第
六
巻
を
参
照
。

（
10 
）
平
山
家
一
〇
五
「
先
祖
書
上
并
御
奉
公
書
上
」（
明
和
四
年
十
月
平
山

武
貞
呈
上
の
奉
公
書
草
案
）。
以
下
、「
平
山
武
貞
奉
公
書
」
と
略
す
。

（
11 
）池
田
家
文
庫
所
蔵
。『
新
修
倉
敷
市
史
』第
九
巻（
倉
敷
市
、一
九
九
四
年
）

の
付
録
絵
図
を
参
照
の
こ
と
。

（
12 
）
貞
明
の
事
跡
は
全
て
平
山
武
貞
奉
公
書
、
お
よ
び
註
（
７
）
所
引
『
御

歴
代
之
伝
記
』
に
よ
る
。
実
名
「
貞
明
」
は
、
平
山
家
八
二
‐
一
〔
平
山

家
先
祖
戒
名
・
墓
地
書
付
〕
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
13 
）
平
山
家
八
一
〔
平
山
家
系
図
〕、
同
一
一
一
〔
平
山
家
先
祖
戒
名
等
書

付
一
括
〕、
天
城
正
福
寺
平
山
家
墓
地
の
平
山
貞
信
墓
碑
銘
に
よ
る
。
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（
14 
）「
明
和
七
年
寅
年
手
鑑
覚
」（『
倉
敷
市
史
』
第
七
冊
所
載
）
に
「
林
村

御
知
行　

天
城
分
拾
七
人
」
と
し
て
相
給
知
行
者
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
「
百
三
拾
石　

平
山
乙
弥
様
」
が
み
え
る
が
、「
明
和
八
卯
三

月
ヨ
リ
知
行
上
リ
申
候
」
と
傍
注
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）
平
山
家
一
七
‐
二
「
覚
」。

（
16
）
平
山
家
一
〇
二
‐
一
明
治
八
年
一
月
八
日
平
山
郷
夫
宛
岡
山
県
辞
令
。

（
17
）平
山
家
一
〇
二
‐
二
明
治
十
二
年
八
月
四
日
平
山
郷
夫
宛
岡
山
県
辞
令
。

（
18
）平
山
家
一
〇
三
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
日
金
禄
公
債
証
券
御
買
上
願
。

（
19 
）
管
見
に
入
っ
た
由
成
署
判
の
原
文
書
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
高
畠
勝

由
編
著
「
旧
藩
諸
士
行
実
真
跡
」（
池
田
家
文
庫
Ｄ
３
‐
３
３
６
２
‐
⑴

～
（
31
）、
リ
ー
ル
№
Ｙ
Ｄ
Ｃ
‐
０
４
０
）
添
付
の
書
状
な
ど
が
あ
る
。

（
20
）
平
山
家
一
八
。

（
21
）
平
山
家
一
二
六
。

（
22 
）
植
田
美
知
子
氏
所
蔵
文
書
（『
デ
ジ
タ
ル
岡
山
大
百
科
』http://

（
22 digioka.libnet.pref.okayam

a.jp/

で
公
開
中
の
「
熊
沢
家
八
代
の
知
行

宛
行
状
・
扶
持
書
」
を
参
照
）。

（
23
）
料
紙
の
厚
さ
は
年
代
が
新
し
い
ほ
ど
薄
手
に
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

（
24
）『
新
修
倉
敷
市
史
』
第
三
巻
一
〇
〇
頁
の
表
二
〇
に
よ
る
。

（
25 
）
周
匝
池
田
家
に
つ
い
て
は
『
吉
井
町
史
』
第
二
巻
史
料
編
上
（
吉
井
町
、

一
九
九
一
年
）
所
載
の
那
須
氏
知
行
関
係
書
類
を
、
伊
木
家
に
つ
い
て
は

岡
山
藩
家
老
伊
木
家
家
臣
近
藤
家
資
料
（
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
）

の
貞
享
四
年
正
月
十
五
日
伊
木
忠
親
知
行
宛
行
状
を
、
土
倉
家
に
つ
い
て

は
『
佐
伯
町
史
』（
佐
伯
町
、
一
九
七
五
年
）
所
載
の
斎
藤
静
男
氏
所
蔵

文
書
天
和
二
年
四
月
十
九
日
土
倉
一
長
知
行
宛
行
状
を
参
照
。

（
26 
）
谷
口
澄
夫
『
岡
山
藩
政
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）
本
論

第
一
篇
第
三
章
の
表
現
（
小
藩
的
社
会
）
に
倣
っ
た
。

（
27
）
平
山
家
一
二
九
。

（
28 
）
こ
の
事
件
は
上
原
兼
善
『「
名
君
」
の
支
配
論
理
と
藩
社
会
』（
清
文
堂

出
版
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
29
）
註
（
19
）
所
引
「
旧
藩
諸
士
行
実
真
跡
」
池
田
由
孝
の
項
を
参
照
。

（
30
）
平
山
家
四
四
、
年
月
欠
十
一
日
松
原
・
布
施
両
名
宛
池
田
由
孝
書
状
。

（
31 
）
熊
子
と
天
城
池
田
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
註
（
５
）
所
引
『
藤
戸

町
誌
』
を
参
照
の
こ
と
。

（
32
）
平
山
家
一
七
‐
一
「
覚
」。

（
33
）
平
山
家
三
八
、十
二
月
二
十
七
日
平
山
権
五
郎
宛
池
田
政
徳
書
状
。

（
34
）『
岡
山
県
史
』
第
八
巻
（
一
九
八
七
年
）
に
拠
る
。

（
35
）
平
山
家
一
〇
七
、九
月
二
十
七
日
平
山
権
五
郎
宛
池
田
政
徳
書
状
。

（
36
）
平
山
家
四
〇
、六
月
十
二
日
平
山
権
五
郎
宛
池
田
政
徳
書
状
。

（
37
）
平
山
家
六
六
、九
月
二
十
七
日
平
山
権
五
郎
宛
池
田
政
徳
書
状
。

（
38 
）
池
田
家
文
庫
〔
先
祖
并
御
奉
公
之
品
書
上
〕
徳
山
蕃
（
Ｄ
３
‐
１
７
２

（
38 
６
、
リ
ー
ル
№
Ｔ
Ｄ
Ｃ
‐
１
９
３
）、
通
生
大
池
に
残
る
大
池
成
就
碑
・

増
築
記
念
碑
銘
（
井
上
雄
風
『
拓
本
集
覧　

倉
敷
と
周
辺
の
碑
』
私
家
版
、

一
九
七
五
年
）、『
池
田
光
政
日
記
』
明
暦
二
年
八
月
二
十
六
日
条
を
参
照
。

（
39
）
註
（
28
）
上
原
氏
著
書
所
収
『
御
諌
箱
之
書
付
』
承
応
四
年
正
月
条
。

（
40 
） 

註
（
26
）
所
引
谷
口
氏
著
書
本
編
第
一
篇
第
三
章
、
内
池
英
樹
「「
諫

（
38 
箱
」
に
見
え
る
承
応
～
寛
文
期
の
岡
山
藩
」（『
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
』

第
九
輯
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
41
）
平
山
家
七
〇
―
二
〔
大
蛇
の
鱗
に
つ
い
て
の
書
付
〕
に
よ
る
。

（
42 
）
平
山
家
六
、
享
保
六
年
一
月
五
日
池
田
隆
右
知
行
宛
行
状
、
同
三
、
享

保
十
一
年
一
月
十
一
日
池
田
政
純
知
行
宛
行
状
に
よ
る
。

（
43 
）
倉
地
克
直
『
池
田
光
政
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
註

（
28
）
所
引
上
原
氏
著
書
な
ど
。

（
は
た　

か
ず
よ
し　

倉
敷
市
総
務
局
総
務
部
総
務
課
）
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徳
冨
蘆
花
夫
妻
と
養
父
ヶ
鼻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

島　

崇　

雄　
　

　

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
七
月
二
十
九
日
に
、
明
治
・
大
正
の
文

豪
徳
冨
盧
花
夫
妻
（
愛
子
夫
人
）
が
、
玉
島
町
乙
島
（
現
在
の
倉
敷
市

玉
島
乙
島
）
の
養
父
ヶ
鼻
に
一
ヶ
月
近
く
滞
在
し
て
、「
人
の
子
の

貝
ほ
り
あ
ら
す
砂
原
を
平
に
な
し
て
海
の
寄
せ
く
る
」
と
歌
を
詠

ん
で
い
る
。

　

な
ぜ
養
父
ヶ
鼻
へ
来
遊
し
た
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、『
倉
敷

雑
記
４（

１
）』

の
中
で
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
発
行
の
歌
集（

２
）に

来
遊
の

経
緯
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

歌
集
の
中
に
、
川
井
た
か
の
「
徳
富
盧
花
先
生
歌
碑
除
幕
式
に

於
け
る
私
の
感
想
」
と
題
す
る
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

川
井
た
か
の
妹
筒
井
八
重
が
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
在
学
中

に
、
徳
冨
盧
花
の
作
品
に
感
動
し
、
第
三
学
年
の
時
、
友
達
五
・

六
人
と
一
緒
に
盧
花
の
閑
居
を
訪
ね
て
行
き
、
そ
の
前
を
行
き
つ

戻
り
つ
し
て
い
た
。
俄
か
に
雨
が
降
り
だ
し
、
門
の
中
で
雨
宿
り

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
偶
然
盧
花
の
女
中
に
見
つ
け
ら
れ
、
事
情
を

聞
か
れ
て
盧
花
夫
妻
に
告
げ
ら
れ
、「
ま
あ
入
っ
て
お
休
み
な
さ

い
」
と
中
に
入
る
事
を
許
さ
れ
た
。
蘆
花
の
書
斎
に
て
文
学
論
等

の
話
を
し
、
帰
る
時
に
蘆
花
よ
り
、「
今
日
の
感
じ
を
み
ん
な
で

別
々
に
書
い
て
よ
こ
せ
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
以
来
蘆
花
と
の
文
通

が
始
ま
っ
た
。
八
重
よ
り
の
手
紙
に
、
玉
島
の
港
・
円
通
寺
・
養

父
ヶ
鼻
等
の
事
が
書
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

盧
花
夫
妻
は
、
兄
徳
富
蘇
峰
の
娘
つ
る
子
を
養
女
と
し
て
い
た

が
、
つ
る
子
を
兄
へ
返
し
て
盧
花
夫
妻
だ
け
の
寂
し
い
日
々
を

送
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
、
八
重
ら
が
訪
れ
て
、
夫
妻
の
癒
さ
れ
ぬ

気
持
ち
を
和
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

盧
花
は
、
相
馬
御
風
の
『
大
愚
良
寛
』
を
読
み
、
若
き
良
寛
が

修
行
し
た
円
通
寺
を
訪
れ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

盧
花
夫
妻
・
女
中
・
八
重
一
行
は
、
養
父
ヶ
鼻
の
金
光
教
管
長

別
荘
を
借
り
て
滞
在
し
た
の
で
あ
る
。
円
通
寺
に
は
、
養
父
ヶ
鼻

よ
り
船
で
南
町
ま
で
行
き
、
裏
道
を
登
っ
て
訪
れ
、
住
職
へ
良
寛

に
つ
い
て
色
々
と
尋
ね
た
が
、
盧
花
に
と
っ
て
満
足
出
来
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

八
重
は
、
盧
花
夫
妻
の
養
女
に
望
ま
れ
て
い
た
ほ
ど
の
才
媛
で

あ
っ
た
が
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
十
一
月
二
十
三
日
に
二
十
四
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歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
。

　

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
、
養
父
ヶ
鼻
保
勝
会
が
、
戸
島
神
社

近
く
の
岩
に
、
盧
花
が
養
父
ヶ
鼻
で
詠
ん
だ
歌
「
人
の
子
の
貝
掘

り
あ
ら
す
砂
原
を
平
に
な
し
て
海
の
寄
せ
来
る
」
を
刻
ん
だ
磨
崖

碑
を
制
作
し
た
。
こ
の
年
は
、
盧
花
夫
妻
が
来
遊
し
て
十
五
年
目

に
あ
た
る
。
盧
花
歌
碑
除
幕
式
は
、
十
一
月
二
十
三
日
に
挙
行
さ

れ
た
が
、
奇
し
く
も
八
重
の
命
日
に
あ
た
り
何
か
因
縁
め
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　

盧
花
に
関
わ
る
人
物
が
、
乙
島
出
身
の
浅
原
丈
平
で
あ
る
。
彼

は
、
九
女
（
盧
花
の
姪
、
盧
花
の
姉
湯
浅
初
子
の
四
女
）
と
結
婚
し
、

亡
く
な
る
ま
で
盧
花
夫
妻
と
関
わ
り
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

丈
平
の
息
子
、
浅
原
建
は
、『
浅
原
丈
平
追
憶（

３
）』

に
収
め
ら
れ

た
「
父
の
著
述
に
つ
い
て
」
の
中
で
、昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）

一
月
発
行
の
玉
島
民
報
に
丈
平
が
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
文
章
を

投
稿
し
て
い
た
事
実
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

丈
平
は
、
明
神
端
干
拓
に
よ
っ
て
蘆
花
歌
碑
が
忘
れ
去
ら
れ
て

い
る
事
を
非
常
に
残
念
で
な
ら
な
い
と
し
、
歌
碑
を
人
の
目
に
と

ま
り
易
い
と
こ
ろ
に
建
て
て
欲
し
い
と
訴
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
十
月
、

玉
島
観
光
協
会
に
よ
っ
て
戸
島
神
社
の
敷
地
内
（
現
在
、
戸
島
公
園
）

に
徳
冨
盧
花
・
愛
子
夫
妻
の
歌
碑
が
、
比
翼
碑
と
し
て
建
立
さ
れ

た
。

　

昭
和
八
年
、
盧
花
の
歌
碑
建
立
時
に
愛
子
夫
人
よ
り
養
父
ヶ
鼻

保
勝
会
へ
送
ら
れ
た
歌
は
、
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
お
も
ひ
出
の
波
よ
る
磯
に
こ
ゝ
ろ
と
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
れ
し
い
の
ち
の
よ
み
が
へ
る
け
ふ
」

　

昭
和
二
十
九
年
の
歌
碑
建
立
時
に
、
実
際
に
刻
ま
れ
た
歌
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
お
も
ひ
出
の
浪
よ
る
磯
に
心
飛
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　

詩
碑
に
命
の
よ
み
が
へ
る
今
日
」

　

な
ぜ
、こ
の
時
歌
碑
の
一
部
が
加
筆
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
は
『
倉
敷
雑
記
４
』
の
成
果
に
多
く
依
拠
し
て

い
ま
す
。

　

註
（
１
）
森
田
平
三
郎
『
倉
敷
雑
記
４
』（
平
成
五
年
）

（
２ 

）
養
父
ヶ
鼻
保
勝
会
編
輯
『
徳
富
蘆
花
先
生
歌
碑
除
幕
式
記
念
歌
集
』（
昭

和
九
年
）

（
３
）
浅
原
九
女
発
行
『
浅
原
丈
平
追
憶
』（
昭
和
四
十
四
年
）

（
お
お
し
ま　

た
か
お
）
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養父ヶ鼻周辺地図
玉島　明治三十年測図明治四十三年第一回修正測図大正五年製版

著作権所有印刷兼発行者　大日本帝国陸地測量部



− 112 −

平成２３年度歴史資料講座
歴史資料整備室では平成２２年度に引き続き，市
域の歴史や歴史資料についての理解を深め，歴史
資料整備室の活動を広く知ってもらうため，歴史
資料講座を開催しました。前年度の課題と参加者
の要望をふまえ，会場を前年度の第５回目で使用
した真備保健福祉会館大会議室に固定し，募集人
員も５０人から１００人に増やしています。結果，
１０２人分の応募があり，全員を受け入れられる
よう調整の上で全５回の講座を実施しました。
毎回，熱心な受講者から講座の内容等に関連する
質問が出されました。後日のアンケートでも，今
後取り上げて欲しい題材についての要望，配布資
料への画像掲載や古文書の原文に沿った講座を求
める声など，様々な意見が寄せられました。

【会場】■　 真備保健福祉会館大会議室（真備支
所北隣）

【資料代】■３００円（全５回分）
【募集期間】平成２３年９月１日〜９月３０日

■第１回目　玉島湊の歴史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　開催日時：１０月１９日（水）
　　講師　　：山本太郎（総務課歴史資料整備室）
　　参加人数：９５人

■第２回目　近世瑜伽門前町の様相について−紀行文・文学資料等から−　　　　　　　
　　開催日時：１１月１６日（水）
　　講師　　：吉原　睦（文化財保護課）
　　参加人数：８１人

■第３回目　「新禄」の出訴惣代人源助と家族・親族　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　開催日時：１２月２１日（水）
　　講師　　：首藤ゆきえ（井原市教育委員会文化課）
　　参加人数：８２人

■第４回目　「水島」成立以前−東高梁川河口地域の歴史−　　　　　　　　　　　　　　
　　開催日時：１月１８日（水）
　　講師　　：畑　和良（総務課歴史資料整備室）
　　参加人数：８４人

■第５回目　岡田藩における明治維新−藩主伊東氏の場合−　　　　　　　　　　　　　
　　開催日時：２月１５日（水）
　　講師　　：渡邉隆男（市立中央図書館）
　　参加人数：７７人

報　　告
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新
刊
紹
介

岡
山
県
立
美
術
館
学
芸
課
編
『
塩
田
王
野
﨑
家　

ゆ
か
り
の
人
と

作
品　

野
﨑
家
塩
業
歴
史
館
』

（
公
益
財
団
法
人
竜
王
会
館　

二
〇
一
二
年
二
月
）　

　

待
望
久
し
か
っ
た
、
野
﨑
家
塩
業
歴
史
館
初
の
図
録
で
あ
る
。

「
日
本
の
塩
田
王
」
と
称
さ
れ
た
名
門
野
﨑
家
に
伝
来
す
る
什
物

一
万
数
千
件
よ
り
精
選
さ
れ
た
六
十
点
余
り
の
書
画
・
陶
磁
器
・

漆
器
・
金
工
品
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
書
画
で
は
、
倉
敷
縁
の
人

物
た
ち
の
作
品
と
と
も
に
、
四
条
派
や
岸
派
と
い
っ
た
近
世
後
期

京
都
画
壇
の
流
れ
を
汲
む
作
家
た
ち
の
絵
画
が
目
を
引
く
。

　

図
版
解
説
は
、
岡
山
県
立
美
術
館
の
学
芸
員
諸
氏
に
よ
り
分
担

執
筆
さ
れ
、
概
ね
五
〇
〇
字
以
内
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

太
田
健
一
氏
「
野
﨑
家
の
歴
史
と
伝
統
」
な
ど
の
論
説
に
よ
り
、

野
﨑
家
に
多
く
の
優
品
が
伝
来
し
た
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
、
本
図
録
所
載
の
諸
作
品
を
鑑
賞
す
る
助
け
と
な
ろ
う
。

　

野
﨑
家
で
は
、
外
部
の
専
門
家
に
よ
る
収
蔵
品
調
査
を
継
続
中

と
の
こ
と
、
新
た
な
成
果
を
収
め
た
続
編
の
刊
行
が
待
た
れ
る
。

　

※ 

お
問
合
せ
は
公
益
財
団
法
人
竜
王
会
館
（
℡
０
８
６
‐
４
７
２

‐
２
０
０
１
）
ま
で
。
非
売
品
。

『
倉
敷
市　

帯
高
の
歴
史　

高
沼
干
拓
三
五
〇
年
の
春
』

（
帯
高
の
歴
史
を
学
ぶ
会　

二
〇
一
二
年
三
月
）　

　

身
近
な
歴
史
が
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
危
機
感

の
も
と
、地
元
有
志
に
よ
り
発
足
し
た
「
帯
高
の
歴
史
を
学
ぶ
会
」

が
、成
果
を
世
に
問
う
た
読
本
で
あ
る
。
本
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、

帯
高

4

4

と
は
、
帯4

江
戸
川
家
・
早
島
戸
川
家
（
共
に
旗
本
）
に
よ
る
干

拓
の
結
果
成
立
し
た
江
戸
時
代
の
高4

沼
村
の
う
ち
、
帯
江
戸
川
領

を
中
心
と
し
た
地
域
の
こ
と
を
指
す
。い
き
お
い
叙
述
の
中
心
は
、

江
戸
時
代
中
期
以
降
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
山
場
と
も
い
う
べ
き
高
沼
村
の
検
地
帳
を
取
り
上
げ
た

項
で
は
、「
大
き
い
田
ん
ぼ
ベ
ス
ト
４
」「
長
い
畑
ベ
ス
ト
３
」
を

紹
介
す
る
遊
び
心
も
見
ら
れ
る
。
帯
高
に
居
住
す
る
戦
争
体
験
者

の
手
記
は
、
本
会
の
趣
旨
に
も
そ
ぐ
う
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
全

体
に
平
易
か
つ
懇
切
な
叙
述
で
、
処
々
に
読
み
手
の
興
味
を
そ
そ

る
記
事
が
配
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
「
資
料
編
」
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
史
料
図
版
に
釈
文
が
付
さ
れ
て
い
る
の
が
嬉
し
い
。

　

帯
高
の
歴
史
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
の
入
門
書
と
な
る
と
と
も

に
、
児
童
・
生
徒
の
地
域
学
習
へ
の
活
用
が
期
待
で
き
る
一
書
。

　

※ 
お
問
合
せ
は
中
山
道
夫
氏
（
℡
０
８
６
‐
４
２
８
‐
３
４
６
６
）

ま
で
。
頒
価
一
、〇
〇
〇
円
。
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岩
田
牧
子
『
廻
船
問
屋
か
ら　

六
代
二
〇
〇
年
の
物
語
』

（
一
向
社　

二
〇
一
二
年
十
一
月
）　

　

本
書
の
発
行
元
株
式
会
社
一
向
社
は
、
大
阪
市
に
存
在
す
る
印

刷
・
デ
ザ
イ
ン
業
の
老
舗
で
、今
か
ら
九
十
年
前
に
岩
田
襄の

ぼ
るに

よ
っ

て
創
業
さ
れ
た
。
一
見
、
倉
敷
の
歴
史
と
は
無
縁
で
あ
る
か
の
よ

う
に
み
え
る
一
向
社
と
岩
田
家
で
あ
る
が
、
そ
の
発
祥
は
備
中
国

玉
島
湊
で
、
新
町
（
倉
敷
市
玉
島
中
央
町
）
に
軒
を
連
ね
た
商
家
の

一
つ
西に

し
き
や

喜
屋
北
店
を
源
流
と
す
る
。
本
書
は
、
一
向
社
の
節
目
の

年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、二
代
目
社
長
の
夫
人
で
あ
る
著
者
が
、

玉
島
以
来
の
家
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
「
家
史
」
で
あ
る
。

　

残
さ
れ
た
古
文
書
と
現
地
探
訪
を
手
が
か
り
に
、
初
代
岩
田
富

三
郎
が
経
営
し
た
問
屋
兼
造
り
酒
屋
の
面
影
を
追
い
、
鉱
山
で
の

成
功
を
志
し
た
二
代
富
三
郎
の
消
息
を
尋
ね
、
一
向
社
の
継
続
と

変
革
の
各
階
梯
を
支
え
た
歴
代
社
長
の
人
と
な
り
が
回
想
さ
れ
て

い
る
。
玉
島
湊
の
交
易
を
拠
り
所
に
栄
え
た
商
家
が
、
新
時
代
の

風
を
受
け
ど
の
よ
う
に
転
身
し
新
た
な
展
開
を
模
索
し
て
い
っ
た

の
か
、そ
の
一
事
例
と
し
て
興
味
深
い
。巻
末
掲
載
の
家
伝
文
書
や

玉
島
湊
の
旧
観
を
伝
え
る
絵
葉
書
も
見
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　

※ 

お
求
め
はam

azon.co.jp

へ
、
お
問
合
せ
は
一
向
社
（
℡
０
６

‐
６
４
５
１
‐
２
４
３
７
）
ま
で
。
定
価
一
、八
〇
〇
円
（
税
抜
）。

兼
田
麗
子
『
大
原
孫
三
郎
―
善
意
と
戦
略
の
経
営
者
』

（
中
央
公
論
新
社　

二
〇
一
二
年
十
二
月
）　

　

大
原
孫
三
郎
は
倉
敷
紡
績
や
倉
敷
絹
織
な
ど
の
企
業
経
営
、
倉

紡
中
央
病
院
・
大
原
美
術
館
や
三
つ
の
科
学
研
究
所
（
大
原
奨
農
会

農
業
研
究
所
・
大
原
社
会
問
題
研
究
所
・
労
働
科
学
研
究
所
）
の
設
立
な

ど
で
有
名
で
、
こ
れ
ら
は
多
少
形
を
変
え
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
が
現

存
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
有
形
の
も
の
だ
け
を
孫
三
郎
は
遺
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
大
原
奨
学
会
を
通
じ
て
多
く
の
若
者
に
学
資

を
援
助
し
た
。
人
づ
く
り
と
い
う
孫
三
郎
の
無
形
の
遺
産
が
、
戦

後
日
本
の
復
興
期
や
経
済
成
長
期
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮

し
、
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
を
経
て
大

地
を
潤
し
、
樹
木
や
野
菜
・
穀
物
を
成
育
さ
せ
る
地
下
水
を
つ
く

る
こ
と
に
例
え
ら
れ
る
。
孫
三
郎
は
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
短
期

的
視
点
や
自
己
利
益
を
考
え
ず
、「
地
下
水
」
づ
く
り
に
徹
し
た
。

　

経
済
性
や
合
理
性
を
追
求
し
た
企
業
経
営
と
、人
間
愛
と
使
命
感

に
基
づ
い
た
社
会
改
良
と
の
両
立
に
苦
し
み
な
が
ら
多
面
的
で
普

遍
的
な
社
会
貢
献
を
行
っ
た
孫
三
郎
の
生
き
方
を
伝
え
る
書
物
。

　

※ 
お
問
合
せ
は
書
店
、
ま
た
は
中
央
公
論
新
社
（
℡
０
３
‐

３
５
６
３
‐
１
４
３
１
）
ま
で
。
定
価
八
八
〇
円
（
税
抜
）。
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■
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
二
十
四
号
投
稿
要
領

　

 　
『
倉
敷
の
歴
史
』
へ
の
投
稿
を
募
集
し
ま
す
。
第
二
十
四
号

へ
の
投
稿
は
、
左
記
の
要
領
に
沿
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。

一　

部　

門

　

①　

論
文　

倉
敷
市
域
に
関
す
る
歴
史
研
究

　

②　

ノ
ー
ト　

倉
敷
市
域
の
歴
史
研
究
の
中
間
時
点
で
の
報
告

　

③　

史
料
紹
介　

倉
敷
市
域
の
歴
史
に
関
す
る
諸
史
料
の
紹
介

　

④　

 

郷
土
史
家
紹
介　

倉
敷
市
域
の
歴
史
に
関
す
る
郷
土
史
家

の
紹
介

　

⑤　

ア
ラ
カ
ル
ト　

倉
敷
市
域
の
歴
史
に
関
す
る
話
題

二　

分　

量

　
　

各
部
門
の
分
量
の
限
度
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

①　

論
文　
　
　
　
　
　
　

一
五
頁
程
度
（
上
限
一
八
頁
）

　

②　

ノ
ー
ト　
　
　
　
　
　
　

八
頁
程
度
（
上
限
一
〇
頁
）

　

③　

史
料
紹
介　
　
　
　
　
　

八
頁
程
度
（
上
限
一
〇
頁
）

　

④　

郷
土
史
家
紹
介　
　
　
　

八
頁
程
度
（
上
限
一
〇
頁
）

　

⑤　

ア
ラ
カ
ル
ト　
　
　
　
　

二
頁
程
度
（
上
限　

三
頁
）

　
　

い
ず
れ
も
、
註
・
表
・
図
・
写
真
な
ど
を
含
め
て
の
分
量
で

　

す
。

三　

書
式
・
用
紙

　

 　

原
稿
用
紙
は
、
専
用
の
も
の
を
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整

備
室
ま
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
場
合
は
、Ａ
４
判
の
用
紙
を
縦
に
使
い
、

一
行
二
五
字
×
二
○
行
×
二
段
に
縦
書
き
で
印
字
し
て
く
だ
さ

い
。
印
刷
原
稿
と
と
も
に
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
フ
ァ

イ
ル
で
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
本
誌
の
頁
単
位
の
組
版
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　

本
文
（
13
級
）　

一
行
二
五
字
×
二
○
行
×
二
段
（
縦
書
）

　
　
　

註
■
（
11
級
）　

一
行
三
○
字
×
二
七
行
×
二
段
（
縦
書
）

四　

投
稿
の
手
順

　

 　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
予
定
掲
載
部
門
、
予

定
題
目
、
予
定
頁
数
、
要
旨
（
二
○
○
字
～
四
○
○
字
、
ア
ラ
カ
ル

ト
は
一
○
○
字
～
二
○
○
字
）
を
倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整
備

室
宛
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）

研
究
会
で
執
筆
の
承
認
・
不
承
認
の
協
議
を
行
い
ま
す
。
原
稿

締
切
は
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
で
す
（
翌
年
三
月
発
行
）。

　
 　

原
稿
は
完
全
原
稿
で
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。
校
正
時
の
修
正

は
御
遠
慮
願
い
ま
す
。

五　

採　

否

　

 　

提
出
原
稿
の
採
否
や
掲
載
の
順
序
な
ど
に
つ
い
て
は
、
審
査
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の
う
え
決
定
し
ま
す
。
不
採
用
に
な
っ
た
り
、
書
き
直
し
を
お

願
い
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
予
算
の
制
約
に

伴
う
全
体
の
頁
数
の
制
約
の
た
め
、
必
ず
し
も
掲
載
で
き
な
い

場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。

六　

校　

正　

初
校
は
、
執
筆
者
に
校
正
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

七　

備　

考

　

 　

原
稿
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。
他
と
の
二
重
投
稿
は

お
控
え
く
だ
さ
い
。
図
、
表
な
ど
は
お
お
ま
か
な
掲
載
場
所
を

指
定
し
て
く
だ
さ
い
。
註
は
、
末
尾
に
ま
と
め
て
付
し
て
く
だ

さ
い
。
刊
行
物
に
は
刊
行
年
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
写
真
・

図
版
等
の
掲
載
許
可
は
執
筆
者
の
責
任
で
お
取
り
く
だ
さ
い
。

投
稿
さ
れ
た
原
稿
や
写
真
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
お
返
し
し
ま

せ
ん
の
で
、
各
自
で
控
え
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
掲
載
原
稿
の

転
載
は
、
原
則
と
し
て
刊
行
後
一
年
は
御
遠
慮
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
転
載
に
あ
た
っ
て
は
倉
敷
市
の
承
認
を
得
て
く
だ
さ
い
。

八�　

送
り
先　

〒
七
一
○
―
一
三
九
八　

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
一

　

 

一
四
一
番
地
一　

倉
敷
市
総
務
局
総
務
部
総
務
課
歴
史
資
料
整

備
室
宛

　
　

歴
史
資
料
整
備
室
日
記
（
抄
）

二
○
一
二
年

◆　

平
成
23
年
度

（
平
成
24
年
）

１
・
18　

第
４
回
歴
史
資
料
講
座

２
・
15　

第
５
回
歴
史
資
料
講
座

３
・
26　

第
17
回
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
研
究
会
会
議

３
・
31　
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
22
号
発
行

◆　

平
成
24
年
度

4
・
2
～
４　

倉
敷
市
所
蔵
東
大
橋
家
文
書
整
理〔
岡
山
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
〕

６
・
18　
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
23
号
編
集
会
議

7
・
６　

第
18
回
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）
研
究
会
会
議

８
・
29
～
9
・
１　

 

倉
敷
市
所
蔵
東
大
橋
家
文
書
整
理
〔
岡
山
大
学
文
学
部
日
本
史
研

究
室
〕

10
・
17　

第
１
回
歴
史
資
料
講
座

10
・
18　

武
蔵
野
市
議
会
文
教
委
員
会
が
行
政
視
察

10
・
24　

大
阪
大
学
大
学
院
日
本
史
研
究
室
が
見
学
・
資
料
閲
覧

11
・
８
～
９　

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
全
国
大
会
出
席（
広
島
市
）

11
・
20　

倉
敷
義
倉
文
書
が
倉
敷
市
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定

11
・
21　

第
２
回
歴
史
資
料
講
座

11
・
29
～
30　

中
国
四
国
地
区
文
書
館
等
職
員
連
絡
会
議
出
席
（
徳
島
市
）

12
・
14　

く
ら
し
き
市
民
講
座
（
ラ
イ
フ
パ
ー
ク
倉
敷
）

12
・
19　

第
３
回
歴
史
資
料
講
座

12
・
25　
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
23
号
編
集
会
議
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『新修倉敷市史』

　平成元年度から取り組んでまいりました『新修倉敷市史』は、平成１６年度をもちまし
て全１３巻を刊行することにより、完了することができました。この『新修倉敷市史』は、
倉敷・児島・玉島の旧３市合併による新市発足２０周年を記念し、後世に誇り得る郷土の
歩みを集大成し、市民共有の文化的財産としてこれを継承していくために、原始・古代か
ら現在に至る倉敷市域の歴史を、全１３巻にまとめて刊行したものです。
　この市史編さん事業にあたりましては、多くの市民の皆様や諸機関から貴重な資料や情
報の提供をいただきました。また市史編さん委員・市史研究会員・執筆者の方々には編集・
執筆に多大なご協力をたまわりました。

●『新修倉敷市史』ご案内

●『新修倉敷市史』購入申し込み方法
『新修倉敷市史』の販売は、倉敷市との契約により株式会社山陽新聞社が行っています。購入の申し
込みは、最寄りの書店、山陽新聞社（ＴＥＬ：０８６−８０３−８１６４）、山陽新聞販売所へどうぞ。
●問い合わせ先
〒７１０−１３９８　倉敷市真備町箭田１１４１番地１
倉敷市真備支所３階
倉敷市総務局総務部総務課歴史資料整備室
ＴＥＬ：０８６−６９８−８１５１
Ｅ−mail：hisedit@city.kurashiki.okayama.jp
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本誌は，倉敷市における歴史資料の研究成果を市民に還元し，若手研究者などによる市域
に関する研究発表の場を設けることを目的に，１９９１年に創刊されました。倉敷市域の
歴史にかかわる古代から現代までの様々なテーマについて，各方面から論文や随筆を寄せ
ていただき，毎年１冊づつ発行しています。

【頒布・販売中のバックナンバー一覧】

※　 各号の詳しい内容については，歴史資料整備室に来室の上で実物を御確認くださ
い。または，歴史資料整備室ホームページ（http://www.city.kurashiki.okayama.jp/
dd.aspx?menuid=1438）で公開中の目次を御参照ください。上記の一覧は，２０１３
年３月時点で頒布・販売用の在庫があるものを示しています。在庫切れの際は御容赦
ください。

【頒布・販売場所】
倉敷市真備支所３階の総務課歴史資料整備室にて頒布・販売しております。御来室の上で
お求めください。御来室が難しい場合は，郵送も可能です（要送料・代金先払い）。郵送に
よる入手を希望される場合は、電話（086 ‐ 698 ‐ 8151）またはＥメール（hisedit@city.
kurashiki.okayama.jp）にてお問い合わせください。入金手続き等について御案内します。
なお，最新刊（第２３号）については，倉敷市役所本庁の総務課でも取り扱っております。

１〜 23号（以下続刊。年１回発行）研究誌『倉敷の歴史』

巻号

第11号

第12号

第14号

第15号

第16号

第18号

第19号

第20号

第21号

第22号

発行年月

2001年３月

2002年３月

2004年３月

2005年３月

2006年３月

2008年３月

2009年３月

2010年３月

2011年３月

2012年３月

価格

無償頒布

無償頒布

無償頒布

無償頒布

１部500円にて販売

１部700円にて販売

１部800円にて販売

１部900円にて販売

１部900円にて販売

１部900円にて販売
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倉敷の歴史 第 23号

平成25年３月31日

編　集
発　行

倉敷市文書館（アーカイブズ）研究会
倉 敷 市
総 務 局 総 務 部 総 務 課
〒710－1398 倉敷市真備町箭田1141番地1　総務課歴史資料整備室

電話  086－698－8151
E-mail : hisedit@city.kurashiki.okayama.jp

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1438

・本誌上で寄稿者の責任において述べられた意見および事実の説明は，倉敷市・倉敷市文
　書館（アーカイブズ）研究会としての見解を示すものではありません。

　
　
　
　

編　

集　

後　

記

▽ 
『
倉
敷
の
歴
史
』
第
二
十
三
号
を
お
届
け
い
た

し
ま
す
。
御
執
筆
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
、
短

期
間
で
の
御
執
筆
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ま
た
、
貴
重
な
資
料
の
掲
載
を
御
許

可
い
た
だ
い
た
方
々
に
も
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。『
倉
敷
の
歴
史
』
も
二
十
三
号
を
迎
え

ま
す
が
、
こ
れ
も
愛
読
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
市
民
の
皆
様
方
の
温
か
い
御
支
援
・
御
鞭

撻
の
お
か
げ
と
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

▽ 

本
号
に
は
、
論
文
四
編
、
聞
き
書
き
倉
敷
の
歴

史
一
編
、
史
料
紹
介
二
編
、
史
料
群
紹
介
一
編
、

ア
ラ
カ
ル
ト
一
編
、
報
告
一
編
を
収
録
し
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
倉
敷
の
歴
史
を
新
し
い
視

点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
御
一

読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

▽ 

平
成
二
十
四
年
度
に
は
、
林
源
十
郎
商
店
記
念

室
の
開
室
、
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
が
所
蔵

す
る
倉
敷
義
倉
文
書
の
市
指
定
重
要
文
化
財
へ

の
指
定
、
第
一
回
大
原
孫
三
郎
・
總
一
郎
研
究

会
の
開
催
、
旧
野
﨑
家
住
宅
で
の
相
次
ぐ
史
料

発
見
な
ど
明
る
い
話
題
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
そ

の
ほ
か
、
地
域
で
の
歴
史
研
究
会
も
各
地
で
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
で

も
、
前
年
度
に
引
き
続
い
て
歴
史
資
料
講
座
を

五
回
開
催
し
、
か
つ
て
な
い
多
数
の
御
応
募
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
、
市
民
参
加
が

で
き
る
事
業
は
継
続
し
て
い
く
予
定
で
、
今
後

は
新
し
い
事
業
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

▽ 

『
倉
敷
の
歴
史
』
は
、
倉
敷
市
文
書
館
（
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
）
研
究
会
が
編
集
し
て
い
ま
す
。
編

集
実
務
は
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
に
て
行
い

ま
し
た
。

▽ 

『
倉
敷
の
歴
史
』
第
二
十
三
号
で
は
、
今
ま
で

執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
新
し
い
執
筆
者
が
お

ら
れ
ま
す
。
第
二
十
四
号
で
も
、
新
し
い
応
募

者
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
投
稿
要
領
に
も
と

づ
い
て
ふ
る
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。

▽ 

倉
敷
市
総
務
課
歴
史
資
料
整
備
室
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
事
業
概
要
、
刊

行
物
、
主
な
所
蔵
歴
史
資
料
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
な
つ
か
し
い
風
景
の
写
真

や
所
蔵
す
る
資
料
の
一
部
を
デ
ジ
タ
ル
画
像
で

閲
覧
で
き
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
徐
々
に
充

実
さ
せ
て
い
く
予
定
で
す
。
こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
御

覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（
山
本
・
畑
・
立
石
）


